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令和６年第４回中城村議会臨時会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和６年４月５日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和６年４月５日  （午前10時00分） 

閉  会 令和６年４月５日  （午前11時27分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 14 番 新 垣 善 功 15 番 石 原 昌 雄 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 金 城   勉 

教 育 長 比 嘉 良 治 都市建設課長 呉 屋 克 行 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 村 武 宏 

住民生活課長 新 垣   忍 上下水道課長 下 地 良 和 

会 計 管 理 者 照 屋 郁 子 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

税 務 課 長 比 嘉   聡 生涯学習課長 渡久地   真 

福 祉 課 長 照 屋   淳 教育総務課主幹 森 本 雅 人 

健康保険課長 島 袋 かおり   
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議案第28号 令和６年度中城村一般会計補正予算（第１号） 

第 ４ 議案第29号 吉の浦公園子供遊具新設工事の契約締結について 

第 ５ 承認第１号 専決処分の承認について（令和５年度中城村一般会計補正予算（第12号）） 

第 ６ 承認第２号 専決処分の承認について（令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予 

       算（第６号）） 

第 ７ 承認第３号 専決処分の承認について（中城村税条例の一部を改正する条例） 

第 ８ 承認第４号 専決処分の承認について（中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条 

       例） 
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○議長 伊佐則勝 ただいまより令和６年第４

回中城村議会臨時会を開催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、14番 新垣善功議員及び15番 石原昌

雄議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日４月５

日のみにしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日４月５日

の１日間に決定しました。 

 日程第３ 議案第28号 令和６年度中城村一

般会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第28号 令和６年度中

城村一般会計補正予算（第１号）について御提

案申し上げます。 

 

 

議案第28号 

 

   令和６年度中城村一般会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度中城村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の追加は、「第１表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表 債務負担行為補正 

（追加）                                   （単位：千円） 

事   項 期   間 限 度 額 

中城村立中城中学校整備事業 令和６年度より令和25年度まで 7,227,020 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 12番 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 債務負担行為、議案

第28号で質問します。 

 中学校の、負担行為は分かりますけれども、

これの説明、どういったのに使用するのか。そ

れと、今のＰＦＩ事業、今年やりますけれども、

それも一緒に説明ください。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 今回、中学校につきましては、以前から申し

上げていますとおり、建築後もう39年以上経過
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しており、施設の老朽化及びバリアフリー対応

できない施設であるため、現地ではなく移転を

させ、新たに学校建設することで計画しており

ます。 

 今回の事業方式につきましては、中城津覇小

学校建設事業と同様にＰＦＩ事業、ＢＴＯ方式

で行います。理由としては、校舎の建設費が従

来事業とＰＦＩ事業で比較した結果、約５億

4,000万円近く抑えることができるということ

と、２点目に、従来事業で整備した場合、令和

10年度の学校建設完成時に支払いする一般財源

が約15億程度必要となり、その財源を事業実施

の５年間で確保することが困難であることから、

この事業方式で行うことを決定しております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 従来方式との差が５

億4,000万と。しかし、今度の両小学校、中小、

津覇小の件に関しまして、地元企業が入ってい

ないと。ＰＦＩ事業で、要するに地元企業がこ

れだけ、70億以上の工事に参戦できないと。本

村に対してそれだけメリットがあるのかどうな

のか、そこはぜひ考えてほしかったです。 

 それと、一昨日の説明において、用地取得し

た場所全域、中学校用地にするという説明があ

りました。これは、中学校用地を買い取ったか

ら、そこで中学校用地に全部すると。それで、

村道も潰して中学校用地にするのか。その村道

に代わる周辺整備事業も考えてやっていただき

たいと思っています。その件についてと、先日、

予算の説明がありました。この説明では、仮案

だという図面を見せられました。その仮案に対

して、それで本当にいいのか。また、全課、教

育委員会だけで要するにやったのか、都計課を

して周辺整備事業も一緒に取り組まないといけ

ないと思う。土地提供者に対しては、農道を使

用している、そこを迂回路なりなんなり要望が

あったはずです。そういうことを併せて一昨日

の説明が欲しかったですね。用地を買い取った

から、全部、そこで公共施設を造るんだと。そ

れはぜひ考え直していただきたいと。そのこと

についてどうですかね。仮図面、一昨日見せら

れて、納得いっておりません。村指定の安里ム

ラガーの出入り、その件は今の説明の図面に入

っていませんでした。こういったことも、周辺

環境も考えながらぜひ公共施設は造っていただ

きたい。丸々公共施設を造るため、周辺の環境

を害することで、また周辺住民に生活ですね、

そういう面でもぜひいろんなことも考えていた

だきたい。ただ買い取ったから、全部そこが用

地だということは、村道も潰して造る、今まで

利用していたところが利用できなくなると。そ

れと河川維持も、中学校の用地であの図面見せ

られたときに、河川の整備も維持管理もできな

いと考えております。それを本当にどうするの

か。教育委員会、先ほど言ったように、横のつ

ながり、都計課とも下水道課とも、ぜひいろん

な課と、生涯学習課も話し合っていただきたい。

せっかくの文化財、安里のムラガー、そこへ道

がない。それで質問しておりますので、どう考

えますか。答弁が欲しい。農道を潰して造るな

ら、それに代わる道路をぜひ造るという答弁が

欲しいですね。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 この件について

答弁いたします。 

 まず最初に農道を潰してというか、農道に代

わる道を整備してほしいということについてで

すけれども、現敷地は、議員さんも承知のとお

り農道であります。実際これを利用するのは、

住民ではなくて、基本的には農民の方たちが利

用するための道路であります。今回この農地に

つきましては、学校敷地として変更していきま

すので、基本的には農道については整備する考

えはありません。 

 金城議員が申されている、先ほどの図面の件

につきましては、去った説明会でも説明しまし
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たけれども、あの図面のとおりに学校建設を進

めていくわけではありません。あれはあくまで

も事業費の算出をするためにこちらの委託業者

の中で、その積算をするために作成した図面で

ありますので、基本的には、この図面について

は外部には提供しません。あくまでも予算の措

置の、要するに予算を試算するための資料とし

て作成しております。 

 ただ、説明会のときにおいて、どのような形、

規模になるのかというのをお示しするために議

員さんには事前に見ていただいたということで

す。あれはあくまでも参考ですので、あれを基

にということでは考えていただきたくありませ

ん。実際、今回のＰＦＩ事業では、実施要綱や

募集要項、そういった面で文言でもって設計な

り建設のほうの提案をしていただきます。です

ので、業者にはこの条件に基づいて、学校施設

としていい提案をしていただくように私たちは

望んでいますので、今回この公募型のプロポー

ザル方式でＰＦＩ事業でやっていくということ

で考えて進めています。 

 あと、金城議員が言われました安里のムラガ

ーの件につきましては、現在、ホームページで

開示しています要求水準書、あの中でも敷地南

西側に隣接する安里ムラガーへのアクセスでき

る歩車の動線を確保すること、なおアクセス動

線は学校範囲外、フェンス等の外側での確保も

可能とするというふうに明記しております。私

たちはこのように業者のほうには提案していま

すので、業者からいい案で出てくるのを期待し

ております。 

 あともう一つ、河川整備のほうにつきまして

は、こちらのほうもそのように水準書の中にも

記載してありますし、現段階でも関係課とは密

に連絡を取って、維持管理のほうできるような

形で、維持管理については今後も検討していき

たいというふうに進めております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 金城 章議員、ただいまの議案第28号につき

ましては、一般会計の補正予算の内容を審議し

ております。できましたら補正予算に関しての

質疑をお願いしたいと思います。 

○１２番 金城 章議員 議長、補正予算の中

にこの事業が含まれているから、僕も質問して

いるわけ。仮に仮図面等にして積算資料を進め

られて、議会はこれ求めたから、この迂回路も

ない、そういう説明では納得いかないから、こ

の予算を僕、否決するために質問しているので

す。関わるんですよ、この図面に対して。全体

買い取ったから、その買取り予算、ＰＦＩの予

算もこの事業費、中学校用地の事業費じゃない

ですか、議長。予算に対して、この事業をこの

間説明受けて、納得いかないから質問している

わけよ。住民生活、今、農道も潰して、そこ農

道迂回路を校舎内から造るかもしれないと、一

昨日の説明では。施設内からそこに出入りする

ことは、周辺住民の環境を潰していることじゃ

ないですか。予算もこれに関わるから質問して

いるんだよ、議長。 

 ただね、参考資料だといって、議会が認めれ

ば、議会認めたじゃないかと、そう言われるの

が僕怖いんですよ。確実に西側に河川の維持管

理道路とこの安里のムラガーへの道をぜひ造る

という答弁が欲しいのです。これで認めて、僕

ら議会が認めただろうと、金城議員も認めたじ

ゃないかと、そこを言われる。積算書の予算を

見せられて、図面は仮図面だと。納得いかない

じゃん。それで質問して、予算もらったら数字

しか出てこない。この間の説明資料の図面も出

すべきだと思います。この周辺住民のアクセス

は絶対図るということ、答弁いただきたい。そ

うしないと納得できない、西側の道路、この間
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の図面で学校の駐車場も、あれだけ100台ぐら

いの駐車場も必要なの。道路をぜひ西側に、積

算の資料でね、道路も。村が用地を買い取った

から、そこは全部この公共施設造るというのは

僕、間違いだと思っています。周辺住民も泣く

泣く協力したんですよ。いい中学校を造るため

に協力して、そこでこの道路を潰して、ただそ

れだけなの。ぜひ答弁いただきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えします。 

 先ほど答弁したことと重複しますが、今回こ

の要求水準書の中に安里のムラガーにアクセス

できる歩車の動線を確保することということで

記載しております。この記載については要求水

準書に私たち示しておりますので、提案につい

ては、ここにアクセスできる、こちらに車でも

徒歩でもアクセスできるということで示してお

りますので、これは条件に入っております。で

すので、これを確保していただかなければその

点は通りませんので、ムラガーに行くまでの動

線は確保できております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議案第28号について

質問します。 

 せんだっての説明会で、プールについては１

億から３億程度の事業費を捻出する必要がある

ため、今回の整備事業では計上しなくて、将来

的にプールは増築可能ということでお話を伺っ

ておりますが、これは当初でなぜ計画を議論し

なかったのかがよく分からないんですけれども。

先送りしているということしか捉えられないん

ですけれども、やはりこれも施政方針も含めて、

一般村民も使えるようなプールも考えてはいる

というふうに言ってはいるんですけれども、幾

つかの案を早急に出して議論をして、どのよう

にしていくか。周辺自治体を見てみますと、民

間に指導も含めて委託をしていくという方式を

採用しているところもいろいろありますので、

議論を先送りするんじゃなくて、方針をしっか

り示して、この中学校建設の入り口の段階で、

議会にも示すべきではなかったんじゃないかな

と思いますが、なぜこのように先送りをする方

針になったのかを答弁いただけますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 去った説明会でも説明いたしましたが、プー

ルについては、申し上げたとおり事業費がかな

り増大となることが見込まれております。建設

後においても維持管理等、いろいろ経費の増加

も見込まれました。今後この整備事業について

は、申し上げたとおり、将来的に建設が可能と

なるような施設の配置計画を提案していきます

ので、どの段階でプールを造るのか、どうして

いくかというのについては今後検討させていた

だきたいと思います。現段階については、小学

校建設のときにも申し上げましたが、建設費が

大分高騰しております。かなり事業費につきま

しては、こちらでも、どの施設のものから優先

するか検討した段階で、現在そのプールについ

ては、今の段階では整備はしない方向で決定し

ています。 

 今回、生徒数の増加により教室の増加もかな

りありました。その辺も含めて、今後の中学校

の整備については、こちらのほうでも十分考え

させていただきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 建設場所の確保はさ

れているということで説明も受けてはおります

が、今、課長が答弁したように、人口増加に伴

って、やはり子供たちも増加していくというこ

とも予想をはるかに超えるというケースがもし

かしたら起こるんじゃないかということも想定

する必要があると思います。 

 そういった場合に、教室はどうしても優先し
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ないといけなくなるから、プールの場所という

のは恐らく確保困難になってくるケースも出て

くるんじゃないかなと思います。そういったの

をある意味では想定しながら、一般村民も含め

て利用が可能なプールというのを今後造ってい

く計画、そういったのをあくまでも私は一つの

案を言っているだけでありまして、村民と議会

もそういった方向性の幾つかのプランを早期に

示して議論をする機会をぜひ与えてほしかった

んですけれどもね。みんな後づけになって、将

来的にはという言葉で濁してしまって、いつそ

ういったのをやるかということも、今現在では

全然答弁できないんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えします。 

 今の時点で、どの時点でプールが建設可能な

のかどうなのかというのについてはお答えはち

ょっとできません。私たちもこの学校建設費に

ついては、日々、増加傾向にありますので、な

るべく費用をかけない方向で検討していきたい

というふうに考えています。ですので、現段階

については、ちょっとこの時期については答弁

することはできません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 確かに費用の捻出に

は苦慮されて、いろいろと悩んでこられただろ

うなというのはお察しいたしますが、いずれに

しても、やはり教育施設の中で、プールの事業

というのは必要であるという認識はあると思い

ます。これまでも現中学校でもプール建設につ

いては、議会からも相当議論があって、なぜな

いのかというふうにいろいろと質疑があったと

思うんですけれどもね。それでも皆さんは先送

りをして、今回提案を見送っております。ぜひ

パターンをいろいろと提案して、早期に議論を

することを要望いたします。その約束はできま

すでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今、教育委員会としては、中学校がもう老朽

化がかなり進んでいるという状況と、バリアフ

リー化ができない施設ということで、中学校に

ついてはなるべく早急にそのことをクリアした

いために今進めております。これに伴いプール

建設につきましては、ここについては、今後も

検討させてくださいというふうに考えておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第28号

について質疑をいたします。 

 １点だけ、この前の説明でも一定程度の私は

評価をしているつもりではあるんですけれども、

やはり金額的に莫大な予算を債務負担行為とい

うことでつくるもんですから、その一定程度の

中身をできた時点で議会のほうのしっかりと説

明責任を果たして、要所要所でぜひ説明を求め

たいと思うんですけれども、そのあたりいかが

ですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城小学校、津覇小学校の建設のときにも同

様のＰＦＩ事業で実施してきております。私た

ち教育委員会としては、これまでもある程度の

公表ができるという段階では、議員や地域にも

説明してきたつもりでありますので、中学校に

おいてもこのような形で進めていきたいと思っ

ています。以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 財政的にも令和10年か

ら、相当、14年ぐらいまでですね、毎年また６

億円ぐらいの返還がなされないといけないとい

う金額的な部分も大変危惧しているもんですか

ら、そのあたりもぜひ債務負担行為だからとい

うことではなくて、しっかり毎年度の進捗状況、
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そういうのも我々にも情報を与えていただいて、

共にやっていかないといけない事業ですので、

その点はしっかりとやっていってください。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第28号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第28号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 議案第28号について

反対で討論します。 

 これは、周辺住民への環境にあまり配慮した

ものじゃないということ。それと、村指定の文

化財に対してもないがしろにしている、また、

西側の河川維持管理においても、そこに接する

道路も考えられていないと。そういった状況で

この予算は認めるべきじゃないと。ぜひ周辺環

境に配慮する、ちゃんと住民を考えてやってい

ただきたい。私は地元出身として賛成したと言

われたら、金城議員が賛成したんだと言われた

くない。この説明で議案を出すときには、数字

だけじゃなく、図面とかそういうのも配慮して

中学校整備事業ですよね、やっていただきたい

と。今後また中学校の建設、予算も出てきます。

それに対して周辺、まるっきり環境が変わる、

配慮した整備、中学校事業だけじゃなくて、そ

の周辺にも関わることは、全部その整備事業と

して説明いただきたいと思います。それで反対

します。 

○議長 伊佐則勝 次に、本案に賛成者の発言

を許します。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 進めます。 

 この採決は起立によって行います。本案は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（起立多数） 

○議長 伊佐則勝 起立多数です。したがって、

議案第28号 令和６年度中城村一般会計補正予

算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

 日程第４ 議案第29号 吉の浦公園子供遊具

新設工事の契約締結についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第29号 吉の浦公園子

供遊具新設工事の契約締結について御提案申し

上げます。 

 

 

 

議案第29号 

 

吉の浦公園子供遊具新設工事の契約締結について 

 

 吉の浦公園子供遊具新設工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 
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１．契約の目的       吉の浦公園子供遊具新設工事 

２．契約の方法       指名競争入札 

３．契約金額        92,950,000円 

  うち取引に係る消費税 

  及び地方消費税の額、   8,450,000円 

  産業廃棄物税相当額 

４．契約の相手方      沖縄県浦添市安波茶２丁目21－２ 

              株式会社 新秀 

              代表取締役 崎 濱 秀 博 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 吉の浦公園子供遊具新設工事の工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を必要とする。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第29号

について質疑いたします。 

 一番最後のほうで、設置箇所とか位置図とか

あるんですけれども、その中で、この子供遊具

を何台設置するのか、あるいは複合的に１つな

のか。それは大体、真ん中に設置されているん

ですけれども、敷地のですね。これであずまや

もあるんですけれども、周辺の環境に全然影響

しないのかどうか、そのあたり伺います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、お手元の資料３ページです。子供遊具

の設置位置図のほうですが、こちらにあります

ように、まず設置数は２基になりまして、周辺

に関しましては、この図面、ちょっと実施段階

で少しは移動があるかもしれませんが、ほかと

影響がないようにいろいろ検討して、この位置

にしております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 子供遊具ということで

すので、例えば何歳児から使用できるとか、そ

ういう決まりもあるのか。１歳児からでもでき

るのかどうか、そこはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 位置図にござい

ますように乳児用遊具というのと幼児用遊具と

いうのがございます。乳児用遊具に関しまして

は１歳から３歳、乳児用遊具に関しましては３

歳から６歳が対象となっております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 9,000万も使う事業に

なっていますので、十分周辺にも配慮して、子
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供たちも安心安全に使用できるようなものを作

って、しっかりみんなに歓迎される遊具にして

ください。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、議案第29

号について質問します。 

 今、着地マットは図面に見えます。この遊具

の遊び場関係、周辺がよく着地マットがついて

いることはいいことなんですけれども、周辺を

排水路というか、水はけの具合が見えないと思

うんです。ほとんどの今、遊具設置されている

公園で同じところを要するに注意して歩くもん

ですから、そこが傷んで水はけが悪くなって、

水たまりが多いです。その配慮がないもんです

から、その設定をどうするのか。ぜひお願いし

ます。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 今のところは自然透水のほうで考えておりま

して、特に溝等を設ける計画はございません。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議案第29号について

質疑いたします。 

 この場所では、工事するときに樹木等が障害

になる樹木とかがあるのかどうなのか。そして、

もし樹木の障害があれば、これは伐採するのか、

移築するのかを確認したいと思います。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 今のところ、ちょっと１本ぐらいは影響があ

る可能性もありますが、ちょっと整地もするの

で。そちらに関しましては、木の状況を見なが

ら、主にもう伐採になってしまうかと思うんで

すが、そちらのほうで考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 せっかくね、公園施

設内に植えた木を伐採するというのも、ある意

味では問題かなというふうに思う部分もあるん

ですけれども、どの程度の木なのかも、よく確

認は私もしていませんので、何とも言えないん

ですけれども、できるならばしっかりと守る、

樹木は守っていくという方針を持って対応して

いただきたいということです。 

 そしてもう１点、夜間の管理とかをどのよう

に考えているのか。ここは夜間に、結構あずま

やもあって、飲酒をしている光景がたまに見ら

れたりもするんですけれども、そういったある

意味、不良のたまり場みたいな形になったり、

平和の波も陰になっている部分がどうしてもあ

りますので、いろんな問題、犯罪の弊害が起こ

らないかなという部分も懸念するところもあり

ます。そういったところの対策というのはどの

ようになっているのかをお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まずは設置して運用状況を見ながら、ちょっ

と夜も巡回、体育館の臨時の人に巡回してもら

ったりして、それからもし問題があるようだっ

たら対応するように考えていきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひ犯罪の抑止にも

努めながら、照明の位置等もしっかりと検討し

ていただくように要望いたします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 おはようございます。

６番、安里清市でございます。議案第29号です

ね。 

 現在、そこには健康遊具というんですか、ア

スレチック関係の器具が何個か配置されている

と思うんですが、それらの移動について触れら

れていないんですが、どうなんでしょうか、使
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用に支障はないというふうなお考えでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 現在計画している場所に関しましては、健康

遊具には影響しない範囲になっております。な

ので、移動とかは今のところ考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 ３ページのほうの遊具

の設置箇所位置図がありますけれども、やはり

現況の遊具と競合しないというふうな形での配

置を図面上も示して提案されるべきだったので

はないかと思いますが、いかがですか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 平面図に関しま

しては、一応描かれているんですが、非常にち

ょっと分かりづらくて、分かりづらい図面にな

っていますので、こちらのほうは明確に表示す

べきだったということに関しましてはちょっと

おわびしたいと思いますが、一応こちらには図

面、健康遊具の位置が落とされてはいます。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 しっかりと支障のない

ように。先ほどの議案の28号とも絡むんですが、

やはりある程度というんですか、図面に明記さ

れていないようなことをこちらで口頭で答弁さ

れて、実際になったらそれがどうなっているの

かというふうなことが出てくるというふうなこ

とでは、大変困りますので、しっかりと図面に

落とし込むというふうな対策を求めてまいりた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 それでは、議案第29

号について質疑を行います。 

 ２ページの入札結果調書を見た場合、11社参

加しておりますが、そのうちの８社が同じ値段、

予定価格ですか。税抜きの入札8,483万円、８

社が入れていますね。これ不自然じゃないかな

と私感じたんですよ。なぜそういう結果になっ

たか。 

 それと、この工事をするときの見積り、設計

をした会社はどこなのか。 

 それでこれ遊器具は指定してありますよね、

皆さん方、指定したと思いますが、そのほかに

別の類似した製品はないのか。なぜその遊具を

指定したのか。以上。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、金額が多くの業者さんが一致している

という点に関しましては、ちょっとこちらに関

しましては、各業者さんが入札に入れてきた金

額なので、ちょっと私たちのほうでは把握して

おりません。 

 それと、設計業者に関しましては、双葉測量

設計になっております。 

 あと、遊具のいろんな種類がある中でなぜこ

れなのかというのは、コンペを行いまして、３

社ほど出してきておりましたが、その中から選

んでおります。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これ双葉測量、じゃ

双葉測量とこの入札した会社との関係は皆さん

方御存じですか。 

 それと、３社コンペということでありますが、

この３社はどこどこなのか。これ大体6,000万

がこの遊器具の代だと、大体ですね、2,000万

が工事代だというような話を聞いておりますが、

双葉測量が設計したというんだけれども、これ

情報漏れていないかどうかちょっと。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 まず、双葉測量

の工事入札参加業者さんの関係については把握

しておりませんが、コンペの３社に関しまして

は、選定委員会を私たちのほうで開いておりま
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すが、ちょっと大変申し訳ございません、その

業者３社に関しましては、設計前にコンペで業

者を選定しておりますが、その業者に関しては

ちょっと今、手持ちに資料がございません。ま

た後で報告したいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 その３社コンペの中

にね、落札した会社が入っているでしょう。入

っていると思うよ。そして、設計にもこの会社

は協力したという話は、情報は得ていますよ。

これそうするといろんな面でね、設計見積りし

た会社が落札しているということについてはち

ょっと疑念を感じるんですよ、何があったか、

裏でね。だから、双葉測量が見積りも出したと

いうんだけれども、設計もしたというんだけれ

ども、今、落札した会社がコンペ、これは私の

得た情報では、もともとは製品屋ですか、遊器

具の代理店みたいなので、最近から土木をやっ

たという情報があるんですよ。そしてね、この

8,483万円という予定価格、ほとんど入ってい

ますよね。これはこの落札した会社からこの会

社に電話があったという話も情報があるんです

よ。そういうのは皆さん方の中には入ってきて

いないですか。じゃその３社コンペについて今

ここで答弁してください。今、資料を持ってい

ないから答弁できないというんですけれどもね。

今、休憩してもいいですから、これを探してく

ださい。 

 議長、休憩してもいいから、その３社の名前

を出していただきたい。こんなして逃げられた

ら困る。ちゃんと答弁していただきたい。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０２分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 コンペに参加し

た３社、資料を提出していただいた３社に関し

てですが、まず株式会社新秀、それと株式会社

沖縄工設、株式会社沖縄装美工業の３社となっ

ております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第29号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第29号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 議案第29号について、

吉の浦公園子供遊具新設工事の契約締結につい

ての議案については反対の立場から討論します。 

 この指名業者の中にそういうメーカーが入っ

ているということが、これ最初からもう分かり

切った入札じゃないかと思うし、また、入札調

書を御覧になっても分かるように、もう11社の

うち８社が同じ額を入れているということは、

これお互いに話合いがあったんじゃないかと思

わざるを得ない、疑念を抱いております。 

 そして、落札率が99.61、もうほとんど100％

に近いんですよね。そういうことであり、私は

この入札については不適切と考え、反対します。 

○議長 伊佐則勝 次に、本案に賛成者の発言

を許します。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 進行します。 

 この採決は起立によって行います。本案は原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願い

ます。 

（起立多数） 
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○議長 伊佐則勝 起立多数です。したがって、

議案第29号 吉の浦公園子供遊具新設工事の契

約締結については原案のとおり可決されました。 

 日程第５ 承認第１号 専決処分の承認につ

いて（令和５年度中城村一般会計補正予算（第

12号））を議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第１号 専決処分の承

認について御提案申し上げます。 

 

 

承認第１号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 国民健康保険特別会計において県から交付される国民健康保険保険給付等交付金（普通交付金）

の交付決定額が減額となり、歳入の不足分について一般会計から繰り出しの補正をする必要が生じ

たが、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したので議会の承認を必要

とする。 
 

 

 

中城村専決第２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和５年度中城村一般会計補正予算（第12号）を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第

１項の規定に基づき別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和６年３月29日 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和５年度中城村一般会計補正予算（第12号） 

 

 令和５年度中城村一般会計補正予算（第12号）は、次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ104,956千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ10,632,311千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和６年３月29日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

19 繰入金  231,374 104,956 336,330 

 ２ 基金繰入金 231,141 104,956 336,097 

歳  入  合  計 10,527,355 104,956 10,632,311 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 民生費  4,583,613 104,956 4,688,569 

 １ 社会福祉費 2,366,120 104,956 2,471,076 

歳  出  合  計 10,527,355 104,956 10,632,311 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の説明を終わ

ります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 専決処分について、

承認第１号について質疑を行います。 

 減額になった理由、そして減額決定通知が本

村に来たと思いますが、その年月日について説

明願います。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 御質問にお答え

いたします。 

 普通交付金につきましては、市町村が行った

保険給付の実績に対して支払われる交付金にな

ります。３月ぎりぎりまで支払い等があります

ので、決定通知が来たのが27日となっており、

精査をして確認ができたのが29日となりました。

それで時間的余裕がなくて、関係機関と相談の

上、補正予算を組ませていただきました。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

 ９番 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは承認第１号に

ついて質疑いたします。 

 まず提案理由の中から、これは県から交付さ

れる普通交付金ですね、それの交付決定額が減

額となるということで、これは相当額が減額に

なっているんですけれども、それについて、

我々も2,000万から3,000万ぐらいを大体予定を

しているんですけれども、これが１億ですか、
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どれぐらいの減額になっているのか、そのあた

りをちょっと伺います。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 当初予算額から

比較しますと、今、補正をしている金額になる

んですが、当初予算額が17億3,174万4,000円で、

額の決定が16億2,678万8,818円となっておりま

す。差額が１億495万5,000……、すみません、

ちょっと1,000円未満を切り捨てての補正にな

っておりますが、今、補正している金額が当初

予算からの減額になっています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 金額が大分多いという

ことで感じているもんですから、そのあたり、

減額、これは交付決定額ということで県から来

るはずですけれども、この減額の中身というの

は精査されたのかどうか。その中でどれが一番

大きな減額になるのか。ただ、前もって出して

いたものがそれだけ減ったということなのか。

これは県に対して村から上げた額がですね、そ

れだったのか。あるいは、その減額のちょっと

中身のほうをお聞きしたいと思いますけれども。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 当初予算のほう

は見込みで立てておりますので、５年度中の医

療費の伸びが想定よりも少し低く抑えられたと

いうことが原因だと思っております。医療費に

対しての交付になりますので、１年間のこの医

療費が抑えられたことによって交付額も減少し

たものだと考えております。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第１号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから承認第１号 専決処分の承認につい

て（令和５年度中城村一般会計補正予算（第12

号））を採決します。 

 お諮りします。本件はこれを承認することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第１号 専決処分の承認につ

いて（令和５年度中城村一般会計補正予算（第

12号））は承認することに決定しました。 

 日程第６ 承認第２号 専決処分の承認につ

いて（令和５年度中城村国民健康保険特別会計

補正予算（第６号））を議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第２号 専決処分の承

認について御提案申し上げます。 

 

 

承認第２号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの



─ 16 ─ 

で、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 県から交付される国民健康保険保険給付費等交付金（普通交付金）の交付決定額が減額となり、

歳入の不足分について一般会計からの操出の補正をする必要が生じたが、緊急を要し議会を招集す

る時間的余裕がなかったため、専決処分したので議会の承認を必要とする。 
 

 

 

中城村専決第３号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）を地方自治法（昭和22年法律第67

号）第179条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和６年３月29日 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

 

令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号） 

 

 令和５年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和６年３月29日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

４ 県支出金  1,848,807 △104,956 1,743,851 

 １ 県補助金 1,848,806 △104,956 1,743,850 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

６ 繰入金  379,570 104,956 484,526 

 １ 他会計繰入金 379,569 104,956 484,525 

歳  入  合  計 2,635,418 0 2,635,418 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の説明を終わ

ります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第２号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第２号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから承認第２号 専決処分の承認につい

て（令和５年度中城村国民健康保険特別会計補

正予算（第６号））を採決します。 

 お諮りします。本件はこれに承認することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第２号 専決処分の承認につ

いて（令和５年度中城村国民健康保険特別会計

補正予算（第６号））は承認することに決定し

ました。 

 日程第７ 承認第３号 専決処分の承認につ

いて（中城村税条例の一部を改正する条例）を

議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第３号 専決処分の承

認について御提案申し上げます。 

 

 

 

承認第３号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が、令和６年３月30日付けで公布さ
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れ、同年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を早急に行う必要が生じ、緊急を要した

ため議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、議会の承認を必要とする。 
 

 

 

中城村専決第４号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定

に基づき別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和６年３月30日 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

    中城村税条例の一部を改正する条例 

  中城村税条例（昭和47年中城村条例第37号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除） 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法

第314条の７第１項第１号及び第２号に掲げる

寄附金又は次に掲げる寄附金      （法

第37条の２第１項第３号の規定に基づき、  

  沖縄県税条例（昭和47年沖縄県税条例第59

号）で定めるものに限る。）を支出した場合に

は、同項に規定するところにより控除すべき額

（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定

する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっ

ては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算

した金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第34条の３及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当該所

得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法

第314条の７第１項第１号及び第２号に掲げる

寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭（法

第37条の２第１項第３号の規定に基づき、それ

ぞれ沖縄県税条例（昭和47年沖縄県税条例第59

号）で定めるものに限る。）を支出した場合に

は、同項に規定するところにより控除すべき額

（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規定

する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっ

ては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算

した金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第34条の３及び前条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において、当該控除額が当該所

得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該

所得割の額に相当する金額とする。 

 (1)～(8) （略）  (1)～(8) （略） 

 (9) 所得税法第78条第２項第４号に規定する  (9) 所得税法第78条第３項に規定する特定公
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公益信託の信託財産とするために支出した

当該公益信託に係る信託事務に関連する寄

附金 

益信託の信託財産とするために支出した金

銭 

 (10) （略）  (10) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （村民税の減免）  （村民税の減免） 

第51条 （略） 第51条 （略） 

２ 前項の規定により 村民税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して村長に提出しなければな

らない。ただし、村長が、当該者が前項各号の

いずれかに該当することが明らかであり、か

つ、村民税を減免する必要があると認める場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定によって村民税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに次に掲げる事項を記

載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して村長に提出しなければな

らない。                 

                     

                     

           

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

３ 第１項の規定により 村民税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合には   、直

ちにその旨を村長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によって村民税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直

ちにその旨を村長に申告しなければならない。 

 （固定資産の非課税の規定の適用を受けようと

するものがすべき申告） 

 （固定資産の非課税の規定の適用を受けようと

するものがすべき申告） 

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２若

しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定

資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置

する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規

定の適用を受けようとする者は、土地について

は第１号及び第２号に、家屋については第３号

及び第４号に、償却資産については第５号及び

第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私

立学校法（昭和24年法律第270号）第152条第５

項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和23年法律第205

号）第31条の公的医療機関の開設者、令第49条

の10第１項に規定する医療法人、公益社団法人

若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利

第56条 法第348条第２項第９号、第９号の２若

しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定

資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置

する医療関係者の養成所において直接教育の用

に供するものに限る。）について同項本文の規

定の適用を受けようとする者は、土地について

は第１号及び第２号に、家屋については第３号

及び第４号に、償却資産については第５号及び

第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私

立学校法（昭和24年法律第270号）第64条第４

項 の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和23年法律第205

号）第31条の公的医療機関の開設者、令第49条

の10第１項に規定する医療法人、公益社団法人

若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利
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型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する

非営利型法人をいう。以下この条において同

じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般

財団法人（非営利型法人に該当するものに限

る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健

康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは

国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護

師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検

査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成

所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益

財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法

人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博

物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項

の博物館を設置するもの又は公益社団法人若し

くは公益財団法人で学術の研究を目的とするも

の（以下この条において「学校法人等」とい

う。）の所有に属しないものである場合におい

ては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法

人等に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、村長に提出しなければならな

い。 

型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する

非営利型法人をいう。以下この条において同

じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般

財団法人（非営利型法人に該当するものに限

る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健

康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組

合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは

国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護

師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検

査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成

所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益

財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法

人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博

物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項

の博物館を設置するもの又は公益社団法人若し

くは公益財団法人で学術の研究を目的とするも

の（以下この条において「学校法人等」とい

う。）の所有に属しないものである場合におい

ては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法

人等に無料で使用させていることを証明する書

面を添付して、村長に提出しなければならな

い。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 （固定資産税の減免）  （固定資産税の減免） 

第71条 （略） 第71条 （略） 

２ 前項の規定により  固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して村長に提出し

なければならない。ただし、村長が、当該者が

所有する固定資産が前項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、固定資産税を

減免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事

項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して村長に提出し

なければならない。            

                     

                     

                     

     

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

３ 第１項の規定により 固定資産税の減免を受

けたものは、その事由が消滅した場合には 

 、直ちにその旨を村長に申告しなければなら

３ 第１項の規定によって固定資産税の減免を受

けたものは、その事由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を村長に申告しなければなら
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ない。 ない。 

 （特別土地保有税の減免）  （特別土地保有税の減免） 

第139条の３ （略） 第139条の３ （略） 

２ 前項の規定により 特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して村長に提

出しなければならない。ただし、村長が、当該

者が所有又は取得する土地が前項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、特別

土地保有税を減免する必要があると認める場合

は、この限りでない。 

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して村長に提

出しなければならない。          

                     

                     

                     

           

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

３ 第１項の規定により 特別土地保有税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合には、

直ちにその旨を村長に申告しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によって特別土地保有税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合には、

直ちにその旨を村長に申告しなければならな

い。 

   附 則    附 則 

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

      

 （公益法人等に係る村民税の課税の特例） 

第２条の２の３ 当分の間、租税特別措置法第40

条第３項後段（同条第６項から第10項まで及び

第11項（同条第12項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）の規定により

みなして適用する場合を含む。）の規定の適用

を受けた同法第40条第３項に規定する公益法人

等（同条第６項から第11項までの規定により特

定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を

含む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈

を行った個人とみなして、令附則第３条の２の

３で定めるところにより、これに同項に規定す

る財産（同法第40条第６項から第11項までの規

定により特定贈与等に係る財産とみなされる資

産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得

の金額又は雑所得の金額に係る村民税の所得割

を課する。 

 （令和６年度能登半島地震災害に係る雑損控除

等の特例） 

第２条の４ 所得割の納税義務者の選択により、
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法附則第４条の４第４項に規定する特例損失金

額（以下この項において「特例損失金額」とい

う。）がある場合には、特例損失金額（同条第

４項に規定する災害関連支出がある場合には、

第３項に規定する申告書の提出の日の前日まで

に支出したものに限る。以下この項及び次項に

おいて「損失対象金額」という。）について、

令和５年において生じた法第314条の２第１項

第１号に規定する損失の金額として、この条例

の規定を適用することができる。この場合にお

いて、第34条の２の規定により控除された金額

に係る当該損失対象金額は、その者の令和７年

度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年

の末日の属する年度の翌年度分の村民税に係る

この条例の規定の適用については、当該損失対

象金額が生じた年において生じなかったものと

みなす。 

２ 前項前段の場合において、第34条の２の規定

により控除された金額に係る損失対象金額のう

ちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一に

する令第48条の６第１項に規定する親族の有す

る法附則第４条の４第４項に規定する資産につ

いて受けた損失の金額（以下この項において

「親族資産損失額」という。）があるときは、

当該親族資産損失額は、当該親族の令和７年度

以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年

の末日の属する年度の翌年度分の村民税に係る

この条例の規定の適用については、当該親族資

産損失額が生じた年において生じなかったもの

とみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第36条の２

第１項又は第４項の規定による申告書（その提

出期限後において村民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに

提出された第36条の３第１項の確定申告書を含

む。）に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がある場合（これらの申告書にその記

載がないことについてやむを得ない理由がある
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と村長が認める場合を含む。）に限り、適用す

る。 

                     

   

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第２条の５ 平成30年度から令和９年度までの各

年度分の個人の村民税に限り、法附則第４条の

５第３項の規定に該当する場合における第34条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の５

第３項の規定により読み替えて適用される法第

314条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

第２条の４ 平成30年度から令和９年度までの各

年度分の個人の村民税に限り、法附則第４条の

４第３項の規定に該当する場合における第34条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の４

第３項の規定により読み替えて適用される法第

314条の２第１項（第２号に係る部分に限

る。）」として、同条の規定を適用することが

できる。 

 （令和６年度分の個人の村民税の特別税額控

除） 

第３条の５ 令和６年度分の個人の村民税に限

り、法附則第５条の８第４項及び第５項に規定

するところにより控除すべき村民税に係る令和

６年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金

額が1,805万円以下である所得割の納税義務者

（次条及び附則第３条の７において「特別税額

控除対象納税義務者」という。）の第34条の

３、第34条の６から第34条の９まで、附則第２

条の３第２項、附則第３条第１項、附則第３条

の３の２第１項、前条及び附則第５条の２の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第34条

の７第２項、第47条の５第１項及び前条の規定

の適用については、第34条の７第２項及び前条

中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則

第５条の６第２項及び附則第５条の８第６項」

と、第47条の５第１項中「課した」とあるのは

「附則第３条の５第１項の規定の適用がないも

のとした場合に課すべき」と、「の前々年中」

とあるのは「の同項の規定の適用がないものと

した場合における前々年中」と、「、前々年
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中」とあるのは「、附則第３条の５第１項の規

定の適用がないものとした場合における前々年

中」とする。 

                     

                     

       

 （令和６年度分の個人の村民税の納税通知書に

関する特例） 

第３条の６ 令和６年度分の個人の村民税に限

り、個人の村民税の納税通知書に記載すべき各

納期の納付額については、第41条の規定にかか

わらず、次に定めるところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額

控除前の普通徴収に係る個人の村民税の額

（前条第１項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される普通徴収に係る個人の

村民税の額をいう。）、特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の県民税の額（法附則

第５条の８第１項及び第２項の規定の適用

がないものとした場合に算出される普通徴

収に係る個人の県民税の額をいう。）及び

普通徴収に係る森林環境税の額の合算額

（以下この号において「特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の住民税の額」とい

う。）からその者の普通徴収に係る個人の

村民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の

合算額を控除した額（以下この項において

「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額」という。）がその者の特別税額控

除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を

４で除して得た金額（当該金額に1,000円未

満の端数があるとき、又は当該金額の全額

が1,000円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に３を

乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の住民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項に

おいて「第１期分金額」という。）に満た

ない場合には、当該納税通知書に記載すべ
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き各納期の納付額は、第40条第１項に規定

する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」とい

う。）においてはその者の第１期分金額か

らその者の普通徴収の個人の住民税に係る

特別税額控除額を控除した額とし、その他

のそれぞれの納期においてはその者の分割

金額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額以上であり、かつ、そ

の者の第１期分金額とその者の分割金額と

の合計額に満たない場合には、当該納税通

知書に記載すべき各納期の納付額は、第１

期納期においてはないものとし、第40条第

１項に規定する第２期の納期（以下この項

及び次条第１項において「第２期納期」と

いう。）においてはその者の第１期分金額

とその者の分割金額との合計額からその者

の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額を控除した額とし、第40条第１項に

規定する第３期の納期（以下この項におい

て「第３期納期」という。）及び同条第１

項に規定する第４期の納期（以下この項に

おいて「第４期納期」という。）において

はその者の分割金額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額とその者の分割金額と

の合計額以上であり、かつ、その者の第１

期分金額とその者の分割金額に２を乗じて

得た金額との合計額に満たない場合には、

当該納税通知書に記載すべき各納期の納付

額は、第１期納期及び第２期納期において

はないものとし、第３期納期においてはそ

の者の第１期分金額とその者の分割金額に

２を乗じて得た金額との合計額からその者

の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額
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控除額を控除した額とし、第４期納期にお

いてはその者の分割金額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収

の個人の住民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第１期分金額とその者の分割金額に

２を乗じて得た金額との合計額以上である

場合には、当該納税通知書に記載すべき各

納期の納付額は、第１期納期、第２期納期

及び第３期納期においてはないものとし、

第４期納期においてはその者の普通徴収に

係る個人の村民税の額、普通徴収に係る個

人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環

境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の村民税（第１期納期か

ら第47条第１項の規定により普通徴収の方法に

よって徴収されることとなったものを除く。）

を同項の規定により普通徴収の方法によって徴

収する場合については、前項の規定は、適用し

ない。 

                   

                

                      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

             

                      

                     

                     

                     

                     

    

 （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る

個人の村民税に関する特例） 

第３条の７ 令和６年度分の個人の村民税に限

り、第47条の２第１項の規定により特別徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得

に係る個人の村民税（第３項において「年金所

得に係る特別徴収の個人の村民税」という。）

の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方

法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の村民税の額については、次に定める

ところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額

控除前の年金所得に係る個人の村民税の額

（附則第３条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合に算出される第47条の２

第１項に規定する前年中の公的年金等に係

る所得に係る所得割額及び均等割額（これ

と併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含

む。以下この号及び第５号において同じ。）
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の合算額（以下この号及び第５号において

「年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額」という。）をいう。以下この号及

び第３項第１号において同じ。）からその

者の年金所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額を控除した額（以下この項及び第

３項において「年金所得に係る個人の村民

税に係る特別税額控除額」という。）がそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の村民税の額（特別税額控除前の年金所

得に係る個人の村民税の額から特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の村民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の

村民税の額の２分の１に相当する額をいう。

以下この号において同じ。）を控除した額

をいう。以下この号において同じ。）を２

で除して得た金額（当該金額に1,000円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が

1,000円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨てた金額。以下この項

において「第２期分金額」という。）をそ

の者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の村民税の額から控除した残額に相当す

る金額（以下この項において「第１期分金

額」という。）に満たない場合には、第１

期納期及び第２期納期に普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の村民税の額（以下この項におい

て「普通徴収対象税額」という。）並びに

第47条の３に規定する特別徴収対象年金給

付の支払をする際、特別徴収の方法によっ

て徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の村民税の額（以下この項及び第３項

において「特別徴収対象税額」という。）

は、第１期納期においてはその者の第１期

分金額からその者の年金所得に係る個人の

村民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、第２期納期においては
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その者の第２期分金額に相当する税額、当

該年度の初日の属する年の10月１日から11

月30日までの間においてはその者の特別税

額控除前の特別徴収に係る個人の村民税の

額を３で除して得た金額（当該金額に100円

未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が100円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この

項において「分割金額」という。）に２を

乗じて得た金額をその者の特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の村民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項に

おいて「10月分金額」という。）に相当す

る税額、同年12月１日から翌年の３月31日

までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額以上であり、か

つ、その者の第１期分金額とその者の第２

期分金額との合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額

は、第１期納期における税額はないものと

し、第２期納期においてはその者の第１期

分金額とその者の第２期分金額との合計額

からその者の年金所得に係る個人の村民税

に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、当該年度の初日の属する年の

10月１日から11月30日までの間においては

その者の10月分金額に相当する税額、同年

12月１日から翌年の３月31日までの間にお

いてはその者の分割金額に相当する税額と

する。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額とその者の第２期

分金額との合計額以上であり、かつ、その

者の第１期分金額、その者の第２期分金額
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及びその者の10月分金額の合計額に満たな

い場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期及び第２期納期

における税額はないものとし、当該年度の

初日の属する年の10月１日から11月30日ま

での間においてはその者の第１期分金額、

その者の第２期分金額及びその者の10月分

金額の合計額からその者の年金所得に係る

個人の村民税に係る特別税額控除額を控除

した残額に相当する税額、同年12月１日か

ら翌年の３月31日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。 

 (4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期

分金額及びその者の10月分金額の合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額、

その者の第２期分金額、その者の10月分金

額及びその者の分割金額の合計額に満たな

い場合には、普通徴収対象税額及び特別徴

収対象税額は、第１期納期及び第２期納期

並びに当該年度の初日の属する年の10月１

日から11月30日までの間における税額はな

いものとし、同年12月１日から翌年の１月

31日までの間においてはその者の第１期分

金額、その者の第２期分金額、その者の10

月分金額及びその者の分割金額の合計額か

らその者の年金所得に係る個人の村民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当

する税額、同年２月１日から３月31日まで

の間においてはその者の分割金額に相当す

る税額とする。 

 (5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の第１期分金額、その者の第２期

分金額、その者の10月分金額及びその者の

分割金額の合計額以上である場合には、普

通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、
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第１期納期及び第２期納期並びに当該年度

の初日の属する年の10月１日から翌年の１

月31日までの間における税額はないものと

し、同年２月１日から３月31日までの間に

おいてはその者の年金所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額に相当する税額とす

る。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第47条

の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の10月１日から翌年の３月31日ま

での間における当該特別徴収対象年金所得者に

係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第３条の７第１

項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の村民税に限り、年金所

得に係る特別徴収の個人の村民税の額（第１項

の規定の適用があるものを除く。）について

は、次に定めるところによる。 

 (1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の特別税額控除前の特別徴収に係

る個人の村民税の額（特別税額控除前の年

金所得に係る個人の村民税の額から第47条

の５第１項に規定する年金所得に係る仮特

別徴収税額を控除した額をいう。以下この

号において同じ。）を３で除して得た金額

（当該金額に100円未満の端数があるとき、

又は当該金額の全額が100円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨て

た金額。以下この項において「分割金額」

という。）に２を乗じて得た金額をその者

の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の

村民税の額から控除した残額に相当する金

額（以下この項において「10月分金額」と

いう。）に満たない場合には、特別徴収対

象税額は、当該年度の初日の属する年の10

                   

                   

                   

                   

                   

                   

   

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

          

                      

                     

                     

               

                      

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   



─ 31 ─ 

月１日から11月30日までの間においてはそ

の者の10月分金額からその者の年金所得に

係る個人の村民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、同年12月１

日から翌年の３月31日までの間においては

その者の分割金額に相当する税額とする。 

 (2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の10月分金額以上であり、かつ、

その者の10月分金額とその者の分割金額と

の合計額に満たない場合には、特別徴収対

象税額は、当該年度の初日の属する年の10

月１日から11月30日までの間における税額

はないものとし、同年12月１日から翌年の

１月31日までの間においてはその者の10月

分金額とその者の分割金額との合計額から

その者の年金所得に係る個人の村民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年２月１日から３月31日までの

間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。 

 (3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得

に係る個人の村民税に係る特別税額控除額

がその者の10月分金額とその者の分割金額

との合計額以上である場合には、特別徴収

対象税額は、当該年度の初日の属する年の

10月１日から翌年の１月31日までの間にお

ける税額はないものとし、同年２月１日か

ら３月31日までの間においてはその者の第

47条の５第２項の規定により読み替えられ

た第47条の２第１項に規定する年金所得に

係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第47条

の４の規定の適用については、同条第２項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の10月１日から翌年の３月31日ま

での間における当該特別徴収対象年金所得者に

係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し
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て得た額」とあるのは、「附則第３条の７第３

項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の村民税につき第47条の

６第１項の規定の適用がある場合については、

前各項の規定は、適用しない。 

                     

                     

          

                      

                     

               

 （令和７年度分の個人の村民税の特別税額控

除） 

第３条の８ 令和７年度分の個人の村民税に限

り、法附則第５条の12第３項及び第４項に規定

するところにより控除すべき村民税に係る令和

７年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定

する特別税額控除対象納税義務者の第34条の

３、第34条の６から第34条の９まで、附則第２

条の３第２項、附則第３条第１項、附則第３条

の３の２第１項、附則第３条の４及び附則第５

条の２の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

                      

   

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

      

 （肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の

課税の特例） 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の

課税の特例） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 前項に規定する各年度分の個人の村民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第36条の２第１項の規定による申告書に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項

第２号に規定する事業所得の明細に関する事項

の記載があるときは、その者の前年の総所得金

額に係る村民税の所得割の額は、第33条から第

34条の３まで、第34条の６から第34条の８ま

で、附則第３条第１項、附則第３条の３第１

項、附則第３条の３の２第１項及び附則第３条

の４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項

各号に掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の村民税に限

り、法附則第６条 ５項に規定する場合におい

て、第36条の２第１項の規定による申告書に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第２項

第２号に規定する事業所得の明細に関する事項

の記載があるときは、その者の前年の総所得金

額に係る村民税の所得割の額は、第33条から第

34条の３まで、第34条の６から第34条の８ま

で、附則第３条第１項、附則第３条の３第１

項、附則第３条の３の２第１項及び前条   

  の規定にかかわらず、法附則第６条第５項

各号に掲げる金額の合計額とすることができ

る。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条

の９第１項、附則第３条の５第１項及び前条の

規定の適用については、第34条の９第１項中

「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第４

３ 前項の規定の適用がある場合における第34条

の９第１項               の

規定の適用については、同項中      

「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第４
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条第２項」と、附則第３条の５第１項中「前条

及び」とあるのは「前条、附則第４条第２項及

び」と、前条中「附則第３条の４及び」とある

のは「附則第３条の４、次条第２項及び」とす

る。 

条第２項」                

                     

                     

                  とす

る。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２～12 （略） ２～12 （略） 

13 法附則第15条第25項第２号に規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は７分

の６とする。 

 

14 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は４

分の３とする。 

13 法附則第15条第25項第２号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は４

分の３とする。 

15 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は４

分の３とする。 

14 法附則第15条第25項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は４

分の３とする。 

16 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

15 法附則第15条第25項第２号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

17 法附則第15条第25項第４号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

16 法附則第15条第25項第３号イに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第４号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

17 法附則第15条第25項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

19 法附則第15条第25項第４号ハに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

18 法附則第15条第25項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する条例で定める割合は２

分の１とする。 

 19 法附則第15条第32項に規定する条例で定める

割合は２分の１とする。 

20・21 （略） 20・21 （略） 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第６条の３ （略） 第６条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 村長は法附則第15条の７第１項又は第２項の                       
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認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅に

ついては、前項の申告書の提出がなかった場合

においても、長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律（平成20年法律第87号）第５条第４項に

規定する管理者等から、法附則第15条の７第３

項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４

項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区

分所有に係る住宅が法附則第15条の７第１項又

は第２項に規定する要件に該当すると認められ

るときは、前項の規定にかかわらず、同条第１

項又は第２項の規定を適用することができる。 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                      

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

９項各号に掲げる書類を添付して村長に提出し

なければならない。 

７ 法附則第15条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第４項に規定する居住安全改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

８項各号に掲げる書類を添付して村長に提出し

なければならない。 

 (1)～(7) （略）  (1)～(7) （略） 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第10項各号に掲げる書類を添付して村長に提

出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改

修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第９項各号に掲げる書類を添付して村長に提

出しなければならない。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

10 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定

耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特定

耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合

住宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規
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則附則第７条第11項各号に規定する書類を添付

して村長に提出しなければならない。 

則附則第７条第10項各号に規定する書類を添付

して村長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

11 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定

熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損失

防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第12項各号に掲げる書類を添付して村

長に提出しなければならない。 

10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定

熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第15条の９第９項に規定する熱損失

防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第11項各号に掲げる書類を添付して村

長に提出しなければならない。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

12 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第17項

各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなけ

ればならない。 

11 法附則第15条の９の３第１項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該特定マンションに係る同項に規定する工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第７条第16項

各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなけ

ればならない。 

 (1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

13 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第18項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して村長に提出し

なければならない。 

12 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第17項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号）第７条又は附則第３条第１項

の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満

たすことを証する書類を添付して村長に提出し

なければならない。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 施行規則附則第７条第18項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合

家屋に係る耐震改修に要した費用 

 (5) 施行規則附則第７条第17項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合

家屋に係る耐震改修に要した費用 
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 (6) （略）  (6) （略） 

 （土地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義） 

 （土地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

 （令和７年度又は令和８年度における土地の価

格の特例） 

 （令和４年度又は令和５年度における土地の価

格の特例） 

第７条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、村長が土地

の修正前の価格（法附則第17条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第61条の規定にかかわらず、令和７年

度分又は令和８年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に

規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

第７条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、村長が土地

の修正前の価格（法附則第17条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第61条の規定にかかわらず、令和４年

度又は令和５年度分 の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に

規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和７年

度適用土地又は令和７年度類似適用土地であ

って、令和８年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第61条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第17条の２第２項に規定する修正され

た価格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

たものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年

度適用土地又は令和４年度類似適用土地であ

って、令和５年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第61条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第17条の２第２項に規定する修正され

た価格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

たものとする。 

 （宅地等に対して課する令和６年度から令和８

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第８条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

第８条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税
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について法第349条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５            

                    を

乗じて得た額を加算した額         

                     

      （当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

について法第349条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあっては、100分の2.5）を

乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場合に

は、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６

を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分     の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６

を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額を超え

る場合には、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を

乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令

和４年度分及び令和５年度分     の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を

乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地
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等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。 

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額に満たない場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和６年

度から令和８年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３

又は附則第15条から第15条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、前年度分の

固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等据置固定資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和３年

度から令和５年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３

又は附則第15条から第15条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、前年度分の

固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商業

地等据置固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.7を超えるものに係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は附則第15条から第15条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産

税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.7を超えるものに係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は附則第15条から第15条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産

税額」という。）とする。 

 （                    

用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対し

て課する固定資産税に関する経過措置） 

 （令和３年度から令和５年度までの各年度分の

用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対し

て課する固定資産税に関する経過措置） 

第８条の３ 地方税法等の一部を改正する法律 第８条の３ 地方税法等の一部を改正する法律
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（令和６年法律第４号）附則第21条第１項の規

定に基づき、令和６年度から令和８年度までの

各年度分の固定資産税については、法附則第18

条の３の規定を適用しないこととする。 

（令和３年法律第７号）附則第14条第１項の規

定に基づき、令和３年度から令和５年度までの

各年度分の固定資産税については、法附則第18

条の３の規定を適用しないこととする。 

 （農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

 （農地に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第９条 農地に係る令和６年度から令和８年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額     

        ）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

                     

               を当該農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第９条 農地に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額。以下この

条において同じ。）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年

度分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以下

「農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

（略） （略） 

 （特別土地保有税の課税の特例）  （特別土地保有税の課税の特例） 

第11条 附則第８条第１項から第５項までの規定

の適用がある宅地等（附則第７条第２号に掲げ

る宅地等をいうものとし、法第349条の３、第

349条の３の２又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対

して課する令和６年度から令和８年度までの各

年度分の特別土地保有税については、第137条

第１号及び第140条の５中「当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第８

条第１項から第５項までに規定する課税標準と

なるべき額」とする。 

第11条 附則第８条第１項から第５項までの規定

の適用がある宅地等（附則第７条第２号に掲げ

る宅地等をいうものとし、法第349条の３、第

349条の３の２又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対

して課する令和３年度から令和５年度までの各

年度分の特別土地保有税については、第137条

第１号及び第140条の５中「当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第８

条第１項から第５項までに規定する課税標準と

なるべき額」とする。 
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２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成18年１月１日から令和９

年３月31日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第137条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となる

べき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価

格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定す

る価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成18年１月１日から令和６

年３月31日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第137条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となる

べき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価

格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定す

る価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の

課税の特例） 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の

課税の特例） 

第12条の３ （略） 第12条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第12条

の３第１項の規定による村民税の所得割の

額」とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

       

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る村民税

の課税の特例） 

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る村民税

の課税の特例） 

第12条の４ （略） 第12条の４ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と
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あるのは、「所得割の額並びに附則第12条

の４第１項の規定による村民税の所得割の

額」とする。 

                   

                   

        

４ （略） ４ （略） 

 （長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

 （長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第13条

第１項の規定による村民税の所得割の額」

とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

     

 （短期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

 （短期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第14条 （略） 第14条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

第１項の規定による村民税の所得割の額」

とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

     

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の村

民税の課税の特例） 

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の村

民税の課税の特例） 

第14条の２ （略） 第14条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１
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項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の２第１項の規定による村民税の所得割の

額」とする。 

                   

                   

                   

       

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の村民税

の課税の特例） 

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の村民税

の課税の特例） 

第14条の３ （略） 第14条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次の定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次の定め

るところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の３第１項の規定による村民税の所得割の

額」とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

       

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の村民税の課税の特例） 

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の村民税の課税の特例） 

第14条の３の２ （略） 第14条の３の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の３の２第１項の規定による村民税の所得

割の額」とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

         

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の３の２第３項後段の規定による村民税の

所得割の額」とする。 
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 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の村民税の課税の特例） 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の村民税の課税の特例） 

第14条の３の３ （略） 第14条の３の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の３の３第１項の規定による村民税の所得

割の額」とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

         

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

 (5) 附則第３条の５及び附則第３条の８の規

定の適用については、附則第３条の５第１

項及び附則第３条の８中「所得割の額」と

あるのは、「所得割の額並びに附則第14条

の３の３第３項後段の規定による村民税の

所得割の額」とする。 

                      

                   

                   

                   

                   

           

６ （略） ６ （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 （１） 第56条第１項の改正規定 令和７年４月１日 

 （２） 例第34条の７第１項の改正規定及び同条例附則第４条の２を削る改正規定 公益信託に関す

る法律の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

 （村民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の適用があ

る場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の村税条例第34条の７第１項（第９号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、同項第９号中「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得税法等

の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第78条第３項の規定により特定寄附金とみな

されるものを含む。）」とする。 
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 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の中城村税条例の規定中固定資産税に関

する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。次項に

おいて「旧法」という。）附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成29年４月１日から令和６年３月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の

補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の説明を終わ

ります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ちょっと詳細の説明

を求めます。今この税ですね、分かりやすく少

し説明していただきたいと。寄附とか優良長期

住宅とか、それと４ページの附則、現法令には

規則があるんですけれども、そこがなくなって

いるというのと、結構、長い変更になっていま

す。その説明、少し分かりやすく説明できます

か。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 大まかに概要を説明さ

せていただきます。 

 今回の主な改正点につきましては、個人住民

税の特別税額控除に関連した改正と、能登半島

地震災害に伴う控除等の特例の改正です。あと、

固定資産税における負担水準のばらつきがある

状況を踏まえた段階的な負担水準の均衡化を図

るための減額制度を令和８年度まで継続する改

正となっております。 

 今回の改正は、地方税法等の基となる法令の

一部改正及び公布、施行による改正でありまし

て、本村独自の改正ではなく、本改正による住

民の税負担の上昇等はないものと考えておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第３号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第３号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから承認第３号 専決処分の承認につい

て（中城村税条例の一部を改正する条例）を採

決します。 

 お諮りします。本件はこれに承認することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第３号 専決処分の承認につ

いて（中城村税条例の一部を改正する条例）は
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承認することに決定しました。 

 日程第８ 承認第４号 専決処分の承認につ

いて（中城村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）を議題とします。 

 本件について提出者の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第４号 専決処分の承

認について御提案申し上げます。 

 

 

承認第４号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

  令和６年４月５日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が、令和６年３月30日付けで公布さ

れ、同年４月１日から施行されることに伴い、中城村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が

生じたが、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、専決処分したので議会の承認を

必要とする。 
 

 

 

中城村専決第５号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条

第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和６年３月30日 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

    中城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

  中城村国民健康保険税条例（昭和47年中城村条例第71号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （課税額）  （課税額） 
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第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

240,000円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、240,000円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

220,000円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、220,000円とする。 

４ （略） ４ （略） 

 （保険税の減額）  （保険税の減額） 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が650,000円を

超える場合には650,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

240,000円を超える場合は240,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からホ及びヘ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には170,000円）

の合算額とする。 

第17条 次の各号に掲げる保険税の納税義務者に

対して課する保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が650,000円を

超える場合には650,000円）同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が

220,000円を超える場合は220,000円）並びに同

条第４項本文の介護納付金課税額からホ及びヘ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が170,000円を超える場合には170,000円）

の合算額とする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき295,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当するものを除く。） 

 (2) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき290,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当するものを除く。） 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に
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ついて 9,350円 ついて 9,350円 

  ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 10,300円 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 10,300円 

   (2) 特定世帯 5,150円    (2) 特定世帯 5,150円 

   (3) 特定継続世帯 2,575円    (3) 特定継続世帯 2,575円 

  ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 3,000円 

  ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 3,000円 

  ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 3,100円 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 3,100円 

   (2) 特定世帯 1,550円    (2) 特定世帯 1,550円 

   (3) 特定継続世帯 775円    (3) 特定継続世帯 775円 

  ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 3,500円 

  ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 3,500円 

  ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 2,500円 

  ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 2,500円 

 (3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき545,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

 (3) 法第703条の５第１項に規定する総所得金

額及び山林所得金額の合算額が、430,000円

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

にあっては、430,000円に当該給与所得者等

の数から１を減じた数に100,000円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき535,000円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前２号に該当する者を除く。） 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税   イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税
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額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 3,740円 

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人に

ついて 3,740円 

  ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

  ロ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれに定める額 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,120円 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,120円 

   (2) 特定世帯 2,060円    (2) 特定世帯 2,060円 

   (3) 特定継続世帯 1,030円    (3) 特定継続世帯 1,030円 

  ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,200円 

  ハ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,200円 

  ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  ニ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,240円 

   (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,240円 

   (2) 特定世帯 620円    (2) 特定世帯 620円 

   (3) 特定継続世帯 310円    (3) 特定継続世帯 310円 

  ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,400円 

  ホ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額、介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,400円 

  ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 1,000円 

  ヘ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 1,000円 

２・３ （略） ２・３ （略） 
  

 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の中城村国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 以上でございます。 ○議長 伊佐則勝 これで提出者の説明を終わ
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ります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、承認第４号

について質疑します。 

 ここに１枚のＡ４の、これ説明資料になると

思うんですけれども、これは改正の概要とか内

容、あるいはまた変更の第17条とかあるんです

けれども、それについてちょっともう少し詳し

く説明を求めたいものと、村民に対してどれぐ

らいの影響があるのか、そのあたりをちょっと

お聞きしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 今回の改正につ

きましては、後期高齢者支援金に係る賦課限度

額が22万円から24万円に引き上げられることに

より、所得の高い方たちの負担を増やすという

ことになります。それが低所得者の負担を軽減

をすることにもつながります。 

 17条関係が被保険者の軽減の基準額を上げる

という改正になるんですが、５割軽減が29万か

ら29万5,000円に、２割軽減の基準が53万5,000

円から54万5,000円に引き上げられます。引き

上げられることによりまして、軽減世帯が増え

る、低所得者の負担が軽減されるというふうに

考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、改正内容の

（１）のほうですね、第２条のほうなんですけ

れども、これ22万円から24万円に上がって、所

得の多い人は税金が上がると、保険料が上がる

と。所得の低い人はその分下がるという理解で

よろしいわけですね。 

 それで２のほうですね、５割、あるいは２割

軽減の基準については29万5,000円にすれば、

5,000円上げれば、所得の低い人たちはもっと

軽減できると。下のほうも、54万5,000円にす

れば、２割軽減の基準についても下がってくる

という流れでいいわけですね。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第４号は会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第４号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから承認第４号 専決処分の承認につい

て（中城村国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）を採決します。 

 お諮りします。本件はこれに承認することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第４号 専決処分の承認につ

いて（中城村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例）は承認することに決定しました。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により、

本臨時会において議決の結果生じた条項、字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては、議長に一任すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本臨時会を閉会いたします。御苦労

さまでした。 



─ 50 ─ 

閉 会（１１時２７分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 新 垣 善 功 

 

      中城村議会議員 石 原 昌 雄 



第 5 回  臨  時  会 



令和６年第５回中城村議会臨時会会期日程表 
 

開 会  令和６年５月２日 
会 期 １ 日間 

閉 会  令和６年５月２日 

 

日 次 月  日 曜日 開議時刻 会 議 名 事       項 

第１日 ５月２日 木 午前10時 本 会 議 会議録署名議員の指名、会期の決定 

議案第30号における説明、質疑、討論、採決 

閉会 
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令和６年第５回中城村議会臨時会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和６年５月２日（木） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和６年５月２日  （午前10時00分） 

閉  会 令和６年５月２日  （午前10時13分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 比 嘉 麻 乃 

３ 番 比 嘉   護 11 番 仲 松 正 敏 

４ 番 桃 原   清 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 １ 番 小橋川 恵 美 ２ 番 玉那覇   登 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 金 城   勉 

教 育 長 比 嘉 良 治 都市建設課長 呉 屋 克 行 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 村 武 宏 

住民生活課長 新 垣   忍 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

会 計 管 理 者 照 屋 郁 子 生涯学習課長 渡久地   真 

税 務 課 長 比 嘉   聡 教育総務課主幹 森 本 雅 人 

福 祉 課 長 照 屋   淳   

健康保険課長 島 袋 かおり   
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議案第30号 令和６年度中城村一般会計補正予算（第２号） 
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○議長 伊佐則勝 皆さん、おはようございま

す。ただいまより令和６年第５回中城村議会臨

時会を開催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、１番 小橋川恵美議員及び２番 玉那

覇 登議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本臨時会の会期は本日５月２

日のみにしたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、本臨時会の会期は本日５月２日

の１日間に決定しました。 

 日程第３ 議案第30号 令和６年度中城村一

般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第30号 令和６年度中

城村一般会計補正予算（第２号）について御提

案申し上げます。 

 

 

 

議案第30号 

 

令和６年度中城村一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度中城村一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,723千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ9,661,925千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和６年５月２日 提出 

 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

15 国庫支出金  2,160,518 1,401 2,161,919 

 ２ 国庫補助金 653,926 1,401 655,327 

19 繰入金  218,007 7,322 225,329 

 ２ 基金繰入金 218,007 7,322 225,329 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

歳  入  合  計 9,653,202 8,723 9,661,925 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費  1,239,485 8,723 1,248,208 

 ２ 徴税費 128,225 1,402 129,627 

 ４ 選挙費 22,815 7,321 30,136 

歳  出  合  計 9,653,202 8,723 9,661,925 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 質疑の前に補足説明必要で

したら、補足説明やってもらいますけれども、

どうしましょうか。補足説明。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１１分） 

○議長 伊佐則勝 再開いたします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第30号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第30号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第30号 令和６年度中城村一般

会計補正予算（第２号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第30号 令和６年度中城村一

般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により、

本臨時会において議決の結果生じた条項、字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては、議長に一任すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで、本臨時会を閉会いたします。御苦労

さまでした。 

閉 会（１０時１３分） 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 小橋川 恵 美 

 

      中城村議会議員 玉那覇   登 

 

 



第 6 回  定  例  会 



令和６年第６回中城村議会定例会会期日程表 
 

開 会  令和６年６月21日 
会 期 ７ 日間 

閉 会  令和６年６月27日 

 

日 次 月  日 曜日 開議時刻 会 議 名 事       項 

第１日 ６月21日 金 午前10時 本 会 議 会議録署名議員の指名、会期の決定 

諸般の報告、行政報告 

議案第31、32、33、34、35、36、37号に対する

説明、質疑、討論、採決 

同意第２号に対する説明、質疑、討論、採決 

報告第３号に対する説明、質疑 

第２日 ６月22日 土  休 会  

第３日 ６月23日 日  休 会  

第４日 ６月24日 月 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第５日 ６月25日 火 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第６日 ６月26日 水 午前10時 本 会 議 一般質問（４人） 

第７日 ６月27日 木 午前10時 本 会 議 発議第３、４、５、６号に対する説明、質疑、

討論、採決 

委員長報告に対する質疑、討論、採決 

     閉会 
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令和６年第６回中城村議会定例会（第１日目） 

招 集 年 月 日 令和６年６月21日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  会 令和６年６月21日  （午前10時00分） 

散  会 令和６年６月21日  （午後０時03分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 10 番 欠   員 

２ 番 玉那覇   登 11 番 仲 松 正 敏 

３ 番 欠   員 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

９ 番 大 城 常 良   

欠 席 議 員 ４ 番 桃 原   清   

会議録署名議員 ５ 番 新 垣 貞 則 ６ 番 安 里 清 市 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 比 嘉   保 議 事 係 長 辰   さおり 

地方自治法第121

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 こ ど も 課 長 比 嘉 昌 子 

副 村 長 比 嘉 忠 典 企 画 課 長 金 城   勉 

教 育 長 比 嘉 良 治 都市建設課長 呉 屋 克 行 

総 務 課 長 大 湾 朝 也 
産 業 振 興 課 長 兼 
農業委員会事務局長 仲 村 武 宏 

住民生活課長 新 垣   忍 上下水道課長 下 地 良 和 

会 計 管 理 者 照 屋 郁 子 教育総務課長 我 謝 慎太郎 

税 務 課 長 比 嘉   聡 生涯学習課長 渡久地   真 

福 祉 課 長 照 屋   淳 教育総務課主幹 森 本 雅 人 

健康保険課長 島 袋 かおり   
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議 事 日 程 第 １ 号 

日  程 件              名 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 議案第31号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税 

       の特例に関する条例の一部を改正する条例 

第 ６ 議案第32号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

第 ７ 議案第33号 令和６年度中城村一般会計補正予算（第３号） 

第 ８ 議案第34号 令和６年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第 ９ 議案第35号 令和６年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算（第１号） 

第 10 議案第36号 財産の取得について 

第 11 議案第37号 損害賠償の額の決定について 

第 12 同意第２号 中城村固定資産評価審査委員会委員の専任につき議会の同意を求めること 

       について 

第 13 報告第３号 令和５年度中城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

議 事 日 程 第 １ 号 の 追 加 

日  程 件              名 

第 １ 選挙第１号 中城北中城消防組合議会の議員選挙 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。ただ

いまより令和６年第６回中城村議会定例会を開

催します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定

により、５番 新垣貞則議員及び６番 安里清

市議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日６月21

日から６月27日の７日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、本定例会の会期は本日６月21日

から６月27日の７日間に決定しました。 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告について 

 令和６年３月４日より令和６年６月20日まで

の諸般の報告を下記のとおり行います。 

記 

１ 例月現金出納検査の報告について 

  村監査委員より、令和６年３月、４月、５ 

 月の例月現金出納検査の結果報告がありまし 

 た。お手元に結果報告書をお配りしてありま 

 すので、御参照ください。 

２ 一部事務組合議会及び南部広域行政組合議 

 会・介護保険広域連合議会、また、後期高齢 

 者医療広域連合議会、中部広域市町村圏事務 

 組合からの報告について 

  ３月４日から、先日６月20日まで、それぞ 

 れの議会の開催はなく、各議会における議事 

 の経過及び結果の報告はありませんでした。 

３ 各所管事務調査の報告について 

 ○総務常任委員会 

 ・４月16日（火）中城北中城消防本部へ、本 

  部庁舎の進捗状況に関して調査しておりま 

  す。 

○文教社会常任委員会 

 ・５月７日（火）教育総務課より、学校建設 

  事業の進捗状況及び現場視察に関して調査 

  しております。 

○建設常任委員会 

 ・５月14日（火）都市建設課より、中城村・ 

  北中城村共同まちづくり及び新川線災害事 

  業に関して調査を行っております。 

  なお、提出された各報告書については事務 

 局で閲覧してください。 

４ 陳情・要請・意見書等の処理について 

  期間中に受理した陳情、要請、意見書等に 

 ついては３件受理し、６月18日の議会運営委 

 員会で協議した結果、陳情第３号 訪問介護 

 費の引き下げ撤回と介護報酬引き上げの再改 

 定を早急に行うことを求める陳情書について 

 は総務常任委員会へ付託し、陳情第５号 乳 

 幼児の「命と健康を守る」為の寄り添い支援 

 体制についてに関する陳情については文教社 

 会常任委員会へ付託いたします。 

  陳情第４号 ガザ地区の即時停戦のための 

 積極的外交を政府に要求する意見書の提出を 

 求める陳情については、資料配付といたしま 

 す。 

５ 沖縄県町村議会議長会並びに中部地区町村 

 議会議長会関係について 

 ○４月19日（金）中部地区町村議会議長会定 

  例会が西原町にて開催され、議長が参加し 

  ております。 

 ○４月30日（金）に令和６年度沖縄振興拡大 

  会議が自治会館にて開催され、議長が参加 

  しております。 

 ○５月20日（月）から22日（水）まで東京国 

  際フォーラムにて令和６年度町村議会議長 

  ・副議長研修会へ、議長及び副議長が参加 

  しております。 
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 ○５月28日（火）から31日（金）まで令和６ 

  年度中部地区町村議会議長会県外行政視察 

  が行われ、議長及び事務局長が参加し、行 

  政視察を行っております。 

６ その他 

 ○６月11日（火）任期満了による中城村長選 

  挙にて立候補届を提出した、議員番号３番、 

  比嘉 護議員及び議員番号10番 比嘉麻乃 

  議員が、公職選挙法第90条の規定により、 

  議員失職となっております。 

   ついては、総務常任委員会委員長の失職 

  において総務常任委員会で委員長等を互選 

  した結果、総務常任委員会委員長へ、新垣 

  博正議員が就任した旨、報告がありました。 

   また、議会運営委員会の委員として、新 

  垣博正議員を選任しております。 

   その他の日程等については別紙を御参照 

  ください。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４ 行政報告を行います。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、行政報告を行い

ます。 

 令和６年２月から令和６年４月までの村長及

び教育長の主要事項日程等につきましては、資

料を御覧いただきたいと思います。 

 今議会におきましては、２点を行政報告とい

たします。 

 まず最初に、中城村こども家庭センターの設

置についてでございます。 

 妊産婦や子供、子育て世帯に対する支援を一

層させるため、児童福祉法などの改正により、

各自治体に設置することが努力義務とされたこ

ども家庭センターを、令和６年４月１日に設置

いたしました。 

 母子保健分野と児童福祉分野が一体化したこ

とで、情報共有が密にでき、保健師と相談員の

動きが見えやすく、連携した対応や役割が明確

化でき、支援を必要とする世帯への対応を円滑

に行うことが可能となっております。 

 保健師、社会福祉士、栄養士、心理士、こど

も支援員、児童相談員の多職種の配置により、

支援を必要とする子供、家庭に関する情報が共

有され、連携して継続的な支援体制を図ること

で、子供の支援、保護者支援、家庭及び周辺を

含めた社会への支援強化を行ってまいります。 

 ２点目に、小学校水泳指導等業務委託事業及

び中城南小学校施設開放モデル事業でございま

す。 

 老朽化が著しい中城小学校及び津覇小学校の

水泳施設に代わり、民間水泳施設を使用し、民

間スイミングスクールの支援、協力を得ること

で、児童の泳力向上、教員の効果的な指導業務

の確立を目指すことを目的した委託業務を行い

ます。 

 なお、実施場所、実施期間等については、記

載のとおりでございますので、御参照いただき

たいと思います。 

 中城南小学校の水泳施設開放モデル事業につ

いては、中城南小学校の水泳授業において、民

間スイミングスクールの支援、協力を得ること

で、児童の泳力向上、教員の効果的な指導業務

の確立をめざし、さらに放課後等のプールを地

域住民へ開放し、水泳施設の有効活用と地域住

民の泳力向上を図ります。 

 実施場所、実施期間等につきましては、記載

のとおりでございますので、御参照いただきた

いと思います。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 以上で行政報告を終わりま

す。 

 本日、お手元に配付いたしました選挙第１

号 中城北中城消防組合議会の議員選挙を日程

に、追加日程１として議題にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認め、追加
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日程第１として、選挙第１号 中城北中城消防

組合議会の議員選挙を日程に追加し、議題とし

ます。 

 追加日程第１ 選挙第１号 中城北中城消防

組合議会の議員選挙を議題とします。 

 

 

 

選挙第１号 

 

中城北中城消防組合議会の議員選挙 

 

 本村議会選出の中城北中城消防組合議会議員の失職に伴い、当該組合議会の議員を次により選挙

してもらいたいとの旨、村長から通知があったので、当該組合規約第５条第３項の規定により選挙

を行うものとする。 

 

・選挙すべき数   １人 

 

令和６年６月21日 

 

                               中城村議会 

                               議長 伊 佐 則 勝 

 
 

 

 お諮りします。選挙の方法については、地方

自治法第118条第２項の規定によって、指名推

選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長

が指名することにしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しま

した。 

 中城北中城消防組合議会議員に、小橋川恵美

議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま指名いたしました小

橋川恵美議員を、中城北中城消防組合議会議員

の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、ただいま指名しました小橋川恵

美議員が、中城北中城消防組合議会議員に当選

されました。 

 ただいま中城北中城消防組合議会議員に当選

されました小橋川恵美議員が、議場におられま

す。会議規則第33条第２項の規定によって、当

選の告知をします。 

 日程第５ 議案第31号 アメリカ合衆国軍隊

の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自

動車税の特例に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 
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○村長 浜田京介 議案第31号 アメリカ合衆

国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対す

る軽自動車税の特例に関する条例の一部を改正

する条例について、御提案申し上げます。 

 

 

議案第31号 

 

   アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条 

   例の一部を改正する条例 

 

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例

（昭和50年中城村条例第15号）の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）について改正が行われ、そのうち日本

国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国

における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭和27年

法律第119号）の改正により、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自

動車税の特例に関する条例の一部を改正する必要がある。 
 

 

    アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

  アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例（昭

和50年中城村条例第15号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自

動車等に対する軽自動車税の種別割の特例に関す

る条例 

 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自

動車等に対する軽自動車税    の特例に関す

る条例 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づ

く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の

臨時特例に関する法律（昭和27年法律第119

第１条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づ

く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の

臨時特例に関する法律（昭和27年法律第119
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号。以下「特例法」という。）第４条第１項の

規定に基づく軽自動車税の種別割の徴収の方法

及び地方税法（昭和25年法律第226号）第６条

第２項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税

率等について、中城村税条例（昭和47年中城村

条例第37号。以下「村税条例」という。）の特

例を設けることを目的とする。 

号。以下「特例法」という。）第４条第１項の

規定に基づく軽自動車税の    徴収の方法

及び地方税法（昭和25年法律第226号）第６条

第２項の規定に基づく軽自動車税の種別割の税

率等について、中城村税条例（昭和47年中城村

条例第37号。以下「村税条例」という。）の特

例を設けることを目的とする。 

 （徴収の方法）  （徴収の方法） 

第２条 特例法第２条に規定するアメリカ合衆国

軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用

販売機関等（以下「アメリカ合衆国軍隊の構成

員等」という。）の所有する軽自動車等に対す

る軽自動車税の種別割は、地方税法第463条の

18第１項及び村税条例第85条の規定にかかわら

ず、この条例の定めるところにより、証紙徴収

の方法によって徴収する。 

第２条 特例法第２条に規定するアメリカ合衆国

軍隊の構成員、軍属、家族、契約者又は軍人用

販売機関等（以下「アメリカ合衆国軍隊の構成

員等」という。）の所有する軽自動車等に対す

る軽自動車税の種別割は、地方税法第446条第

１項  及び村税条例第85条の規定にかかわら

ず、この条例の定めるところにより、証紙徴収

の方法によって徴収する。 

 （証紙徴収の手続）  （証紙徴収の手続） 

第３条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税

義務者は、          村が発行する

第１号様式の証紙によって、当該軽自動車税の

種別割を払い込まなければならない。 

第３条 前条に掲げる軽自動車税の種別割の納税

義務者は、毎年５月中において、村が発行する

第１号様式の証紙によって、当該軽自動車税の

種別割を払い込まなければならない。 

２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の

納税義務は、購入した証紙に第２号様式の納税

済の検印を受けたときに完了するものとする。 

２ 前項の場合において、軽自動車税の種別割の

納税義務は、購入した証紙に第２号様式の押印

    を受けたときに完了するものとする。 
  

 

   附 則 

  （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、令和元年10月１日から適用する。 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時１６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１９分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、議案第31

号について質疑を行います。 

 条文のほうの改正後の２条のほうで、証紙の

徴収方法と書いてありますが、この証紙の値段

というのは、幾らか分かりますか。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 お答えいたします。 

 証紙の金額についてですが、車種によって異
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なりまして、軽自動車の４輪以上のものが

3,000円、３輪または２輪のものが1,000円、２

輪の小型自動車が1,000円、原動機付自転車が

500円となっております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 先ほど休憩の中でも、

台数１台ぐらいと言ったんですけれども、本村

に入る税収としてはどれぐらいになりますか。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 実績としまして、本年

度手続があったのは軽自動車の４輪ということ

で、3,000円になります。昨年度は、実績とし

てはゼロとなっていますので、各年度、中城村

で納税されるか、されないかということで、実

績は変動しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員、オーケーで

すね。 

 １番 小橋川恵美さん、ありましたか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、議案第31号

について質疑をいたします。 

 改正前の３条、その中の毎年５月中において

ということで、期限が組まれているんですけれ

ども、改正後は、その期限がなくなっているん

ですけれども、これはもう年内でいつでも払っ

ていいということなのか、それともどういう形

でそうなっているのか、ちょっと伺います。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 今回の改正、５月中は

通常の軽自動車と統一されていたところなんで

すが、この軍属の方々の納税のタイミングが、

４月に行いたいという方もいらっしゃったりす

るものですから、そこに対応するために、今回、

５月中というものを撤廃して、４月に申出があ

ったときも対応できるようにということで、改

正しております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ４月中で、米軍属等の

納税をお願いしたいということであるならば、

その中に入れるべきではないかなと思うんです

けれども、そのままだったら、もういつ払って

もいいような格好になるのかなというふうに、

読んだ観点からですよ。そのあたりは大丈夫で

すか。 

○議長 伊佐則勝 税務課長 比嘉 聡。 

○税務課長 比嘉 聡 今回の改正に当たって、

他自治体のほうの条例等も参考にさせていただ

いて、基本的に期間を指定していないほうが、

柔軟に対応できるという部分が確認できました

ので、今回、５月中とか期間を限定するという

形での改正は行っていません。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第31号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第31号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第31号 アメリカ合衆国軍隊の

構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税の特例に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 
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 したがって、議案第31号 アメリカ合衆国軍

隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽

自動車税の特例に関する条例の一部を改正する

条例は、原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第32号 沖縄県後期高齢者医

療広域連合規約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第32号 沖縄県後期高

齢者医療広域連合規約の変更について御提案申

し上げます。 

 

 

 

議案第32号 

 

   沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、別紙のとおり沖縄県後期

高齢者医療広域連合の規約を変更するための協議を行うため、議会の議決を求める。 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律」（令和５年法律第48号。以下「改正法」という。）附則第１条第２号に掲げる規定の施行期

日が令和６年12月２日と定められ、現行の被保険者証は同日以降、発行されなくなることに伴い、

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約を変更する必要がある。 

 広域連合の規約の変更については地方自治法第291条の３第１項により関係地方公共団体が協議

で定めることとされており、当該協議は同法第291条の11の規定により、関係地方公共団体の議会

の議決を経る必要があるため。 
 

 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の一部を次のように変更する。 

 別表第１中の「被保険者証及び資格証明書」を「資格確認書等」に改める。 

 

   附 則 

  （施行期日） 

 この規約は令和６年12月２日から施行する。 
 

 

 以上でございます。 ○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終
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わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、議案第32

号についてお伺いいたします。 

 対象となる人数は何人になるのか。それと、

資格確認書等とありますが、有効期間について

お答えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり お答えいたしま

す。 

 対象人数になりますが、令和６年度３月末現

在約2,050人。 

 有効期限に関しましては、まだ細かな取決め

がありませんので、今回は、被保険者証から資

格確認書という名称の変更によるものになりま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ということは、この

資格確認書は、今年度については単年度、１年

間が有効期間という解釈でよろしいんですか。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 12月２日の健康

保険証の廃止以後に交付することになるんです

が、それまでには期間等の細かい取決めがある

と思われます。 

 現段階では７月末までの、後期高齢でしたら

７月末で１年というくくりで行っておりますの

でそれになるのか、５年以内というふうな取決

めがあるので、そこは今後決まってくるものだ

と思います。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第32号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第32号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第32号 沖縄県後期高齢者医療

広域連合規約の変更についてを採決します。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第32号 沖縄県後期高齢者

医療広域連合規約の変更については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第７ 議案第33号 令和６年度中城村一

般会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第33号 令和６年度中

城村一般会計補正予算（第３号）について御提

案申し上げます。 

 

 

 

議案第33号 

 

   令和６年度中城村一般会計補正予算（第３号） 
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 令和６年度中城村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ509,761千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ10,171,686千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

10 地方特例交付金  21,424 45,575 66,999 

 １ 地方特例交付金 21,424 45,575 66,999 

15 国庫支出金  2,161,919 288,763 2,450,682 

 ２ 国庫補助金 655,327 288,763 944,090 

16 県支出金  1,420,598 3,333 1,423,931 

 ２ 県補助金 691,984 3,327 695,311 

 ３ 委託金 42,273 6 42,279 

19 繰入金  225,329 163,780 389,109 

 ２ 基金繰入金 225,329 163,780 389,109 

21 諸収入  168,785 2,810 171,595 

 ４ 雑入 165,659 2,810 168,469 

22 村債  283,917 5,500 289,417 

 １ 村債 283,917 5,500 289,417 

歳  入  合  計 9,661,925 509,761 10,171,686 
    

 

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 総務費  1,248,208 9,255 1,257,463 

 １ 総務管理費 1,003,880 8,541 1,012,421 

 ３ 戸籍住民基本台帳費 81,968 714 82,682 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 民生費  3,994,027 277,268 4,271,295 

 １ 社会福祉費 1,773,879 271,243 2,045,122 

 ２ 児童福祉費 2,220,148 6,025 2,226,173 

４ 衛生費  1,172,486 3,118 1,175,604 

 １ 保健衛生費 679,022 3,118 682,140 

６ 農林水産業費  298,546 3,619 302,165 

 １ 農業費 280,946 3,439 284,385 

 ３ 水産業費 16,785 180 16,965 

７ 商工費  71,572 181,000 252,572 

 １ 商工費 71,572 181,000 252,572 

８ 土木費  565,235 2,083 567,318 

 ２ 道路橋梁費 327,688 2,083 329,771 

10 教育費  1,381,010 33,418 1,414,428 

 １ 教育総務費 225,368 558 225,926 

 ２ 小学校費 179,549 1,155 180,704 

 ３ 中学校費 70,687 132 70,819 

 ６ 保健体育費 504,783 31,573 536,356 

歳  出  合  計 9,661,925 509,761 10,171,686 
    

 

第２表  地 方 債 補 正 
   

起債の目的 
補   正   前 補   正   後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

社会教育施設整備

事業債 

千円 

 

 

 

 

58,100 

証書借入 

又 は 

証券発行 

 年５％以内

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金等につい

て、利率の見

直しを行った

後 に おい て

は、当該見直

し後の利率） 

 特別の融資

条件のあるも

のを除き、償

還期限は、据

置期間を含め

３０年以内、

償還方法は、

元金均等又は

元利均等によ

る。ただし、

財政の都合に

より据置期間

及び償還期間

を短縮し、も 

千円 

 

 

 

 

63,600 

同じ 同じ 同じ 
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しくは繰上げ

償還又は低利

に借換えする

こ と がで き

る。 

 

   

         

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４４分） 

○議長 伊佐則勝 再開いたします。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは本議案につい

て質疑をいたします。 

 まず歳出の11ページ、企画費になるんですけ

れども、その中で、12節のほうに委託料として

平和学習委託として30万5,000円入っておりま

す。これの委託内容、それをちょっとお聞きし

たいと思います。 

 次に、16ページ。これは農林水産業費という

ことで、これも８節県外旅費ということで、82

万7,000円入っているんですけれども、そのほ

うのちょっと内訳をお聞きしたいと思います。 

 あと、今説明があったものについて、定額減

税給付金ということになろうかと思うんですけ

れども、対象者とか推計値とかあるんですけれ

ども、恐らく全部把握はしているだろうと思う

んですが、それについて、一人も漏れのないよ

うな取組方をしっかりできるのかどうか、その

１点をお聞きしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 11ページの２款１項５目12節委託料なんです

が、この平和学習委託料につきましては、年度

当初で予算計上している事業ではございます。 

 内容としまして、中学生に向けた平和体験学

習事業というところで、中学校の３学年の子供

たちに、戦争の悲惨さや平和の尊さを継承して

いく事業として取り組んでおりまして、補正の

理由としまして、年度末の６年度に向けた事業

計画で、事業者からも見積りをいただいており

ました。 

 前年度並みでできるというところで予算計上

をさせていただきましたけれども、今年、事業

を実施するに当たり、予算設計書を立てるため

に、改めて事業者から見積書を取ったんですけ

れども、平和学習事業の中身で、バスに乗って

摩文仁に行ったり、そこでの話をしたりとかと

いうような、生徒がバスで移動するというとこ

ろで、バスを使った事業内容となっておるとこ

ろから、昨今のドライバー不足とかから、令和

６年４月からは、ドライバーの労働規制の強化

というところから、沖総局のほうから、貸切り

バスの運賃とか料金の値上げの告示があって、

待遇改善のためにバス料金を上げますよという

ような告示に基づいて、４月からは、民間のバ

ス事業者のほうも処遇改善も含めて、沖総局か

らの告示された運賃に基づいて見積もった結果、

去年末にもらった見積りよりもさらに高くなっ

てしまっているという現状で、この30万の不足

が出ているというところで、追加で予算計上を

させていただいております。以上となります。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 大城議員の御質問にお答えいたします。 
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 ６款１項３節の旅費なんですが、今年度、県

のほうから補助金をいただくことになったんで

すが、その事業名が、農山漁村振興交付金（最

適化土地利用総合対策事業）ということで、県

のほうから100％の補助をいただきました。 

 これは、福島県のほうへの先進地視察になる

んですが、目的は、今後の農業の在り方とか担

い手の育成、どう支援していくかということと、

あと近代農業としてのスマート農業が、向こう

は盛んということで、福島県のほうで、職員１

人と指導員１人と農家２人を派遣する予定であ

ります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 今回の給付金の実施体制ですが、昨年度の給

付金の部分では、コールセンター設置はしてお

りましたけれども、今回の給付金の対象者とな

る、まず新たに非課税、新たに課税になる方々

というのは、去年までやっていた数よりかなり

少ない見込みということで、令和４年度に同様

の給付金を経験しておりますので、その際には、

福祉課で単独で実行ができたということがござ

います。その点では、今回の実行体制としては

大丈夫かなと。 

 なおかつ、確認書の方々が中心になっていく

部分がありますので、とにかくこの口座を教え

てください。その口座に支払いしますという流

れになりますので、そこの部分をうまく回すと

いうのが、まず第一と。 

 申請者の方々についても、今回のこの給付金

事業、マイナンバーの適用の対象事業となって

おりますので、基本的に転入者の方々、できる

だけマイナンバーを活用して、所得状況を事前

に確認をできる範囲はやった上で、確認書のほ

うでできるだけの部分を早く送っていくと。そ

ういう作業を、今やっているところでございま

す。 

 そういう部分で、給付漏れができるだけ少な

くなるような対策というのを取る予定でござい

ます。 

 調整給付に関しましては、税務課のほうで、

課税が確定した内容に基づいての国の算定ツー

ル使っての結果に基づいての給付になりますの

で、基本的に、転入者どうこうは関係なく、も

う確実に対象になる方々に通知をするという内

容になります。 

 その部分で、口座の確認をした上で、申請を

どんどん受け付けて、その都度払っていくとい

う形の流れ作業になりますので、その分につき

ましては、基本的に、今人員は会計年度任用も

１人、４月から確保できましたので、うちの福

祉課での体制の中で、何とかやっていけるかな

とは考えております。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、議案第33

号で質問します。 

 まず、11ページの１目の８節旅費です。県外

旅費と両方入っています。これをちょっと説明

をお願いします。 

 それぞれ今、質問がありました16ページの８

節、そこの２人派遣ですけれども、何日間か詳

細、どういった農産業の視察ですけれども、ど

ういうのを視察しに行くのかと、18ページ、観

光費、そういうのをちょっと説明。 

 それから、歳出の23ページ、14節の工事費、

ここで説明お願いします。予算上げていますけ

れども、村内業者を育成するために、入札は村

内業者を多めにやるのかどうか。以上。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えする

前に、すみません。 

○議長 伊佐則勝 では、副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 総務課長、喉の調子が悪

いようですので、私のほうから説明したいと思

います。 
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 ８節の旅費については、新村長が誕生いたし

ますので、県外出張の随行の職員をつけており

ます。これは10万円の３回分。 

 あと、特別職の県外出張については、これも

新村長の旅費になりますが、姉妹都市旭市と、

兄弟都市の福智町への旅費の２回分です。以上

です。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 金城議員の質問にお答えいたします。 

 旅費の日程なんですが、９月頃を予定して、

３泊４日を予定しております。品目については、

トマトハウスとキュウリを予定しております。 

 続きまして、観光費、７款１項２目18節にな

るのですが、これは企業版ふるさと納税という

ことで、寄附者の意向によって、世界遺産であ

る中城城跡を活用した事業を行ってほしいとの

思いがあったということで、企業版ふるさと納

税として寄附を受けたことから、中城城跡を活

用するために、産業振興課のほうへの補助とな

っております。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 23ページ、10款

６項３目14節工事費の増額についてお答えいた

します。 

 まず、増額となった大きな理由としまして、

今、既存の施設のくいの撤去に関しまして、当

初は、くい頭、軀体との接続部分の撤去のみを

考えていたんですが、解体の設計を12月から３

月、前年度に行いました結果、くい全部を、28

本ございますが、そちらを引き抜いたほうがい

いだろうということが１つ。 

 あと、アスベストの調査も前年度行いまして、

一部シーリング材とかにアスベストが含まれて

いるということで、そちらのほうも撤去しない

といけないということがございました。 

 もう一つ、当初、既存の施設に収納している

各種道具類、清掃用具とか、そういったものも

一旦、解体から新築までの間は工事現場から出

さないといけないということで、それを収納す

るものとしてコンテナを考えていたんですが、

ちょっと大きさが大分小さいのしかない、県内

にはないということで、プレハブに変更したと

いうのがございます。 

 以上が工事の増額に関する内容になっており

ます。 

 その業者に関しましては、業者選定委員会で

決定することですので、私のほうではちょっと

お答えしかねます。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 歳入の９ページのコ

ミュニティ助成事業の補助金ですけれども、対

象先を教えてください。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 この歳入の250万円の件

ですが、これは登又自治会の空調設備と物置、

会議用テーブル、250万ということで、コミュ

ニティ助成事業という県からの歳入となります。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第33号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第33号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 



─ 72 ─ 

 これから議案第33号 令和６年度中城村一般

会計補正予算（第３号）を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第33号 令和６年度中城村

一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

可決されました。 

 10分間の休憩を取ります。11時10分から開始

します。 

休 憩（１１時０２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第８ 議案第34号 令和６年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議題

とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第34号 令和６年度中

城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について、御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第34号 

 

   令和６年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,408千円を増額し、歳入歳出予算の総額を

2,473,836千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 国庫支出金  1 4,408 4,409 

 １ 国庫補助金 1 4,408 4,409 

歳  入  合  計 2,469,428 4,408 2,473,836 
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（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費  54,725 4,408 59,133 

 １ 総務管理費 41,699 4,408 46,107 

歳  出  合  計 2,469,428 4,408 2,473,836 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第34号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第34号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第34号 令和６年度中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）を採決し

ます。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第34号 令和６年度中城村

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は原

案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第35号 令和６年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第35号 令和６年度中

城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算

（第１号）について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第35号 

 

   令和６年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ4,956千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 繰入金  1,000 800 1,800 

 １ 基金繰入金 1,000 800 1,800 

歳  入  合  計 4,156 800 4,956 
    

 

（歳 出）                                  （単位：千円） 
     

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 汚水処理施設管理費  3,956 800 4,756 

 １ 汚水処理施設管理費 3,956 800 4,756 

歳  出  合  計 4,156 800 4,956 
    

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議案第35号について

質疑します。 

 歳出のほうで出ております修繕費というのは、

どこを修繕するのか、お答えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 上下水道課長 下地良和。 

○上下水道課長 下地良和 お答えします。 

 今回の修繕費に関しましては、サンヒルズタ

ウン内にある浄化槽の設備、ブロワーという浄

化槽内の送風機の修繕となります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第35号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第35号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第35号 令和６年度中城村汚水

処理施設管理事業特別会計補正予算（第１号）

を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第35号 令和６年度中城村

汚水処理施設管理事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 日程第10 議案第36号 財産の取得について



─ 75 ─ 

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第36号 財産の取得に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第36号 

 

   財産の取得について 

 

 中城村道城跡線事業用地として、下記の土地を取得することについて、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１．所在地          中城村字登又平田原1410番１（他３筆） 

２．面積           1,861.00平方メートル 

３．取得予定価格       14,405,000円 

４．契約の相手方       別紙のとおり 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 中城村道城跡線取得事業用地に供する土地を取得することについては、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を必要とする。 
 

 

 別紙のほうに、それぞれの図等がありますの

で、ご参照いただきたいと思います。以上でご

ざいます。 

○議長 伊佐則勝  休憩します。 

休 憩（１１時２２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 議案第36号について

質疑を行います。 

 今、地図で示されている箇所、どう見ても道

路とは関係のない土地ですよね、直接この城跡

線とは。飛び地でまた道路用地の予算で買うと

いうことについては、やはり丁寧な説明が必要

ではないかな。 

 将来的に、課長、今説明されました県営公園

との隣接する土地ですので、何らかの将来的構

想で使えるというふうに考えるのは分かるんで

すけれども、やはりそれはしっかりとした計画

を位置づけて、その土地の用地としての価値を

見出していくというのが手順ではないかなと思

います。 
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 地権者がこの土地の代替案として、安価だか

ら買いなさいという形で、果たして安易にこれ

は交渉事で買っていいものなのかなというふう

に思ったりするし、そういった案件がまかり通

るとなると、こういう取引的な案件を持ちかけ

るという地権者が出てきやしないかなというふ

うに危惧するし、それがオーケーであるという

形になれば、いいか悪いか分かりませんが、前

例をつくってしまうというふうになるので、少

し懸念する材料になるんではないかなと思って

いますが、その点いかが考えますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 今、議員のおっしゃいましたこの４筆につい

て、城跡線と離れているということなんですが、

もともと城跡線ができる前から、この1406番地

というのは既存宅地になっていまして、城跡線

ができる前から、今、図の中で少し重ねて見え

ないとは思うんですが、城跡線の今整備された

ところから、里道としてもともと接道されてい

たので、それを接道をさせなくなるというのは、

この城跡線を施工したためにできなくなるとい

うのは、それは違うんではないかということで、

やはりここは接道させるということで、もとも

と城跡線の施工前から、ここに関しては進入路

を造るという計画をしておりました。 

 それで、やはり購入という形に決定したとい

うことになります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 里道があったという

ことですけれども、里道があったんであれば、

里道の幅の分だけで、事は済むんではないでし

ょうか。いかがですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 里道として接道し

ていたという経緯があることから、元のように

接道させないといけないという義務があります

ので、それをさせるために道路整備をここに進

入路として造るのを算定した結果、高低差がや

はり７メーターから10メーターというものが出

ることから、道路擁壁とか、そういうのも設計

した結果、3,600万という設計額が出ました。 

 それをやるか、購入するかというのを比較検

討して、購入という形がいいと判断して、購入

と決定いたしました。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 課長、やはりこうい

う重要な予算を使っていくわけですから、資料

が非常に不足ではないかなと思うんです。こう

いうふうな上空写真だけで見ると、高低差は全

く分かりません。だから、平面にしか我々見え

ないんですよね。 

 だから、高低差が口頭でいろいろ言われたと

しても、やはり図面でしっかりと、高低差も分

かるようなものを示して、時間をかけて議会に

は説明をして、議案にのっけていくという手順

を踏まないと、道路と無関係の土地を、道路は

普通帯状に土地が必要ですよね。 

 でも、これを見ると、何か宅地か施設を造る

ような土地の購入の仕方にしか見えないんです

よね。 

 だから、そういったところの説明というのは、

金額でただ単に計算して、ついでだから買っち

ゃおうかなみたいな意味合いでしか聞こえない

んで、それであったとしても、納得のいくよう

な資料と説明、十分な時間もかけて、非公式に

でもいいですから、事前に説明をしていくとい

うのは、私は筋ではないかなと思います。 

 こういった案件、この城跡線というのは、も

うかなり以前から、私、議員になった頃、18年

以上、私議員やっていますけれども、最初の頃

から、城跡線の話は出ているんですよ。 

 しかし、後半にきて、こういうふうな土地買

い方が始まるというのも、ちょっと不可思議な

ところがあったり、もう既に中城公園、城跡の

ほうにつないでいてもおかしくない構想だと、
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私はずっと思っているんですけれども、いまだ

にそこにはつながらないで、別の場所で土地購

入が始まっているというのは、なかなか納得が

いくようなものではないかなと思ったりするん

ですよね。 

 これはもう一度、やはり丁寧に、高低差が分

かるような説明資料を作るという約束はできま

すか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今後、その資料作

成しまして提出いたします。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、議案第36

号について質問します。 

 この土地が、今の説明で課長答弁で、この青

色の道路整備案、それが3,000万かかるという

ことですか。 

 それと、今購入する土地は、中城県営公園に

用地として提供できるかもしれないという答弁

ですけれども、これは確実なのか。 

 それと、この土地の利用度があるかどうか。

1,400万で買って、そのままただ財産だけで持

っているのか。何か使用頻度があるのかどうか、

考えられるのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 お配りした資料の青で囲まれたところ、こち

らが道路整備案ということで、検討していた箇

所であります。こちらの道路整備する費用とし

て設計した結果が、3,600万であります。 

 それから、県営中城公園西口ということで、

右上のほうに示されているところなんですが、

こちらは、今年度、県のほうで整備する計画と

いうことを伺っております。 

 この県営公園の西口に関して、今現在、どう

いったこの土地とのどういった利用をするとい

うような、何も決まってはおりませんが、隣接

しているということからも、何らかの利用もで

きるんではないかなという可能性の話でござい

ます。今現在、どういうふうに使うかというの

は、何も決まってはおりません。 

 あくまでも、購入するというのは、進入路と

しての道路整備案の金額との比較検討の中で、

やはり購入のほうが半額近くになっていますの

で、それが一番大きな理由であるということで

あります。以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今、課長の答弁は分

かりますけれども、やはり計画的なものが、財

産取得はもうほとんどやった方がいいと僕は思

っているんですけれども、利用度も見えない中

でこれを買う。どうしてもこの進入路が、もう

この地主さんからずっと求められて、早く造り

なさいということで、それを対処するために買

うということですよね。 

 西口に入って、西口からまたここは利用でき

るかといったら、できないような気がするんで

すけれども。 

 それと、県とは逆に、今、中城村がこの土地

を購入して、また県に売り渡す予定なのですか。

今、答弁では、何も考えていなくて、工事費が

ただ多めにかかるから、そこを買い取るという

答弁だけれども。 

 財産購入はいいとしても、何だか腑に落ちな

くて、利用度のない土地をただ購入して、

1,500万削減のために購入すると。 

 また将来的にどういうふうに使おうかという

ことは考えていかないと、ただ購入して、その

まま山になっておくべきではないと思うんだけ

れども。 

○議長 伊佐則勝 今、質問にはなっていない

ですよね。 

 ほかに質疑ありますか。 

 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 議案第36号で質問をい

たしますが、これは４筆をお買い上げになると
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いうことでの提案なんですが、これは地主は、

ほか３名というふうになっていますので、お一

人の土地ではなくて、その入り口側の青い線に

接続している部分と、ほかの３筆は何か一体的

に買わないといけない状況があったんでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 この４筆については、全て同じ地権者です。

４人いるというだけの話であります。４筆同じ

地権者でございます。家族となっています。以

上です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 共同名義でみたいな形

になっているのかなとも思うんですが、この青

のラインにつないでいる部分だけの購入という

ことでの交渉は、なされなかったのか。 

 おっしゃるように、この城跡線の工事によっ

て、そこに通っていた里道が使えなくなったと

いうことでの今回の提案だというふうに理解は

しているんですが、この一番青のラインに接続

している土地だけでというふうな交渉はできな

かったのか、そこら辺のところお願いします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 この４筆については、一体として利用してい

たという地権者からの要望でしたので、この地

権者として、この土地をこう使っていると言っ

ているので、やはり購入せざるを得ないと判断

いたしました。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第36号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第36号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第36号 財産の取得についてを

採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第36号 財産の取得につい

ては原案のとおり可決されました。 

 日程第11 議案第37号 損害賠償の額の決定

についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第37号 損害賠償の額

の決定について御提案申し上げます。 

 

 

 

議案第37号 

 

   損害賠償の額の決定について 

 

 損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 
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記 

 

１．損害賠償の相手方 

   ①住所：うるま市在住 個人 

     

   ②住所：浦添市在住 個人 

     

 

２．賠償の概要 

   令和３年度に村で新規に採用した少人数学級教諭２名の医療保険について、全国健康保険協 

  会沖縄支部から公立学校共済組合沖縄支部へ遡って加入したことに伴い、令和３年度の療養費 

  の一部が給付対象外となり、本人負担額となった。 

 

３．損害賠償の額 

   ①184,990円（令和３年５月～令和４年１月診療分） 

   ②30,555円（令和３年８月～令和４年３月診療分） 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 療養費請求の受給権が時効により給付対象外とされたため、当該療養費の損失した額を賠償金と

して決定し支払いするため、地方自治法第96条第１項に規定する「法律上その義務に属する損害賠

償の額を定めること。」について、議会の議決を必要とするため。 
 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提案理由の説明を終

わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは議案第37号

について質疑を行います。 

 資料の中から、令和３年度より、公立学校共

済組合の事務担当から、村費で採用している少

人数学級の教員も加入できるとされたためとい

うことが書かれておりますが、その際に、医療

費の支払いについての説明はあったのか。医療

費については時効が生じる旨の説明は受けたの

か。 

 やはりこれは制度改正に伴う案件だと思いま

すので、周知不足の意味合いも強いと考えられ、

救済措置は一切ないのかについて、まず１点お

伺いいたします。 

 そして、会計の処理というのは、基本的には、

単年度ごとに締めていくというふうに、私たち

は認識しているんですけれども、後半のほうに

書いてあります２年を経過した医療費について
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は、時効により、公立学校共済での相殺ができ

ないということで書かれておりますが、果たし

てこのようなことがなぜ起こったのかが、ちょ

っと分からないんで、説明していただけますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 この少人数学級の導入につきましては、平成

30年から実施しております。平成30年の当時は、

協会けんぽに加入ということで、令和２年度ま

で、けんぽのほうに加入をしております。 

 令和３年度からにつきましては、制度改正と

いうよりは、この取扱いが、少人数学級の先生

についても、県費の教諭と同じような扱いがで

きるという確認の上で、令和３年度から加入を

させております。 

 ですので、この２人のときについては、基本

的に協会けんぽの保険よりは、公立学校共済組

合に加入すべきという指導というか、説明によ

り、この教諭を公立学校共済に加入させており

ます。 

 ２年経過の時効の件について、単年度主義で

はないかということにつきましては、医療保険

の制度上、療養費につきましては、実際に利用

した日から２年経過で時効ということが取決め

されており、今回その取決めに該当してしまっ

たため、相殺できなくなったということになり

ます。以上です。 

○議長 伊佐則勝  休憩します。 

休 憩（１１時４６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４７分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 この職員については、

保険料は納めておられるんですよね。要するに、

保険をかけるということは、保険料を納めて、

納付が怠ったということはあり得ないわけです

よね。 

 だから、やはり保険の適用は、いずれかの保

険で、適用されるべきではないかなというふう

に通常だったら考えますよね。資格が失われた

というような状況があれば、話は別なんですけ

れども、保険料も正確に納めながら、医療を受

けたときに、医療費が10割負担にされてしまう。 

 何か、説明を聞いていても腑に落ちないし、

お互いの事務方同士の認識不足といいますか、

周知不足によって生じたもので、結局は誰かが

責任を取らないといけないという形になって、

村の予算から措置しないといけないという結果

になってしまっているようですけれども、これ

もやはり何らかのお互いの周知不足が生じてい

るということで、水かけになるかどうか分かり

ませんが。 

 救済措置というのは、一切これはないものな

のか、確認したいんですよね。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 この部分につき

ましては、令和３年当時、どのような形で実際

に行われたか、まだ把握できていない部分があ

ります。 

 保険料等については確実に、今回については

相殺も行ってきて、資格のほうも、実際に令和

３年度に遡って、この保険の適用を受けており

ます。 

 ただし、療養費につきましては、どうしても

この２年の時効という規定が適用されますので、

遡りのあったときについては、これはほかの保

険においても、実際生じることがあり、その期

間を確保するため、２年間という期間を設けて、

給付をできる期間として定めています。その期

間をちょっと過ぎてしまうと、どうしてもこの

部分については、適用ができませんので、今回

のようないきさつになったということになりま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 
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○１３番 新垣博正議員 課長、今あなた認識

されていますよね。２年間で時効になるという

意味合いをよく知っていらっしゃるわけですか

ら。何で、ではその期間に、そういう対策を怠

ったのかがよく分からないんですよね。 

 それと、21万5,545円という金額は公金です

ので、やはり税金を納める側にとってみては、

腑に落ちない支出になるという形になると思う

んですよね。 

 これは単なる事務的な、悪意はないというふ

うに私も理解はしておりますので、悪く思わな

いでほしいんですけれども、やはり公務で仕事

をしている以上は、ミスが生じた場合というの

は、やはり何らかの罰則であったり、措置をし

ないといけないし、謝罪もしないといけないと

は、私思うんですね。村民に対して、やはり謝

罪すべきところは、上司である皆さん方、謝罪

して、村長も教育長も、その件に関しては、公

金をこのように出さざるを得ないということに

対しては、一言何らかあってほしいと私思って

いるんですけれども、いかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 確かに議員のおっしゃられるとおり、今回の

この賠償については、予算のほう措置して、返

還する手続を取る準備をしております。 

 確かに、この部分につきましては、私の監督

不行き届きの部分も多々あると思います。 

 当時、この担当を含め、私もこの部分につい

ては、なるべくそういうふうにならないように

行動してきたつもりであります。結果的にちょ

っと時間かかりまして、このような時効になる

期間が設けてあります。この部分については、

今後とも私も一緒にチェックしながら、このよ

うな事態は起こらないように、再度、徹底して

やっていきたいと思っています。 

 今回の部分につきましては、私は謝罪したい

と思います。以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

  休憩です。 

休 憩（１１時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 今回の件に関しては、大

変申し訳ありませんでした。謝罪いたします。 

 今後、そういうことが起こらないように、徹

底したいと思っています。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで、質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第37号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第37号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから議案第37号 損害賠償の額の決定に

ついてを採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、議案第37号 損害賠償の額の決

定については、原案のとおり可決されました。 

 日程第12 同意第２号 中城村固定資産評価

審査委員会委員の専任につき議会の同意を求め

ることについてを議題とします。 
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 本案について提出者の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 同意第２号 中城村固定資

産評価審査委員会委員の専任につき議会の同意

を求めることについて、御提案申し上げます。 

 

 

 

同意第２号 

 

   中城村固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 

 下記の者を中城村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第423条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  那覇市金城 

氏  名  宇 久 信 正 

生年月日  昭和42年生 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 本村の固定資産評価審査委員会委員の欠員により、その後任者を選任することについて、議会の

同意を得たいので提案する。 
 

 

 履歴書が添付されておりますので、ご参照い

ただきたいと思います。以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 同意２号で質問いた

します。 

 この固定資産評価委員は、欠員になったとい

うことですが、どなたが辞めて欠員になったの

か。それと、何名なのか。 

 不動産業は、村内にもいらっしゃると思いま

すけれども、そういう方は検討したのかどうか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 欠員の理由といたしまし

ては、前委員の方が死亡のためでございます。 

 あと、村内の方を当たったかどうかというこ

とですが、努力をして、何名かの方に当たりま

したが、同意を得られなくて、不動産鑑定協会

のほうにお願いをして、ふさわしい人物がいる

ということで、その流れになっております。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 
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○１２番 金城 章議員 不動産鑑定委員は何

名で、今、属しているメンバーで、村内の方い

らっしゃいますか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 委員の定数としては３名

です。あとの２人のうち、１人は村内の方でご

ざいます。以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す同意第２号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、同意第２号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから同意第２号 中城村固定資産評価審

査委員会委員の専任につき議会の同意を求める

ことについてを採決します。 

 お諮りします。本件はこれに同意することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、同意第２号 中城村固定資産評

価審査委員会委員の専任につき議会の同意を求

めることについては、同意することに決定され

ました。 

 日程第13 報告第３号 令和５年度中城村一

般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを

議題とします。 

 本件について報告を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第３号 令和５年度中

城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて御報告いたします。 

 

 

 

報告第３号 

 

   令和５年度中城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、令和５年度中城村一般

会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。 

 

  令和６年６月21日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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令和５年度 中城村一般会計繰越明許費繰越計算書 

                                      （単位：円） 

款 項 事 業 名 金 額 
翌年度 

繰越額 

左  の  財  源  内  訳 

既収入

特 定 

財 源 

未 収 入 特 定 財 源 

一般財源 
国県支出金 地方債 その他 

２ 総務費 

１ 
総務管理

費 
防災体制構築事業 9,820,000 5,137,000 0 0 0 0 5,137,000 

３ 

戸籍住民

基本台帳

費 

戸籍システム改修

事業 
3,894,000 3,894,000 0 3,894,000 0 0 0 

住基・戸籍システ

ム改修事業 
10,439,000 10,439,000 0 10,437,000 0 0 2,000 

３ 民生費 

１ 
社会福祉

費 

老人福祉センター

跡地用地測量業務 
1,375,000 1,375,000 0 0 0 0 1,375,000 

高齢者保健福祉計

画策定業務 
3,253,000 3,253,000 0 0 0 0 3,253,000 

障害者計画等策定

業務 
4,891,000 4,875,000 0 0 0 0 4,875,000 

地域医療介護総合

確保基金事業 
44,826,000 44,826,000 0 44,826,000 0 0 0 

臨時特別給付金事

業（追加分） 
289,884,000 155,076,000 0 155,076,000 0 0 0 

２ 
児童福祉

費 

保育施設機能強化

整備事業 
9,686,000 9,686,000 0 4,936,000 0 0 4,750,000 

６ 
農林水産

業費 
３ 水産業費 

水産物安定供給事

業 
14,233,000 14,218,000 0 11,391,000 2,800,000 0 27,000 

８ 土木費 

２ 
道路橋梁

費 

橋梁修繕事業 9,800,000 9,800,000 0 7,840,000 1,600,000 0 360,000 

奥間南上原線整備

事業 
21,884,000 21,883,802 0 17,506,642 3,900,000 0 477,160 

舗装構成改良事業 55,176,000 55,175,900 0 44,120,800 9,900,000 0 1,155,100 

４ 
都市計画

費 

民間事業者の活力

を活かした新たな

まちづくり促進事

業 

9,086,000 9,086,000 0 7,268,000 0 0 1,818,000 

10 教育費 

１ 
教育総務

費 

PFI導入による地元

小規模事業者等経

営安定化事業 

21,989,000 21,989,000 0 0 0 0 21,989,000 

２ 小学校費 
中城小学校磁気探

査業務 
37,400,000 37,400,000 0 0 0 0 37,400,000 

４ 幼稚園費 
中城村立幼稚園園

舎解体業務 
117,626,000 102,420,000 0 0 92,600,000 0 9,820,000 

６ 
保健体育

費 

吉の浦公園施設機

能強化整備事業 
98,371,000 98,371,000 0 75,838,000 18,900,000 0 3,633,000 

ごさまる・スポー

ツ観光交流拠点形

成推進事業 

11,978,000 11,978,000 0 9,582,000 2,300,000 0 96,000 

合     計 775,611,000 620,882,702 0 392,715,442 132,000,000 0 96,167,260 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の説明を終わ

ります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これで報告を終わります。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１２時０３分） 
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令和６年第６回中城村議会定例会（第４日目） 

招 集 年 月 日 令和６年６月21日（金） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 令和６年６月24日  （午前10時00分） 

散  会 令和６年６月24日  （午後２時30分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 小橋川 恵 美 ９ 番 大 城 常 良 

２ 番 玉那覇   登 10 番 欠   員 

３ 番 欠   員 12 番 金 城   章 

５ 番 新 垣 貞 則 13 番 新 垣 博 正 

６ 番 安 里 清 市 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 新 垣   修 15 番 石 原 昌 雄 

８ 番 屋 良 照 枝 16 番 伊 佐 則 勝 

    

欠 席 議 員 ４ 番 桃 原   清 11 番 仲 松 正 敏 

会議録署名議員 ５ 番 新 垣 貞 則 ６ 番 安 里 清 市 

職務のため本会議 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は答弁を含めず30分以内とします。 

 それでは通告書の順番に従って発言を許しま

す。 

 最初に、大城常良議員の一般質問を許します。 

 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 おはようございます。

６月定例会最初の一般質問を始めていきたいと

思います。議席番号９番、大城常良でございま

す。 

 ただいま議長の許可が出ましたので、これよ

り通告書に従いまして一般質問を行います。 

 まず、大枠の１番です。農業政策について。 

 ①農林水産省の地理的表示（ＧＩ制度）に中

城産島にんじんが申請から５年かけて登録され、

ブランド化に向けて取り組んでいると思うが、

今後、生産量の増や後継者の育成等、協議は行

われているのか。 

 ②地域計画の作成に伴う第１回農業みらい地

域座談会が５月に５地区に分けて行われました

が、各地区の参加人数及び課題はあったのか伺

います。 

 大枠の２番、学校給食費無償化について。 

 ①小学校・中学校の年間給食費の総額はいく

らなのか。 

 ②沖縄県が2025年度から中学校の給食費無償

化の２分の１を補助する方針を出したが、実質

的には無償化を行っている市町村が対象となっ

ている。本村においては、第３子以降の無償化

を行っているが、県が予定する方針に沿って、

まずは中学校の無償化を進めていく考えはない

か伺います。 

 大枠の３番、災害避難について。 

 ①４月３日の台湾地震で沖縄全域に津波警報

が発令されました。幸い津波の発生も小さく、

大事には至らなかったが、避難する段階で村道、

県道、国道が大変な渋滞を引き起こし、課題が

浮き彫りになりましたが、それの対策と、協議

は取りあえずやられたのかどうか伺います。 

 ②海地区、これは下地区の伊集から久場まで

のほうなんですけれども、避難道路及び避難場

所の状況はしっかり確認されているのか伺いま

す。 

 ③災害弱者への取組、それの対策は考えられ

ているのか。 

 以上、答弁を求めます。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、大城常良議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては産業振興課、大枠２

番は教育委員会、大枠３番につきましては総務

課のほうでお答えいたします。 

 私は、少しだけ所見を述べさせていただきま

す。 

 学校給食の件は、今、非常に話題になってい

るところでございますので、ただ、言えること

は、やはり判断は時の市町村長だと思いますの

で、次期村長が2025年度に向けてどういった政

策を打ち出していくのかによると思います。ち

なみに言わせていただければ、私は非常にいい

ことだとは思っておりますので、何かしらのい

い判断が得られるものだと期待をしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。大

枠２の学校給食の無償化についてですけれども、

給食費に関しては、保護者が負担しているのは

材料費の実費だけで、人件費や燃料費などは実

質、村が負担していることになっています。現

在のところですけれども、無償化にする予定は

ありません。 

 詳細については教育総務課長が答えます。 
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○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 おはようございます。それでは、大城常良

議員の大枠１の農業政策についての①について

お答えいたします。 

 ＧＩ制度への登録により、島にんじんのさら

なる生産振興に向け、ＪＡや沖縄県など関係機

関との協議は現在行っております。特に後継者

の育成につきましては重要な課題でありますの

で、関係機関との連携を図りながら補助事業を

活用した後継者支援に努めてまいります。 

 続きまして、②についてです。 

 農業みらい地域座談会の参加人数につきまし

ては、一般参加者の参加人数は、和宇慶土地改

良区59名、当間土地改良区で39名、上地区のほ

うで13名、合計111名の方に御参加いただきま

した。 

 課題につきましては、各地区から、担い手農

家の育成・支援、儲かる農業の仕組みづくり、

多様な販売先の確保、農業による地域活性化、

農業用水移設の整備など、様々な意見がありま

した。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠２の①、②

についてお答えいたします。 

 ①について、令和６年度の給食費の収入見込

額は小学生で1,483人の4,500円単価に掛ける11

回分として7,340万8,500円となっています。中

学生は518人掛ける単価5,000円の11回分で

2,849万円です。小中学生合計で１億189万

8,500円となっております。 

 ②について、給食費の無償化を行うためには

財源の確保が非常に重要と考えていますので、

事業実施については、沖縄県の動向も踏まえつ

つ検討したいと考えています。 

○議長 伊佐則勝 総務課長に代わりまして、

喉の調子がまだよくないようですので、副村長

 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 大枠３の質問についてお

答えいたします。 

 ４月３日に起きた台湾東部地震の影響で、13

年ぶりの沖縄本島などに一時的に津波警報が発

令され、避難指示も出されております。沖縄県

各地の道路では、高台に避難する人たちの車で

道路の渋滞が発生したことは記憶に残るものと

なっております。 

 本村においても幹線道路の渋滞が確認されて

おり、今後の避難時の渋滞対策について検討し

なければならないものとして認識をしておりま

す。 

 ２については、本村の東海岸に位置する地域

は、南側から14自治会が東海岸付近に集落があ

る状況でございます。各地域の避難道路として

の指定道路ではありませんが、村道などを通行

し、西側の国道329号線に向かう経路となって

おります。避難場所につきましては、各公共施

設、自治会公民館を指定避難所としております

が、津波災害の状況によって開設する施設を判

断しております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 

○福祉課長 照屋 淳 それでは、大枠３、③

についてお答えいたします。 

 改正災害対策基本法が2021年５月20日から施

行されております。災害時に自力避難が難しい

高齢者や障害者らの個別避難計画の策定が自治

体の努力義務となりました。 

 個別避難計画とは、高齢者や障害のある人な

どの自ら避難することが困難な避難行動要支援

者ごとに作成する避難支援のための計画となり

ます。 

 議員の質問にある災害弱者は、法律で規定さ

れた避難行動要支援者となり、本村では避難行

動要支援者台帳システムで管理しております。
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これらの避難行動要支援者の対応につきまして

は、個別避難計画の策定や平時の個人情報同意

に関する取扱いのルールの作成が現在できてい

ないため、これらの対応策を今後早急に検討し、

取組を強化したいと考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 それでは、再質問のほ

うに移っていきたいと思います。 

 まず、農業政策について、島にんじんが大々

的に報道、あるいはいろいろなところで、農家

の方からもＳＮＳ等で発信されておりまして、

大変高い関心度があるのかなというふうに思っ

ておりまして、非常にこれはいいことだと私の

ほうでも思っております。報道でも、これはＧ

Ｉに登録されたら、ほぼできるということで、

それについて、まだ今、生産量が村内で年間50

トンぐらいということで、県内での７割を占め

ていると。農家が約40名の方々がいるんですけ

れども、この方々が年齢的に高齢化に差しかか

っている段階だというふうに聞いているんです

けれども、その中で、大体、その農家の高齢化

の平均年齢というのが分かるんであれば、ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 平均年齢なんですが、今、地域座談会を行

っている状況で、現況地図を作成してもらって

います。これを今度、目標地図に書いていくん

ですが、今の現況地図の中では70代がほぼ占め

ていると考えています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 70代が大体主な生産者

ということなんですけれども、これは40人いら

っしゃるんですけれども、これ恐らく島にんじ

んだけではなくて、いろいろな農業に携わって

いる方々だと思うんですけれども、割合的にど

の地域が農家として多いのか、そのあたり把握

していらっしゃいますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 野菜、花卉、サトウキビ等あるんですが、サ

トウキビになると、泊地区のほうが大体40代の

農家がいて、和宇慶地区のほうになると、やっ

ぱり70代で、津覇地区に入ってくると、農業青

年クラブのほうが大体占めてきますので、若い

というのであれば、もう泊地区のほうが今ほぼ

占めているということになります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 報道では、主催という

のかな、これが中城村と、中城村の野菜産地協

議会というところが書かれているんですけれど

も、その産地協議会というのをちょっと説明を

お願いできますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 野菜産地協議会の目的につきましては、村内

の野菜の出荷拡大を図るために、生産者をはじ

めとする関係機関が一体となって生産技術、経

営指導等の問題解決に向けて指導を行い、計画

生産、出荷体制の確立を図りながら農家経営の

安定向上に寄与することを目的としております。 

 構成員につきましては、産業振興課ですね、

あとは沖縄県の中部農業改良普及センター、Ｊ

Ａおきなわの中城支店と、あとＪＡおきなわ中

部地区営農振興センターと、ＪＡおきなわの野

菜生産部会、その他の野菜生産者が構成員とな

っております。 

 活動内容につきましては、島にんじんのセレ

モニーや収穫体験の実施など、販売促進に関す

る事業やＪＡが主催する各野菜品目の目揃会の
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参加、また、甘蔗の優良種苗の配布など、野菜

の生産振興に向けた各種取組を行っております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 産地協議会というのは

相当の枠で行われているということなんですけ

れども、先ほどに戻りますけれども、農家40名

の中のほうで、大体、島にんじんを栽培してい

るというのは40名全てなのか、あるいはその中

で限られた方たちが、北浜地区、南浜地区、和

宇慶地区でやられているのか。そのほかの地域

でも島にんじん栽培を行っている方が何名ほど

いらっしゃるのか。細かくなるんですけれども、

その割合がちょっと分かればお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 島にんじんを生産している農家は40名とい

うことで、うちのほうで30名で把握はしており

ます。生産部会に加入している農家が15名で、

あと……、ちょっと休憩。あと何でしたっけ。 

○９番 大城常良議員 他の所で当間地区とか、

向こうらへんでも、やられている人がいるのか

どうか、島にんじんの生産を。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 あと、大体、和宇慶地区のほうでは島にん

じんを主にはやっているんですが、葉野菜など

も一応生産しながら行っている農家が多数あり

ます。当間地区のほうに行くと、また生産量に

つきましては少ないんですが、そこでも農業青

年が少しずつは作ってはおります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 主に和宇慶地区で栽培

されていると思うんですけれども、例えば品質

的にほかの地域で、当間地区等で、今、青年ク

ラブがやっている方がいるということなんです

けれども、品質的には全く変わらないのかどう

かですね。土壌が違って、ちょっと黄色みが薄

くなるとか、フィルムを使っていろいろ保護は

しているんですけれども、それについて何か、

やはり産地である和宇慶地区と当間地区でやっ

た場合の違いが何かあるのか、そのあたりはい

かがですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 違いということはそんなにないと思います。

それは、村が持っている種子をそのまま配って

おります。農家さんのほうは、次年度また直採

種で、その種子を取るのですが、ＪＡのほうに

出荷されている島にんじんは企画内であって、

その品質にはそんな変わりはないと考えられま

す。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 平均年齢が70代という

ことなんですけれども、それについて、後継者

ですね、その中で今現在何名ぐらいが、これ後

継者がいますねというような方々がいるのか。

あるいはまた、誰ひとり後継者としてのめどが

ついていないのか。そのあたり担当課としては

把握しているのかどうかですね。先ほど言った

みらい会議の中での後継者育成というのは重要

で基本的なものだということなんですけれども、

今現在、何名ほどいらっしゃるのかちょっとお

聞きします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 後継者になると、さっきの答弁と重複しま

すが、高齢化や担い手不足、耕作放棄地の解消

等、今、全国的にも課題になっております。な

ので、今現在、地域座談会において、各地域の

農家が思っている課題を取り上げながら、地域

が何を望んでいるかをまず把握して、その課題

を解消していけば、担い手も新規就農者も、若

い農業者も増えてくるのではないかと考えてお
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ります。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ということは、現段階

では後継者の何名いるかというのは把握してい

ないということですね。 

 それでは、先ほど農業青年クラブの話が出た

んですけれども、彼らは今どういう状況で、連

携しながら関わっているのか。前、９名の農業

青年クラブの会員がいたんですけれども、現在

は何名ほどいるのか、多くなったのか、少なく

なったのか、そのあたり伺います。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 今現状維持でなんですが、７月の初めに今度、

総会を行う予定であります。その中で、今、こ

の青年クラブの方々がいろいろ情報を回しなが

ら、加入の促進を図っておりますので、また、

西原町の青年クラブ等も交流を図りながら、い

かに若い方々を増やしていくかという協議も行

っております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 ある程度理解をしまし

たので、次、②のほうに移っていきます。 

 農業みらい座談会ということで、５月に５地

区行われました。現在、先週もですね、第２回

目が全て終わったというふうに理解しているん

ですけれども、やっぱり先ほど課長の答弁にあ

ったとおり、各地区で担い手の農家の育成と、

あるいは儲かる農業、農業の機械化と様々な意

見が出てきまして、その中で２回目ですね、先

週ちょっと行けなかったもんですから、把握し

ていないんですけれども、いろいろな取組の中

で、何か朗報があったのか、その意見の中で、

５地区の中で、これはいいなというような意見

が出たんであれば、ちょっとお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えいたします。 

 今回開催した座談会の中、各地区からいろい

ろな課題が上がってきました。その課題を10項

目ぐらい各地区から上がったのをさらに３項目

に絞り込んで、この地区に合った理想像に向か

った地域計画を策定していこうと今進めており

ます。来月には、またこの３項目をさらに細か

く取りまとめて、11月には最終の取りまとめを

行っていく予定です。各地域の話合いでは、や

っぱり高齢化による担い手不足や耕作放棄地の

解消と、地域が抱える問題は多々ありました。

その中でも、やっぱり儲ける農業、近代化の農

業と、あと地域との触れ合いながらの農業を行

っていければという意見がありました。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは来月の第３回目

のまた会議が行われると思いますけれども、し

っかり状況把握、あるいはそれの課題解決を目

指して、ぜひひとつ10年後の農業政策というこ

とになっているんですけれども、私たちはもう

喫緊の３年後、５年後、そのあたりもぜひ検討

していただいて、３年後どうする、５年後どう

する、さらにあと５年後、10年後にしっかり農

業を立て直していこうというような話に持って

いければなと思うんで、ぜひひとつそこらあた

りも課長中心にしっかりと対応して、是非儲か

る農業は何なのかと、あるいはまた後継者を育

成するにはどうしたらいいだろうかというのも

含めて対応のほうをしっかり頑張っていってく

ださい。 

 それでは、大枠２番のほうに移っていきます。 

 教育長は、現段階ではもう無償化は考えてい

ないということなんですけれども、県の方針も

変わっておりまして、一律２分の１を補助する

考えに計画変更ということで報道ではありまし

たけれども、その前に質問書を提出しているも
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んですから、無償化になった地域だけが当初、

２分の１の補助ということだったんで、そうな

った場合、村はできるんだろうかなということ

で、相当危惧していたもんですから。やはり２

分の１というのは相当大きい金額になると思い

ますので、それが一律２分の１ということに変

わっているんで。無償化は少し先に伸ばしても、

２分の１の補助があれば、皆さん、保護者の

方々も相当負担減になるんじゃないかなと思っ

ているんで。ぜひひとつこれもどんどん進めて

いっていただきたいと。 

 これ令和６年４月から200円の給食のアップ

があったんですけれども、今年200円、来年も

200円ということで、トータル400円上がる予定

なんですけれども。例えばこれが２分の１の支

援金が県から出た場合、素直に現行の、例えば

中学校ですと月額5,000円が半分の2,500円にな

るのか、次年度４月から。そのあたりいかがで

すか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 では、お答えい

たします。 

 今回、令和６年度において給食費の改定を行

っております。小学生、中学生、一律200円の

補助をしておりますが、令和７年度については、

まだ補助の見通しは立っていません。基本的に

は、給食費そのまま全額としていきたいと思っ

ています。令和７年度からの給食費の助成につ

いては、県のほうからの方針で２分の１相当額

を補助できるということなので、それに近い金

額が補助されるというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは例えば報道から

の話なんですけれども、島尻地区、那覇地区が

説明会があって、もう終了したということで、

いろいろ書かれていたんですけれども、中頭地

区というのはもう終わったのかどうか、説明会

を。終わったのであれば、ぜひ内容等をちょっ

と伺いたいんですけれども、そのあたりどうで

すか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 今、県のほうでは各市町村と意見交換会を開

催しております。中部地区におきましては明日

25日に説明会が開かれます。その際に各市町村

との意見交換で要望等を上げていきたいという

ふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 まだ終わっていなくて、

あした、中頭地区の説明会があるということで

よろしいですね。 

 今、課長は要望等は要望していきたいという

ことなんですけれども、本村から例えばどうい

う要望を県に上げていきたいのか、そのあたり、

まとまっていればちょっとお聞きできますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城村としても無償化に向けて、全額を補助

していただきたいというのは、中城村だけでは

なく、全市町村が要望してきております。 

 本村としましては、琉大附属とか、各私立に

通っている生徒もいますので、公立以外の中学

校に対しても各学校へ補助していただきたいと

いうふうに要望を上げています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えば今のはあれです

か、公立、中城中学校に通っている、あるいは

琉大とか私立に通っている方々がいる場合には、

その私立の方々には、この補助２分の１という

のは、現在のところ予定はされていないという

ことで理解していいですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 現在、私たち市

町村のほうには公立学校のみということで通知
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が来ております。実際に私立についてはまだ把

握はできておりませんが、その対象になってい

ないというふうに考えています。ですので、こ

ちらからはそういう学校に対しても補助してい

ただきたいというふうに考え、その要望を上げ

ていきたいと思っています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これは県のほうでは、

また準要保護とか、そういう方々も対象としな

いという旨の発表があったんですけれども、そ

のあたり、今現在の給食費の準要保護の方々へ

の補助というのはあるのかないのか、そのあた

りはどうですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、準要保護世帯に該当している支援の必

要な世帯については、給食費を全額補助してお

りますので、無償化になっていると言っていい

と思います。 

 県からは、この準要保護の事業費が地方交付

税を算定する際の基準財政需要額に算入されて

いるということから、今回その部分は対象外と

して扱っています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 じゃ交付金として対象

になっているということで、県のほうもそれで

賄っているという理解でよろしいですね。 

 ということは、11月頃におそらく次年度の予

算編成があると思うんですけれども、その中で、

県が２分の１を一律で各市町村に補助しましょ

うという段階になれば、先ほど言った5,000円

を2,500円でできるという段取りで教育委員会

としてはやっていくということでよろしいです

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 この県からの補助金につきましては上限額を

設けるような考えがあります。その上限額をど

こまでするかというのが、今後この市町村との

意見交換会等で行っていくというふうに見込ま

れております。これからこの意見交換会後にも

調査等行っていって、県としては来年１月末ま

でに要綱を作成するということになっています

ので、予算編成にぎりぎりな状況ではあります

が、この動向も踏まえつつ予算措置はしていき

たいというふうに考えています。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 中学校で約2,800万ぐ

らいですか、小学校合わせたら7,340万ぐらい

で、トータルで１億ちょっと超えるもんですか

ら、我々としてはぜひ小学校まで完全無償化を

やってほしいなというのが本旨なんですけれど

も。どうしても各市町村の財源の関係で、でき

るのもどんどん後ろ倒しになっていくのかなと

いうふうに思っているんで。ぜひ県のほうには

しっかりと要望を伝えていただいて、当面はも

う中学校が主体だということなんですけれども、

小学校も含めた無償化のほうを進めていけるよ

うに、県や国に我々からも意見書等も出してい

きたいと思いますし、村のほうも随時、ぜひ情

報を十分得ながら、しっかりと対応できるよう

に。保護者の方々、子育ての厳しい中で、物価

高騰もそうですけれども、大変厳しい今状況で

生活している方々がいらっしゃいますので、そ

のあたりもぜひ考慮していただいて、できると

ころは何でもやっていくということで、進めて

いってください。 

 それでは、大枠３番目にいきます。災害避難

についてです。 

 副村長からあったように、13年ぶりに津波避

難が出たということであるんですけれども、こ

れ４月３日で、今６月、２か月以上前の話にな

ってしまっているんで、これ検討しなければな

らないということなんですけれども、私のほう
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では、もう検討終わっているんだなと、あれだ

けの渋滞を引き起こした中で、何らかの対策は

打っているのかなというふうに思っていたんで

すけれども。これは今後検討していくのか、あ

るいは今もう検討は始まっているのか、そのあ

たりどうですか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 車での避難ということで、

渋滞が引き起こされています。津波の避難とい

うのは、一次的には垂直に、高台のほうへ徒歩

で避難するというのが原則であるというふうに

考えております。 

 その中で、今後、下地区の方が国道、上のほ

うまで避難するということで車を運転し、高台

のほうまで車を運転していっているということ

で渋滞が引き起こされておりますので、そのよ

うなことも含めて今後検討が必要じゃないかな

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 例えば今、前の４月３

日の話になるんですけれども、やはり国道で、

村道、県道ですね、全てが渋滞してもう身動き

取れないと。１時間ぐらいで、例えば屋宜から

奥間の十字路までに１時間かかってしまったと

いうような状況もあるもんで。これも沖縄の人

はそうなんだろうと思うんですけれども、どこ

かへ行くときは車を使うという判断でしか動い

ていないなということも考えたんですけれども、

やっぱりそれは津波が来る想定をしていただい

て、しっかり徒歩で垂直移動してもらうと。車

とか、あるいは大事なものはしっかりかばんに

入れて持っていってほしいんですけれども、そ

れ以外のものは、もうお家にそのまま置いて、

ぜひすぐ避難してくださいというような取決め

もやっておかないと、みんながみんなもう近く

だろうが遠くだろうが、車ですぐ山に登ろうと

する判断でやっているもんですから。それがさ

らにもう下地区の方々になると、全くどうして

いいか分からないと。例えば今、年に２回、避

難訓練も行っているんですけれども、どこを通

ってどこに避難すればいいのかというような話

も、これは総会の中でも話があったもんですか

ら。例えば海に近い、海から50メートルしか離

れていない地域で、どう逃げたらいいのと。誰

か助けに来るのとかいうのも我々も全く把握も

していないし、誰がどこに住んでいるかも、ま

だまだしっかり、把握していないもんですから。

同じ地域でも海地区に住んでいる方々が何名い

て、その方々がどういう状況で、歩けるのか、

車椅子なのか、そのあたりも、先ほど福祉課長

は個人情報の関係で、ちょっと中身までは知り

得ないと、知らせられないという話をしていた

んですけれども、やはり自治会長あたりには、

こういう方がこのお家にはいますよと。自治会

長としては、それを把握して、ぜひ役員会や総

会の中で、じゃそこに何か危険が迫った場合に

は、近隣の誰かが対応してもらうと。 

 やはりもう昼も夜も関係なく、災害というの

は発生しますので、そのあたりをどう対応して

いくのかというのも、地域は地域でちょっと協

議していただいてということはあると思うんで

すけれども、その中でも全て地域で把握しない

といけないのかという中で、参加者からも、ち

ょっと情報だけでも行政のほうからもらえない

かと。どういう方が、例えば80歳以上がその土

地にはいらっしゃって、もう歩けない状態だと。

車椅子を使わないと、どうしても救助できない

という方々なのか、自力で外へ出て歩ける方な

のかというのを、そのあたり、ぎりぎりまでの

情報があれば、地域としてもやりやすいんだけ

どなという話があるもんですから。そのあたり

福祉課長のほうで、大体どのあたりまでがぎり

ぎり情報を出せる範囲なのかですね、そういう

のは例えば区別できるのかどうか。どうですか。 

○議長 伊佐則勝 福祉課長 照屋 淳。 
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○福祉課長 照屋 淳 お答えします。 

 今現在、実態調査をやっている範囲内でいい

ますと、氏名、住所、生年月日で要介護度、障

害手帳の有無、服薬、あと医療機関の情報、御

家族さんの情報。先ほどの要介護の状態につい

ては、介護認定を受けている方々は、車椅子な

のかどうかとか、そういったような内容は今把

握している部分はあります。 

 個人情報同意を得られている方々については、

これらの情報を、まず基本的に自治会、民生委

員、警察、消防、社協、この５つの団体に対し

て情報を開示していいかどうかということの同

意を取っております。この同意を取った後の提

供のルールのほうが、今、全国の市町村やら県

内の市町村のいろんな情報を集めている最中で

はあるんですが、やはり地域においていろんな

やり方がある中で、中城においてどのやり方が

いいのかどうかというところをまだ決めきれて

いないというのが現状です。 

 参考になれば、基本的には自治会のほうと村

が協定を結んで、その情報を自治会でまず基本

的に管理していただく、コピーとかはなし、開

示、見て確認をしていただく。それを基に、そ

の方の周辺の方々が通常の見守りの中で声かけ

をしていただく。これが一つの個別支援計画に

なっていくわけです。これが地域型の個別支援

計画というものになりますので、その形でつく

りやすい地域においては、この地域型の個別支

援計画の流れを示していきたいなとは今考えて

おります。 

 どうしても村が１件１件全ての避難計画を立

てるのは物理的に無理なので、これどうしても

地域の方々の協力が必要になってきます。なの

で、今現在、社協を中心にふれあいマップとい

うものを意見交換しながら各地域に今進めてい

るところです。このふれあいマップについての

モデル事業を今後考えておりますので、その中

で先行する自治会含めて、モデル事業の中でこ

ういった開示についてのルールづくりというも

のもやっていけたらいいのかなとは今考えてい

るところです。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 大城常良議員。 

○９番 大城常良議員 これ災害弱者というの

は非常に、地震が起きた場合、心労して、心配

で、誰もいない、通常はいるんだけれども、昼

間だったらもう誰もいないという中では、もう

心配しかないと思いますので、ぜひ課長言われ

たね、社協とかその他のところとも連携して、

ぜひ自治会長を中心に、個別に大体どれぐらい

いるというのを把握していれば、地域も動きや

すいというふうに思うんで、またしっかりやっ

ていただきたいと思います。 

 戻って、①のほうです。これについて、副村

長、さっき言われたんですけれども、これから

やっていくということで、しっかりとそのほう

も、地域を通し、あるいは自治会長を通して、

地域で何が必要かというのをしっかり含めてい

ただきたいと。 

 あと、災害避難する場合に、どの道を通った

らいいねというのはぜひ担当課、それと自治会

も含めて、こっちが一番いい道じゃないかと、

こっちからは通れるよというのも含めて、でも、

車はどうするのかと、いろいろな小さいところ

まで出てくると思うんですけれども、そのあた

りも含めて詰めていただくよう、起こってから

できなかったという話は通りませんので、ぜひ

次に大災害が起こる前にしっかり対応して、そ

のお家の方はＡ道を通って、Ｂ施設に入るとい

うようなところまで整えていただきたいと。そ

れは行政だけではなくて、先ほど言ったとおり、

地域、それから自治会もしっかりと対応して、

同時に、一緒にやっていくというところでお願

いしたいと思います。 

 次、避難場所になるんですけれども、これは

②のほうです。下側が津波の大変危険な場所だ
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というところで、14字、村道を通って公共施設、

あるいは公民館ということなんですけれども。

一番、やっぱりそういうところで危ないのは北

浜ですね。海のそばで、すぐ30メートル、20メ

ートルのところに公民館があって、みんなそこ

に集まりなさいよと言われても、誰も集まらな

いはずですので。そのあたりをどう地域と連携

して、じゃそこは公民館危ないから、ここに集

まって、ここから一緒に行きましょうかとか、

あるいは個別ですぐ逃げられるように、この道

を通ってしっかり上のほうにできるだけ素早く

対応していくように、周辺の方々も協力を得な

がらということになると思いますので、そこは

しっかり担当課も十分注意しながら、どうすれ

ば一番時間的な対応の速さ、あるいは人命救助

がどうやればできるのか、そのあたりも含めて

ぜひ対策を練っていただきたいと思いますので、

これをぜひよろしくお願いします。 

 これで一般質問を終わりますけれども、村長、

４期16年間、大変お疲れさまでした。急な、私

も５期目出馬するのかなというふうに思ってい

たんですけれども、決断したということなので、

今後また村政に携わる機会は少なくなるという

ふうに思うんですけれども、今後もまた何かと

健闘を祈っております。ぜひ頑張ってください。 

 これで終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で、大城常良議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時００分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、金城 章議員の一般質問を許し

ます。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、一般質問

を行います。12番、金城 章でございます。 

 質疑をする前に、昨日ですね、６月23日、慰

霊祭がありまして、宮古高校の仲間さんの詩を

聞いて、心打たれました。戦後平和な日本が来

て、沖縄も平和だなと一瞬思っていますけれど

も、これからもまたお互いいろんなことを考え

ていきながら進めて暮らしていかないといけな

いなとつくづく感じました。高校生の詩があれ

ほど県民、それから参列者皆さんの心を打たれ

る詩を作ることは、やっぱり皆さん考え方がす

ごいものがあるなというふうに感じました。 

 それでは、通告書を読み上げて質問に移りた

いと思います。 

 大枠１、道路行政について。 

 宜野湾横断道路の進捗はどうか。 

 ②久場前浜線の開通予定はいつか。 

 ３番はちょっと書き方を間違えていますが、

今後この久場前浜線の変更工事の考えはあるの

かどうか。工事計画があるかどうかです。これ

ちょっと書き違えてあります、すみません。 

 大枠２、農用地利用と用途変更についてであ

ります。安里・当間地区にタウンセンター内で

の農用地の今後の活用をどう考えているか。 

 農用地の用途変更は可能かどうか。 

 農用地の村役場での活用計画の考えはあるか。 

 ③です。これも少し、主要道路ですね、国道

329号線両サイドです。村道の主道両サイド側

の用途変更等は考えはあるかそうか。 

 大枠３、新中城中学校建設について。中学校

建設前に周辺地域の環境整備計画の進捗と考え。

会議等は計画しているかどうか、行っているか

どうかです。 

 ①周辺道路の拡張と歩道計画の考えはあるか。 

 ②信号機ですね、これ。センサーつきを安里

中央道、国道329入り口の近くにつける計画は

あるかどうかです。そこは今でもちょっと出入

りが困難な場所でありまして、これまでにも何

度か事故がありますので、以前に私が宜野湾署

に行ってお願いをしていますが、一向に進まな
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いです。中学校が来れば、また事故多発地域に

なりますので、ぜひ考えをどうか。よろしくお

願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、金城 章議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては都市建設課、大枠２

番も都市建設課と産業振興課、大枠３番につき

ましても都市建設課と、ここは住民生活課でお

答えをいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０６分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、金城 

章議員の大枠１番の①、②、③、大枠２番の③、

大枠３番の①についてお答えいたします。 

 まず、大枠１番の①です。 

 宜野湾横断道路（中城地区）については、道

路予備修正設計及び橋梁予備設計を今年度発注

し、事業化に向けた調査、検討を進めていると

伺っております。宜野湾横断道路は、ハシゴ道

路ネットワークの強化、救急医療体制の強化、

防災避難体制及び物資輸送力の強化、東海岸サ

ンライズベルト構想への寄与、中城インターチ

ェンジ周辺の新たなまちづくりなどの効果が期

待でき、中城村や近隣市町村、ひいては沖縄県

全体の振興に寄与するものと思慮されることか

ら、早期の整備が必要であると考えております。

村としても早期事業化に向けて、沖縄県と引き

続き協力してまいります。 

 大枠１番の②については、現在、用地交渉を

行っている段階であります。用地取得後の工事

となるため、開通予定は現在のところは未定と

なっております。 

 ③久場前浜原線の新規の道路変更の計画とい

うものはございません。従来どおり用地取得が

できたら当初の設計どおり進めてまいる所存で

あります。 

 大枠２番の③について、安里・当間地区にお

いては、現在市街化調整区域での地区計画を策

定中であり、その計画内の国道329号沿いは、

国道沿道活用地区として、国道329号沿道の立

地特性を生かした商業・業務施設などの誘導を

図る用途設定を予定しており、村道側において

は、住宅・サービス複合地区として、良好な住

環境の形成及び住民サービス施設が複合する土

地利用を図るための用途設定を行う予定となっ

ております。 

 大枠３番の①につきまして、中城村役場から

公共駐車場までの村道佐久川原線の１号、公共

駐車場横の村道安里下原線の３号は、役場に隣

接する中城ひらやすこども園のように敷地をセ

ットバックして、歩道用地を確保いたします。

歩車道境界にはガードパイプを設置し、歩行者

と車両通行を分離する計画です。道路の拡張は、

予定はしておりません。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 金城 章議員の大枠２の①についてお答え

いたします。 

 農用地用途変更につきましては、農業振興地

域の整備に関する法律や農地法の各種要件を満

たせば、農振農用地区域からの除外及び農地転

用は可能であると考えます。 

 続きまして、②についてです。 

 現在のところ計画はございません。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 金城 章議員の御

質問、大枠３の②についてお答えいたします。 
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 村道安里中央線入り口の信号機については、

令和６年５月21日付で交通規制に関する要請を

宜野湾警察署へ提出し、６月13日、要請箇所に

ついて沖縄県警本部、宜野湾警察署の担当者と

現地の確認、説明を行っております。引き続き

信号機の設置に向けて取り組んでまいります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、もう一度

確認のため、再質問します。 

 課長、この宜野湾道路というのは設計をして

いる段階という話ですけれども、進捗の確認し

ていらっしゃる、どういう感じで今進んでいる

かだけ、もう一度だけ。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 現在、事業化に向けた予備設計を既に行って

おりまして、その修正、検討を行っているとい

うことで伺っております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 進捗がないというこ

となのかな。分かりました。 

 この宜野湾横断道路について、県との打合せ

は今までありましたか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 令和２年、３年だ

ったと思いますが、検討委員会というものを開

いております。その後、この事業化に向けて、

中部土木と都市建設課のほうで協議は令和５年

度に２回ほど行っております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 令和５年に２回行っ

たという協議、どういう感じの協議内容か少し

教えてください。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 まだ事業化はされ

ていないんですが、ルートというのがある程度、

予備設計のほうで決まっておりますので、その

ルートに関する懸念事項とか、あと取付け道路

とかもありますので、そういう調整、また、国

道329号に接続する、そのルートについての調

整などを行いました。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 分かりました。 

 ぜひルートもこの取付け道路も、将来的に中

城村民が利用していい宜野湾横断道路を造って

いけるように打合せは綿密に行っていただきた

いと思います。 

 続きまして、久場前浜原線の開通、未定とい

うことでありましたけれども、用地交渉は行き

ましたか、いつ頃行ったのかな。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 一番直近では、令

和５年３月に行っております。そのときに、現

在、期間が結構たっておりますので、用地取得

額の時点修正というものを行うということで、

そのときの交渉では、そこまで進んでおります。

この時点修正をまた鑑定し直して、それを基に

また交渉に移っていきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 これは長いこと打合

せに行っていないということですね。 

 もう一つだけ。この道路、現在終えている工

事は何年前ですか、それとこれまでかかった総

工費と補助金があります。この補助金の正式な

名称を教えてください。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在ちょっと資料

がなくて、総工費とかそういうものを後ほどま

た調べて報告いたします。 

 交付金につきましては、電源立地交付金を活

用しております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 私が調べたところ、

総事業費３億9,000万だったと思いますけれど

も、これが今の出来高が３億7,200万だと思い
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ます。あとでまた調べてちゃんと合わせたいと

思いますけれども。 

 これから行う、まだ未買収と未工事がありま

すよね、設計上。そこのお金はこの交付金で出

費は可能なのかな。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 この場所につきま

しては、もう交付金の対象を過ぎていると思わ

れます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、まだ設計

どおり、先ほど課長は工事を行うという話であ

りました。この予算はどの予算で、もし用地交

渉できたら、用地買収費、工事費はどの予算で

出ますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 道路計画につきま

しては、当初の計画がございますので、それを

活用して単費による出費になると思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 もう一度だけ。 

 課長、この道路、今、工事、出来上がったこ

とで何年たちますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 最終の年月日が平

成25年から26年だったと思われますので、約10

年近くですかね。10年近くだと認識しておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今残った工事は用地

買上げも工事も単費で行うと答弁がありました

けれども、村長、この件についてどう思います

か。久場前浜原線の用地、地主さんに会って交

渉しましたか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 しておりません。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 それでは、副村長は

用地交渉に地主さんとお会いになりましたか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 用地交渉に行ってはおり

ません。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 これですね、今議会

で議案第36号の登又の用地取得がありましたね。

これは、出入口が工事が多くかかるということ

で、使えない用地は買うという議案がありまし

た。たしか予算を削減することですね。逆にこ

れは、さっき言った総工費から引いたら1,700

万ぐらいの用地が今ではこの工事費はもうちょ

っと上がるんじゃないかなと見ていますけれど

も。それだけの費用がかかってくるんです、村

長。これを何で、どうして担当課任せでトップ

が一度も行っていないということが、お二方、

一度も行っていないということが答弁返ってく

るのか分からなくて。単費で1,700万、先ほど

の議案第36号の登又の用地が1,500万ぐらい安

く上がると。それでも使えない用地は買うと、

そういうことで議案を予算削減の予定で賛成し

たはずです。この単費を出すということに対し

てはどういう考えを持っていらっしゃるのかだ

け聞きたい。用地交渉も担当課任せで村長、副

村長が行っていないということはどう思われま

すか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 交渉事というのはトップが出てやれば全て済

むということではないですよ。その案件案件に

よって、私もあえて言わせていただきますけれ

ども、その道のプロですので。そういうことを

余計に、言うならば意図が絡み合うだとか、い

ろんなことがあって、担当での話に指示をしな

がら、こういうときにはこういう話をしなさい

ということをきちんとやっているつもりでござ

いますので。議員からトップが行く行かないの

ことを言われるということは、私は筋違いだと
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思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 私、地主に会ってき

ました。村が誠意を持っていろんな対処をすれ

ば、別に拒みはしないと。これまでにそういう

誠意がなかったらしいですね。これは今、村長

が答弁なさったように、担当課ができなければ、

一緒についていっていでも、副村長でも村長で

もついていって、話の内容は詰めるべきじゃな

いですかね。約1,700万、単費ですよ。こうい

うのを解決するのがトップの役目じゃないかな

と私は思うんですけれども。村長は今、答弁な

さったとおり、もうそこだけしか思っていない。

トップが行けば解決することも。この案件もト

ップが行けば解決するんじゃないですかね。退

職まで残り10日間ありますけれども、その10日

間で解決する予定はないですか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 どこまでいっても平行線だ

と思いますよ。今、議員は議員の考えで、その

ほうがいいんじゃないかと。私はそうじゃない

という話をしている。だから、それはお互い主

観をずっとぶつけ合っても、もう解決にはなり

ませんので。今回、例えば人が替われば、私が

替わります。人が替われば解決するすべもある

かもしれない。私が解決しようという話だけで

はないということは分かっていただきたいと思

いますし、また、この件につきましては、議員

もよく知っていらっしゃると私は思っておりま

すよ。あえてこの場であと10日しかない任期の

私にこういう話をするというのもいかがなもの

かと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 村長、逆なんですよ。

先ほど10年と言っていましたよね、村長。10日

も結構長いです、10日も。新しい村長がこうい

う困った事業を残されて、事案を残されて、解

決できると考えていますか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 困った物件の話をするんで

したら、私が就任したときに私が決めたもので

もありませんのでね、これは。そうじゃなくて

ももう村長になったからには解決しなくちゃい

けないものは、自分が手がけたものじゃなくて

もやらなくちゃいけないものがたくさんあるわ

けですよ。そういう意味では、今回の件につき

ましても、私が替われば、村の課題としてまた

新しい村長と、また皆さんでいい方法が取れる

ものだと確信をしておりますけれども。それを

やはり議員の皆さん方も、特に金城 章議員も、

そういう職種にも就いていた経験もあるわけで

すから、いろんなアドバイスで解決に向けて頑

張っていただきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 残された期間でも、

少しでもね、地主にお会いになって、電話でも

よろしいです。どうしたら解決できるかという

ことはやったほうがいいんじゃないかなと思い

ます。 

 副村長、今の村長への質問と全く同じ質問で

すけれども、どうですか。残された期間で副村

長もまた出向いて解決する考えはないですか。 

○議長 伊佐則勝 副村長 比嘉忠典。 

○副村長 比嘉忠典 この件については、以前

にも私のほうに質問があったことがございます

が、先ほど担当課長から時点修正の話もござい

ました。以前からこの技術的な部分での地主と

の擦れ違いがあって今の状況になっております。

用地の費用の問題ですよね、これ時点修正とい

うのは。そういうことで、私が行くよりは、そ

れに精通している担当課のほうが好ましいとい

うふうに判断しております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 考えないということ

でいいですか。 

 それに対して、これ当初の金額ですから、ま
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だかかりますけれども、単費でこの1,700万出

すということをどれだけ大きい金額かよく考え

てくださいね。この件はまた質問しますので、

次に移ります。 

 農用地の変更は大丈夫ということ、大枠２で

す。この今、タウンセンター内の農用地、地主

さんで変更を望んでいる方はもう何名かいらっ

しゃるかどうか確認だけ、もう一度。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 このタウンセンタ

ー地区内の現在残っている農振農用地を変更し

ている方というのは現在把握はしておりません

が、この調整地区の地区計画というものの中で

は、やはり農振農用地は含められないというこ

とで、この地区計画からは除外している状況で

あります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 農林課長にちょっと

伺います。これ農地変更で５年間で農地からま

た用途変更しないという、ありますよね。そう

いうのは申請とかは上がっていないですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 計画変更する予定は今ありません。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 タウンセンター内の

近くですね、安里、当間に、何件か地主さんか

ら、この農地から変更したいという方もお話を

聞きましたけれども、その申請は出ていないと

いうことですかね。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 昨年、全体計画で見直しを行ったばかりで

はございます。個別に一部見直しというのは今

のところ出ていないと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 そうですか。ちょっ

と地主さんから、お二方から申請したいような

話を聞いたもんですから、今、農用地の変更は

出したんですけれども、出ていないということ

ですね。後でもう一度、確かめますので。 

 この農用地を、今、白ですけれども、役場で

利用する計画はない、先ほどの答弁にもありま

したけれども、これから島にんじんと、また中

城の特産、在来種の育成とか、そういうのに使

える農用地だと、役場がやれば、この農用地を

もっと有効に利用できるんじゃないかなという

ふうに私考えますけれども。全くそういう考え

がない。この農用地を役場が利用して、現状ほ

とんど今のところ何も作物を植えられていない

し、雑草でいっぱいですよね。それを役場が借

り切って、どうにか作物を作れる状態へ救って

いかないといけないと思うんですけれども、そ

の考えはないですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 耕作放棄地とか、土地改良区の中には様々あ

ると思います。今、大城議員にも答弁しました

が、地域座談会の中で、いかにこの地区をどう

すべきか、どうしていくべきかということを今、

話合いを行っている途中ですので、その地区に

合ったものをまた地域の皆さんが意見が出てく

ると思いますので、その中でこの活用方法を考

えていきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ぜひですね、この座

談会でも主なこととして、考えを詰めていただ

きたいと思います。 

 それでは③です。今、課長ちょっとこの国道

両サイドと村道の主な村道に行政では変更予定

だと。これは手続等行っているわけですかね。
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那覇広域でも中部広域でも、差がないと思って

僕は質問しているんですけれども、この変更は

いつ頃可能なのかな、先ほどの答弁で商業地と

か、別のいろんなものを造れるように変更した

いということですけれども、どのぐらいで可能

かどうかを。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 昨年から行ってお

ります那覇広域の中での調整地区での地区計画

というものを安里・当間地区範囲を指定して、

これを昨年度から行っております。今年度中に

この地区計画策定を目指して、現在進んでいる

ところであります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 これ今、タウンセン

ター内だけの用途変更だけということですか。

これ国道329号沿いは北から南までずっと、久

場から伊集までの間あるんですけれども、この

国道とか、主たる要するに村道がありますよね、

屋宜、安里、当間、前浜線ですか、これ。安里

中央、奥間浜線ですか。そういったところは全

然計画、その両サイドにお家が造れるぐらいの

計画はやらないんですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 この安里・当間地

区のタウンセンターというものは、中学校の移

転場所でもありますし、これは早急な対応が必

要ということで、今、那覇広域の中でもできる、

この調整地区の地区計画というものを進めてお

ります。 

 村全体といたしましては、令和５年に策定し

ました中城・北中城共同まちづくりを基に、現

在、中部広域に移行して非線引区域となって、

独自で用途設定するために土地利用計画、立地

適正化計画を現在策定しながら、令和９年の改

定に向けて進んでいるところであります。その

中で、やはり国道沿いというものは、そこで土

地利用できるものを検討しながら沿道地区の用

途設定をしたりとか、そういうものを考えてい

きながら村全体で今から計画していく予定であ

ります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 先ほどから言ってい

るように那覇広域でも中部広域に移ろうが、共

同のまちづくりで移ろうが、この主道路の両サ

イドは変わりないと思うんですけれども、私は

そう思っているんですけれども、手続等が別の

地区計画、土地利用計画を入れなくても、そこ

は早めにできることじゃないのかなと思って今、

質問しています。何か違いがありますか。今、

那覇広域ではすぐこの変更をすれば、その主道

路、329道路両サイドとか村道の主道路、その

周辺の計画。それと今、タウンセンターの話を

しましたけれども、安里中央は両サイド、そう

したらこの建築も可能な地域に変わっていきま

すか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 安里中央線につき

ましては、農振農用地を除いた地区については

住宅・サービス複合地区として建築可能な条件

で活用できるようになっております。 

 あと、このタウンセンター地区の地区計画内

において、国道沿道活用地区というのは、商業

施設などができるような用途の設定となってお

ります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ぜひですね、那覇広

域でも中部広域でも変わらないところは早めの

変更をして、下地区の住民がもっと早めに増え

ることを計画、事業をしないといけないんだな

と思って、毎回こういう質問をしますけれども。

今回、学校の出来栄えによっては住民から、以

前の学校より本当に小さい学校になるんだなと

いう、この声が上がらないうちにぜひ早めの変

更をしたほうがいいと考えます。 

 大枠３に移ります。 
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 中学校建設ですね、新中学校建設。これ先ほ

ど、３月にも質問しました。教育総務課長、こ

れ周辺計画は見直しとか、前の予算のときにあ

りましたけれども、何か変わりましたか。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１１時４２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 ありがとうございま

す。先ほどちょっと僕が聞き漏らしたもんだか

ら、また再質問に入れてあります。 

 この周辺道路ですね、中学校の下、今、公共

駐車場のところ、そこは上に歩道を造ると、ガ

ードレールも造るという話でありましたけれど

も、ここは今で道路拡張しないと、まだ物件が

ないうちに道路拡張しないと、これからまた余

計金かかってくるんじゃないかなと私は思って

います。今、公共駐車場から職員の皆さんが歩

いてきます。結構、時間帯によっては人数と車

の出入りが激しいんですけれども、これ対処す

るには、もうちょっと拡幅したほうがいいと考

えて、その質問をしているんですけれども、僕

は。歩道ができて、片方に渡る。これ中学校が

できれば、もっと車の出入りが多くなるんです

よね。今、擦れ違いがそんなにできない感じな

んですよ。それでこれ話をしていますけれども、

もう一度この計画、どうですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在のこの公共駐

車場から役場までの間の道路は、去年までは農

道でありました。今、村道へ移行して、この交

通安全対策事業で歩道を整備するということを

計画しております。現在の５メートルでは確か

に歩道としては厳しいので、これを拡幅するの

ではなく、セットバックをして、今、公共施設

が立ち並んでいますので、役場もひらやすこど

も園もセットバックしていますので、1.5メー

トル、学校のほうもセットバックして、そこを

歩道として整備して、そこにガードパイプを打

って、歩道の確保を行ってまいります。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 今の道路幅で車の擦

れ違いは一応可能だと考えますか。ちょっとぎ

りぎりのタイプのように私は見えるんですけれ

ども。この中学校がもし出来上がった場合には、

やっぱり送り迎え、今もう皆さん、自家用でや

りますので。その擦れ違いとか、そこは可能な

のかな。課長、今の幅で。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在、役場の前の

道路が一番分かりやすいとは思うんですけれど

も、役場の前の道路は十分、車道部分、車が擦

れ違う５メートルは確保されていますので、都

市建設課としては十分な道路幅はあると認識は

しております。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 西側には、上側には

歩道を設置しますよね、課長。これ下側は設置

する気はないということですよね。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 片側の歩道の計画

だけでございます。 

○議長 伊佐則勝 金城 章議員。 

○１２番 金城 章議員 先ほど住民課長から

も答弁、信号機、安里中央の国道の出入口のセ

ンサーつき、申請したという話ですけれども、

ぜひこれも早めに申請して、変更できるように

頑張っていただきたいと思います。 

 もう少し、これから、いろんな事業があると

思いますよ。しかし、先ほどの久場前浜原線も

話しましたけれども、延び延びになって交付金

が使えないと、こういう状況はあってはならな

いなと私は思っております。これから皆さんで

相談して、何でも解決していかなければいけな
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い。そういうふうに取り組んでいかなければい

けない。単費は少しでも削らないといけないな

と私は思っております。ぜひ皆さん努力して、

早めの解決、地主さんには誠意を持って接すれ

ば可能だと思いますので、ぜひ早めに久場前浜

原線が開通できることを願って一般質問を終わ

ります。 

○議長 伊佐則勝 以上で、金城 章議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

 午後１時30分より再開といたします。 

休 憩（１１時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、屋良照枝議員の一般質問を許し

ます。 

 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 こんにちは。議席番号

８番、屋良照枝です。 

 議長の許可を得ましたので、通告書に基づい

て一般質問を行います。 

 大枠１、護佐丸バスについて。 

 浜地区においてやっと護佐丸バスの実証実験

が行われます。令和６年６月24日月曜日、本日

から７月12日金曜日の20日間の期間です。そこ

で伺います。 

 ①１人でも利用者がいればルートの見直しは

行われるのか。 

 ②土日祝日はお休みとの理由はなぜですか。 

 ③児童生徒の利用は考えられましたか。 

 以上、答弁お願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 屋良照枝議員の御質問にお

答えをいたします。 

 護佐丸バスについてでございます。企画課の

ほうで答弁をいたします。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 ①についてお答えいた

します。 

 実証実験の期間中に何人の利用者がいればル

ートへ組み込むという基準を決めているわけで

はなく、真の利用者が何人いるのか、利用頻度

や利用目的など、実験結果の分析を踏まえ、現

運行状況下で浜地区を路線に組み込むことが可

能かどうかを検討してまいります。 

 ②の護佐丸バス自体が平日運行となっており

ますことから、今回の実証実験においても平日

のみの運行としております。 

 ③今回の実証実験は、以前より要望として上

がっております浜地区の高齢者をはじめとする

護佐丸バスを利用されたい方々の日中の利用頻

度などを調査したいと考えております。移動手

段のない高齢者などが日中の通院や買物に出か

ける際、護佐丸バスを利用される方がいらっし

ゃるかを把握することを優先としており、朝の

通学便利用の生徒への配慮はされておりません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 それでは、再質問いた

します。 

 これまで再三にわたって中城村内で唯一バス

の通っていない浜に護佐丸バスを通してほしい

と訴えてきました。先ほど利用者で見直しを行

われるかの答弁に基準は設けていないというお

答えでしたけれども、私が以前尋ねた場合には、

利用者がゼロ、なしなのでバスは通りませんと

明確にお答えになりました。 

 再度質問いたします。利用者は何人とか、そ

ういう幅はないんですね。１人でも乗ればバス

は通りますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えします。 

 先ほどの答弁と重複しますけれども、利用者

が何名いるからではなくて、真の利用者が、生

活していく上で必要だということで護佐丸バス

を利用している方の目的、頻度などを鑑みて、
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協議会で検討していきたいと思っております。

１人いるから、ゼロだからではなくて、まずこ

の実証実験をやった結果を基に今後検討してい

きます。 

 これまでの護佐丸バスの質疑の中で、企画課

長として答弁しているゼロというのは、実証実

験でゼロだったので本運行はしていないという

ことでございますので、今現在がゼロとかいう

答弁ではなくて、過去の実証運行でゼロだった

ので、浜は通っていないということで御理解い

ただきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 ではもう一つ、先ほど

高齢者の日中の利用度、それを実証したいとい

う大きな目的をおっしゃいましたけれども、高

齢者の場合、浜の場合、免許返納者、その数が

多数おります。そういった免許返納者の方が利

用されるとか、そういったときに特典とか何か

ありますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 これまでも同様の質問

があったかと思いますけれども、現在、免許返

納者についての料金の割引等は検討しておりま

せん。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 分かりました。返納者

の特典はないということですね。 

 すみません、こちらはバスの時刻表、この資

料に基づいて、こちらの再確認です。 

 下のほうに65歳以上障害者100円、これ間違

いないですよね。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 そのとおりでございま

す。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、下のほうに回数

券、それから、回数券をまとめて買った場合の

金額がございます。そちらについて、回数券の

割引または安くというか、50回の枚数ですけれ

ども、それを数量的に分けるとか、そういった

措置というか、考えはありますか。50回という

のが利用者にとっては、高齢者にとっては多い

のかなという考えもありまして、50枚ではなく

て枚数を小分けにするとか、そういった考えは

ありますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 すみません、記憶が定

かではないんですけれども、多分50枚というわ

けではなく、ある一定の枚数で販売していると

思います。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 後ほど確認していただ

きたいと思います。一応こちらのチラシには、

ばら売り５枚単位もしていますという、役場企

画課ではばら売り５枚単位もしていますという

文字があるもんですから、その確認です。取り

あえず浜に関しては利用者が高齢者に限られて

いるというか、そういう実証実験ということを

お伺いしましたので、皆さんは20日間の利用で

はありますけれども、土日を除けば実質14日間

です。短いとは思いませんか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えします。 

 前回、要望のあった登又でも同期間、２週間

の期間での実証運行ということもございまして、

短いと言われれば短いかもしれないんですが、

やった上でさらにまた地域からの意見等あれば、

また改めてやることも可能かと思いますので、

今回は前回同様の２週間とさせていただいてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 分かりました。 

 では、登又の利用状況をお伺いします。何名

が乗って、登又は護佐丸バスが通ったんでしょ

うか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 
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○企画課長 金城 勉 すみません、登又の実

証実験の結果は手元にございませんので、後ほ

ど報告させていただきますけれども、登又は追

加でバス停を増やしたいということでの実証実

験でして、その際の内容を聞きますと、バス停

まで自家用車で乗りつけてバスに乗り、帰って

きて、また自家用車で帰る。同じ方が何回も乗

車していたようで、真の利用者ではない方々が

多数いらっしゃいまして、実績をつくれば運行

できるとの考えで、普通に車を持っている方が

バスを利用されているという現状もございまし

た。そういった目的で調査をやっているわけで

はございません。人が乗ればじゃなくて、真の

利用者として、目的地に行く、利用として使う

人がどれだけいるかということになりますので、

登又ではそういう方がいらっしゃらなかったと

いうことで、バス停の新設には至らなかったと

いうことです。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 登又と浜とは少し条件

が違うという、その理解でよろしいですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 調査の目的は同じでご

ざいます。必要だからバス停の設置の要望がご

ざいましたので、需要があるのか、真の利用者

がいるのかという調査をしております。という

ことからすると同じことです。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 文言に一つ引っかかり

があるんですけれども、真の利用者というふう

におっしゃるので、またそこの確認がとても、

理解として苦しんでいるんですけれども、浜の

人が乗れば、それは本当に真の利用者だと思い

ます。だから、真の利用者の意味が分からない

んですけれども、浜の人がサンエーに行きたい、

ハートライフに行きたい、スーパーに行きたい

というふうに乗れば真の利用者だと思います。

何か真の利用者という、その判断がちょっと理

解しにくいんですけれども、浜の人が乗れば、

それは利用者として当たり前に認めますよね。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 要望のございました病院の受診、あるいはま

た買物というような生活していく上で不便であ

るというお声を聞いて、そういった目的で利用

される方がいるかということの調査でございま

すので、浜の人が乗ればということではなくて、

要するに浜の人が目的を持って乗られるのを信

の利用者というふうに申し上げております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 再確認いたします。 

 浜の人が乗ればではなくて、よそからでも浜

から例えばハートライフ、サンエー、スーパー、

そういうところに乗ればいいんですね。浜の人

でなくても、そのバス停から乗ればいいという

ことでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 

 公共交通というのは、地域の人の生活する上

での利便性を高めるということですので、浜の

バス停には、基本的に浜の住民しか乗らないの

かというふうに考えますので、浜の方が目的を

持って利用されているかどうかというところを

真の利用者と申し上げております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 一応、実証実験の中で、

浜の方が何名利用するのか、これは７月12日、

終われば分かることですので、そちらのほうで

人数確認をして、また次に答弁を求めたいと思

います。 

 じゃ２番目というか、児童生徒の利用につい

て少し考えをお聞きいたします。 

 児童生徒の夏休み期間中のバスの運行とか、

部活のというか、そういった休み期間中の護佐

丸バスの運行はどのようになっていますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 



─ 109 ─ 

○企画課長 金城 勉 お答えします。 

 朝便、児童生徒の通学用のルートについては、

夏休み期間中は運休となっております。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 児童生徒が学校に行く

とき、夏休み期間中、土日は休みということで

すね。では、部活の子供たちとかそういったも

のに関しての、学校での部活ありますけれども、

そういったものに関しての護佐丸バスの利用に

ついてはまだ検討というか、そういった運行と

か、そういう考えはないんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 朝の通学用の便だけが

運休しておりますので、日中便は通常どおり動

いておりますので、日中の伊集周り線と久場周

り線というのがございますので、日中便は普通

に運行しておりますので。それを利用していた

だければと思います。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、バスの運行につ

いて、時間的に夏休みの期間中とかそういった

ときに、時間の変更はありますか。朝の早い便

だけがなくなるだけですか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 朝の便だけ運休となっ

ております。 

 それと、すみません、先ほど５枚単位でばら

売りはしております。追加して答弁します。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 要望として、子供たち

が部活に利用できるように、結局、部活の時間

帯よりも少し要するに通学ではないので、時間

帯が遅くなるもんですから、部活動の朝の、野

球部ですとかバスケットとか、そういう朝練と

いうか、早い時間から練習をする子供たちにと

っては、護佐丸バスの夏休みの期間中の運行と

いうのは少し時間が遅いんですね。そこのほう

についての、今後の課題になるとは思いますけ

れども、そちらについてはぜひ検討をしていた

だきたいと要望いたします。 

 運賃の料金について再確認をさせていただき

ます。 

 まとめて買った場合、多少の割引というか、

そういうものはあるんでしょうか。５枚という

枚数、割引というふうにありますので、そうい

った、まず高齢者限定でよろしいです。65歳以

上のそういった方が買うときのまとめて買った

場合の割引というのはいかほどになりますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 議員のお手元に時刻表

をお持ちだと思うので、後ろのほうで御覧いた

だければと思いますが、65歳以上が運賃100円

で、回数券を買った場合でも同じ100円単価の

金額になりますので、割引はございません。あ

くまでも一般の方、200円の方が回数券を買う

場合に150円になるという割引しか現在ござい

ません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 あと１点、護佐丸バス

の。先ほど浜は高齢者の利用度を重点に利用す

るというふうに、調べるというふうにありまし

たけれども、今、護佐丸バスに吉の浦から乗る

ときで結構ですので、踏み台とか手すりとか、

高齢者に対しての思いやりの心遣いはあります

か。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 護佐丸バス自体がポン

チョという車種で、低床のバスですので、普通

のバスの高さもない、低い位置で乗り降りでき

るバスでございますので、これといって対応し

ていることはございません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 では、これまでの運行

の中で転倒というか、何か危ないとか、事故と

いうまでにはいかなかったと思いますけれども、

高齢者が利用しての何か危険度というか、そう
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いうものは報告がありますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 これまで私のほうには、

乗降の際の事故、けがなどの話は伺っておりま

せん。通常の車両の事故、接触事故等はありま

したけれども、乗降における事故等の報告はご

ざいません。 

○議長 伊佐則勝 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 私はずっと護佐丸バス

の運行を浜に通してほしいというふうに訴えて

まいりました。村内で唯一バスが通っていない

浜に通してほしいというただ１点のお願いであ

ります。私があと２年、議員活動ありますけれ

ども、その間で護佐丸バスが浜に、村内全域に

護佐丸バスが運行できることを希望して、一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長 伊佐則勝 以上で、屋良照枝議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１３時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、石原昌雄議員の一般質問を許し

ます。 

 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 皆さん、こんにちは。

議席番号15番、石原昌雄、一般質問をします。 

 質問の前に、浜田村長には４期16年、御苦労

さまでした。振り返ってみると結果的に充実し

た日々だったと思っております。これから最後

の一般質問をしますので、よい答弁をお願いし

ます。 

 通告書に沿って質問をします。 

 大枠１番、観光名所案内について。 

 村内には多くの観光名所がありますが、その

案内表示について伺います。 

 ①県道や国道にも中城城跡などの表示はでき

るか。 

 ②中城城跡のイラスト入りの大型看板の設置

をしてほしいが、どうか。 

 ③村指定文化財などの案内看板の見直しはで

きるか。 

 大枠２番、村道の維持管理について。 

 村道の維持管理は応急措置的な状況となって

いる。路盤改良や側溝の設置などを伺う。 

 ①南上原村道井水原線の整備計画はあるか。 

 ②東坂田線の１号、２号の整備計画はあるか。 

 ③村道新川線の整備計画はあるか。 

 大枠３、浜田村政について。 

 ４期16年の村政経営があと少しで完了します。

目標とした事柄はほとんど達成したものと考え

ます。大変御苦労さまでした。村民と共に感謝

を申し上げます。 

 最後に、今後の中城村に希望することがあれ

ば伺いたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、石原昌雄議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては産業振興課と教育委

員会、大枠２番につきましては都市建設課、大

枠３番は私への質問ですので、私でお答えいた

しますが、４期16年どうでしたかということで

ございます。過分な評価もいただきまして、大

変ありがとうございます。 

 大変、皆さんにはお世話になりました。16年

間頑張ってきたつもりでございます。 

 御質問の今後の中城に何か希望することがあ

りますかという御質問ですので、御質問にちゃ

んと回答できているかどうか分かりませんが、

間違いなく16年間やってきまして思っているの

が、非常に中城村、ポテンシャルの高い、伸び

代がまだまだいっぱいあるところでございます。

ですから、今後はやはり本当の意味でといいま



─ 111 ─ 

すか、議会と行政が同じベクトルで、同じ方向

性で、本当に両輪としてずっと機能していくん

であれば、間違いなく中城は前途洋々となり得

るものだと信じておりますので、どうぞ議会の

皆さん、もちろん行政、職員含めてですね、気

持ち一つに中城の発展、村益、村民のためにと

いうことであれば、間違いなく発展していくも

のと確信をしております。 

 答えになっているかどうか分かりませんが、

以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠１の観光名所案内に

ついてですけれども、教育委員会としても観光

にいらっしゃった方が分かりやすいようにサイ

ンなどの設置をしているところでございますが、

案内板についても分かりやすいように表示をす

ることは大事だと考えています。今後、できる

だけ分かりやすい案内板について、現場を見な

がら考えていきたいと思っています。 

 詳細については生涯学習課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 それでは、石原昌雄議員の大枠１の①と②

について一括して答弁したいと思います。 

 世界遺産である中城城跡など、観光名所の案

内板は中城のイメージアップにつながるため必

要かと思います。管理者である国や県と調整し、

設置が可能かどうか検討していきたいと考えま

す。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 石原昌雄議員の

大枠１の③についてお答えいたします。 

 村指定文化財の看板の見直しについて、可能

かどうかということですが、分かりづらい位置

にある指定文化財につきましては、現地の状況

等も確認しながら、新たに設置が必要かどうか

とかも含めて見直しは行っていきたいと思いま

す。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、石原昌

雄議員の大枠２番の①から③について一括して

答弁したいと思います。 

 ①から③、村道井水線、東坂田線の１号、２

号、村道新川線は、ともに過去に潰れ地提供の

承諾を得て整備を行っている経緯がございます。

村道認定はされていますが、道路敷の分筆など

が行われておらず、民有地のままで村への所有

権移転も行われていません。今後、舗装構成改

良事業などを活用して整備を行う際には、現村

道の潰れ地部分を村へ贈与していただき、所有

権を村名義へ変更する必要があると考えており

ます。 

 まずは、現在行っている南伸線１号ほか11路

線、新垣中央線、三田線の整備を進めて、今後

は潰れ地の調査などを行いながら、舗装構成改

良事業の活用を検討してまいりたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 回答ありがとうござ

いました。 

 順を追って再質問をさせていただきます。 

 まず、観光名所案内についてですけれども、

県道とか国道に表示があるんですけれども、そ

の手続などが分かるんでしたら、どういうふう

な手続をすればもっと県道、国道に案内板がで

きるか、分かる範囲内で。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 手続としては可能かとは思いますが、ただ、

今現在、329の入り口にも城跡の案内板は設置

はされていますが、この案内板もまたイラスト

入りのイメージアップにつなげる案内板を設置

するか、できるかですね、その辺をまた国道の

ほうと調整していけるかとは思います。 
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○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 やっぱり結構、通り

過ぎてしまうという部分があると思うんで、案

内板は必要だと思います。また、もっと大きく

看板ができないかなとも思っていますけれども、

今、例えば今帰仁へ行くと、今帰仁の名桜大学

を過ぎた頃に、あの大きな県道横にこういうよ

うなどでかい看板があったりして、ああいうも

のも今後そういう予算を活用して、観光面でで

きる可能性をもうちょっと広げてほしいと。 

 というのは、観光にもっと力を入れていくと、

中城村自体を売り込むには、やっぱり看板の効

果とかが結構あるかと思います。そういう面で

は、ぜひそういう看板も、今、国道から入って

いくと、添石から上っていくという部分と、県

道からすると、中城側からするとやや分かりに

くいんだよね、実際は。北中城側からの入り口

のほうがまだ表示があると思うんで、中城側か

らもっと案内がはっきり分かるような検討を今

後やってほしいと思いますけれども、そこら辺

についてどうですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 北中側からは確かに大きな看板はあります。

一応、南伸の出口からに関しても大きい看板は

あります。ただ、伊集から入ってくる国道とか

29号の県道とかの道路には看板は確かにないと

思いますが、今後、観光客が中城城跡に行く予

定もなかったのに、この看板を見て、予定を変

更して中城城跡を見にいこうという気持ちにな

ればいいと思いますので、ぜひその辺は看板の

設置を検討していきたいと考えます。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 そういう面では、ぜ

ひ観光協会ともタイアップして、やっぱり担当

課だけでやると負担もあるし、アイデアもまた

広く集め切れませんので。そういう面では観光

協会とか、そこら辺のつながりもしっかり連携

を取ってほしいと思います。 

 そして、特に観光関係の予算の確保について

は、企画課がしっかり相談に乗ってくれると思

うので、そこら辺も該当する項目をぜひ一緒に

拾って、予算を受け付けて観光の振興に進めて

いってほしいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 大枠２番に移ります。 

 前回にも質問しているところなんですけれど

も、特に井水原線については、距離が長くて、

年に２回ある清掃作業のときも周辺、あっち５

世帯ぐらいで家のそばの草を除草したりやって

いるところではあるんですけれども、今後も、

この去った大雨でも、大分冠水して道が不便な

状況にもあるんで、できるだけそこにも絶えず

気を向けてほしいところです。 

 そういうところも含めて、地元からまた要望

があれば、できるだけ早めの対応をしてほしい

と思うんですけれども、そこら辺どうですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 現在は、やはり維

持管理のほうで何とか対応してまいりたいと思

っております。この潰れ地の同意を得て村名義

に変更して、できるだけ舗装構成改良事業をや

っていきたいんですけれども、分筆にも財源が

必要になってきますので、この辺は延長も長い

ので、この辺も考えながら今後少しずつでもや

っていきながら、令和８年度までは今、舗装構

成改良事業で既に決定して施工を行おうとして

いる場所がありますので、それが終わる頃まで

にそういう潰れ地の同意を得て村名義に変更す

るという、そういうものもできていけたらなと

考えております。 

 現在のところは維持管理のほうで対応してい

きます。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 
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○１５番 石原昌雄議員 現在のある８年まで

の路盤改良の計画は説明を受けているところで、

本当に今、登又方面、南上原の先っちょのほう

とか、きれいな側道ができてきて、もう先が明

るいなという感じであります。そういう事業が

また引き続きこの路線にも着実に適用できるよ

うに。 

 この潰れ地補償については、村の担当課とし

てある程度の計画書みたいなものをしっかりつ

くってもらってやらないと、説明会もしながら

一括して取り組まないとどうしようもないと思

うんですよね。だから、ある目標の、この今、

令和８年までにやるんであれば、可能性があれ

ば、そこまでに説明会やらそういうのも含めて

潰れ地の部分、それから測量の部分も併せてち

ゃんとした説明会をやって、地主さんがもう、

全部の地主が同じ方向に向くような取組が今後

必要だと思います。そういう面では、ぜひ担当

課としてまたチームをつくって、そういう路線

の改良に力を入れてほしいと思います。 

 あと、井水原線は南上原方面であるけれども、

新川線についても、実際あの新川線は通過道路

なので、井水線は行き止まりですよね。だけれ

ども、新川線は通過道路なので、今もうあちこ

ち渋滞する時期でもあるし、ぜひともこの渋滞

解消の部分で、中城村では渋滞が、こういう迂

回路があるよというふうなところがあれば、渋

滞も緩和しやすいと思います。そういう面でも、

現状の維持管理でしかやらないかもしれません

けれども、そこら辺も併せてしっかりやってほ

しいんですけれども、そこら辺どうですか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 １つ、先ほど潰れ

地補償ということをおっしゃられていたんです

けれども、潰れ地は過去に同意を得て、後年に

この同意書に関しては今後買取りとか、そうい

う補償も受けませんというような同意書が今現

在、都市建設課のほうにあります。それを基に

その方と、それを村名義にしていくというよう

なものを行っていくんですけれども、ただ、分

筆作業というのがやられていなくて、道路敷が

どこまでであると、そういうものにやはり財源

が必要になってくると思います。そういうもの

も今後、中城はこの土地利用に関してどんどん

活用できるような土地利用を考えていっている

中で、やはりそういう潰れ地の問題というのは

重要な問題だと思っておりますので、その辺は

十分前向きに取り組んでいこうとは思っており

ます。 

○議長 伊佐則勝 石原昌雄議員。 

○１５番 石原昌雄議員 そういう状況で、潰

れ地の部分も地主の了解も、じゃこういうふう

にあるということを聞いて、少し作業が前に進

む可能性が高いなというふうに感じております。 

 そういうのも含めて、この３路線についても

しっかり担当課で計画を立ててやっていってほ

しいと思います。 

 最後に、村長さんには大変お疲れさんでした。

今後またほかの役職とかもぜひ引き受けてもら

い、引き続き中城村のために御尽力もいただけ

れば幸いと思います。大変御苦労さまでした。 

 以上で質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で、石原昌雄議員の一

般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１４時３０分） 
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○議長 伊佐則勝 報告しておきます。 

 桃原 清議員より、今定例会は欠席の旨の連

絡があります。 

 したがいまして、本日の一般質問は３名の議

員にお願いしたいと思います。 

 おはようございます。これより本日の会議を

開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは、通告書の順番に従って発言を許しま

す。 

 最初に、新垣博正議員の一般質問を許します。 

○１３番 新垣博正議員 皆さん、おはようご

ざいます。議席番号13番、新垣博正です。 

 議長の許可が出ましたので、通告書の順番に

従って一般質問を行います。 

 大枠の１番、子供政策について。 

 （１）保育所等の待機児童の現状についてお

答えください。 

 （２）待機児童が一向に解消されない原因に

ついて、どのように考えるか所見を伺います。 

 大枠の２番、観光政策について。 

 （１）本村への観光来訪者の現状と課題につ

いてお答えください。 

 （２）15万人構想を未達成についての所見を

伺います。 

 （３）登又側の村道城跡線より中城城跡への

入場する計画、通称、城下町構想が実現しなか

った原因について所見をお伺いいたします。 

 以上、簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 新垣博正議員の御質問にお

答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、こども課、大枠２

番の１、２につきましては、産業振興課、大枠

２番の３につきましては、恐らくですけれども、

私の16年前の公約の件だということでお答えを

いたします。 

 大枠２の３につきましては、これも議員御承

知のとおり、まだ県の事業が完遂されておりま

せんので、正門も空いている状態ではございま

せんので、当然のごとく、これは実現しなかっ

たというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 新垣博正議員の大枠

１、①についてお答えいたします。 

 令和６年４月１日時点で、１歳児16名、２歳

児３名、合計19名の待機児童がおります。 

 ②について、保育士不足による受入れ定員縮

小が一番の原因だと考えます。 

 ③について、国・県の補助金を活用しながら、

保育士の処遇改善に努めてまいります。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 それでは、新垣博正議員の大枠２の（１）

についてお答えいたします。 

 平成12年度、中城城跡が琉球王国の城及び関

連遺産群として世界遺産に登録された当時の観

光誘客来訪者数は約５万8,000人でした。この

間、いろいろなイベントを実施しながら、平成

28年度には最多の約13万4,000人が訪れ、県内

有数の観光スポットとなりましたが、その矢先

に新型コロナが蔓延し、蔓延後の令和２年度及

び令和３年度には約３万5,000人程度まで落ち

込みました。 

 しかし、新型コロナが５類移行になったこと

から、令和５年度では約９万7,000人と観光誘

客来訪者数はコロナ禍前に戻りつつあります。 

 課題としいたしましては、今後どのような方

法で事業を進めていくか、観光協会と連携して

進めていきたいと考えております。 

 続きまして、（２）についてお答えいたしま

す。 
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 15万人構想未達成については、主に新型コロ

ナの発生が要因かと考えます。新型コロナが５

類に移行された今、引き続き観光協会を中心に

各種団体と連携を図りながら、目標達成に向け、

観光に係る施策を推進してまいります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 待機児童についてで

ありますが、村長、就任のときには、待機児童

はゼロにしていくということで構想を掲げて取

り組んできたと思うんですね。鋭意努力があっ

て、施設の整備とか、あるいは認可園として機

能するような方向性を見いだしてきたというの

は評価できる点だと思うんですけれども、いか

んせん、今、課長から答弁ありましたとおり、

19名の子供たちがまだ解消されてないという現

実において、どのように捉えるかお答えくださ

い。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 現状においては19人という

ことは、いろんな要因はもちろんありますね。

先ほどもお話あったとおり、保育士不足という

のが一番の要因だと思います。過去、数年前に

待機児童はゼロというところまで来た、あるい

は１人、ゼロという年度があったと思いますが、

そこの部分で考えますと、箱の部分では、恐ら

く今の人口増にこれからまたもうちょっと箱物

が必要になるかもしれませんが、現状において

は箱は多分満たされていると認識しております。

あとはやはり内部的な人員不足、そこに起因し

ているのではないかなと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、課長にお

伺いします。 

 今、村長がおっしゃったとおり、箱は整備さ

れてきたということであります。あとはやはり

受け入れる側のスタッフの問題、スタッフとい

いますか、保育士の数の問題とかあると思うん

ですけれども、もうこれを解消していかなけれ

ばならないだろうなというふうにずっと考えて

いるんですけれども、この保育士の雇用形態、

それについてどのように捉えているかお伺いい

たします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 お答えいたします。 

 現在、保育施設の中には正規雇用のフルタイ

ムの方々もいらっしゃいますし、パートタイム

の方々もいますし、あとは時間、時間で短時間

の雇用形態の方も、様々な雇用形態の方々がい

らっしゃるということを確認しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ですから、こういう

形態で満足いってないからこそ、この待機児童

という数字が出るわけですよね。出さないため

の方策というのを考える上には、どのような方

策が考えられますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 保育士確保の対策の

ための施策としては、これまでも県外保育士の

誘致事業ですとか、正規雇用化促進事業、そし

て保育士応援金や処遇改善など、様々な施策を

展開しております。 

 今年度に関しては、現在今準備しているのが

９月補正まで準備している事業がありまして、

子育て支援員の養成講座を現在のところ計画し

ております。去った３月の議会のほうで中城村

家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の改正ということで上程させていた

だき、子育て支援員の活用についての基準緩和

の条例改正をしておりますので、この子育て支

援員の養成を村独自で実施することで、保育士

不足の保育士の先生方の負担を軽減するという

ことを今後取り組んでいきたいなというふうに

考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 それでは、もう一つ
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お伺いします。 

 今、村が運営している吉の浦保育所等もあり

ますけれども、民間の保育園と待遇面で明らか

に違うというように感じるところはありますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 大きく待遇が変わる

というふうには考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 この保育士さんが辞

めていくといいますかね、あるいはまた別のと

ころに移っていくという現象があるんじゃない

かなと思いますけれども、それらについて意見

を聞かれたことはありますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 一概には言えません

が、収入の面や休みを取りやすいか、取りにく

いか、あと福利厚生など複合的な理由が考えら

れますので、１つが理由というふうには聞いて

おりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 やはりしっかりとこ

ういう意見を聞いて、調査すべきだと私は思っ

ています。何らかの原因があって定着しないだ

ろうと。保育士不足が顕著にこういうふうに表

れてくるんだろうというふうに率直に感じます。

そういった意味においては、直接こういった保

育士さんからお話を聞く機会というのをぜひ今

後は設けてもらえないかどうかお伺いいたしま

す。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今後、保育士の皆さ

んの意見を聞いて、また今後の政策に反映させ

たいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひそういった問題

点というのを洗い出さないと、どこに原因があ

るのかという事細かなことは分からないという

ふうに思いますので、ぜひそういったところに

も手を差し伸べてみていただきたいというふう

に思います。 

 係長さんのお話もちょっと聞きましたけれど

も、やはり給与面ではそんなに待遇が悪いとい

うものではないみたいですけれども、やはり休

みが取りづらいとか、働き方に何らかの問題が

あるだろうというふうに言ってましたので、そ

ういったところもしっかりと働きがいのある職

場にしていくためにはどうすればいいかという

ことで、雇用主とも調整しながら、あるいはま

た保育士さんとも意見を聞きながら、よりよい

職場環境づくりに取り組んでいくことこそ私は

大事じゃないかなと思います。 

 前にも一般質問で取り上げましたけれども、

やはり保育に、子供たちに目が行くのは優先し

なければならないことでありますが、記録をつ

けたりする余裕がなかなか取れないとか、そう

いった中でミスが発生する。重荷を背負って職

務に取り組んでいるという姿がいろいろなとこ

ろに報道もされております。やはりもう少しゆ

とりを持って保育に取り組む環境をつくってい

くということで考えていかなければならないだ

ろうなと思いますが、また今年度もこども家庭

庁でもいろいろと調査をするようですけれども、

この調査に対してどのような調査が行われるの

か、それらは聞いておりますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 議員のおっしゃられ

ていたこども家庭庁が調査を始めるというのは

私も報道で知ったばかりで、正式な文書等はま

だ来ておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 こういったのも報道

でしか私も知らないんですけれども、もうぜひ

内部に詳しい人とか、アンテナを高くして早め

早めに情報を入手するように努めてもらえない

かなと思います。 

 それとか東京方式とか、いろいろと東京の場
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合は大都会ですから、それなりに潤沢な予算の

配分があるのかなとも思ったりはするんですけ

れども、予算だけではなくて、やはり目の向け

方というのは参考にできるんじゃないかなと思

います。加配の在り方等もしっかりと研究して

いって、我が中城村には何か取り入れられるも

のはないか、ぜひこの待機児童を解消するため

に取り組めるものはないかということを通年を

通して鋭意取り組んでいただきたいと思います。 

 今後この待機児童問題ですね、予算措置をし

ていろいろと雇用促進の手当といいますかね、

雇用を生み出すための予算というのはいろいろ

と措置されてはいると思うんですけれども、そ

れで満足されているのかどうなのか、それと、

その予算がしっかりと人件費に全て回っている

というふうに捉えているのか、それとも変な言

い方ですけれども、これ正しい言い方か分かり

ませんが、雇用する側が中抜きしているんじゃ

ないかなとか、そういうように捉えられる向き

もあるみたいですけれども、決してそうではな

くて、しっかりと純粋にこの予算が保育士の人

件費に回っているというふうに認識されている

のかどうかお伺いします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 保育士正規雇用化促

進事業でありますとか、処遇改善加算などであ

るとか、様々な国の施策がありますが、そちら

は保育士の人件費のほうに充てられているとい

うふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 今後公務で勤めてい

る保育士と民間で働く保育士、これらについて

も、公務員だから優遇されるとか、民間だから

厳しい環境があるとかというのをかつては言わ

れておりましたが、今後はこういった言葉は私

は通用しないんじゃないかなと思います。やは

り働く者にとっては同一労働同一賃金という、

あるいはまたこの働き方についてもしっかりと

労働者の側に立った考え方に基づくというのは

必要だというふうに思っていますので、そうい

ったところにも格差がないような働き方を求め

ていくという考え方は、課長としてもぜひ雇用

主とも意見交換をしながらやっていくという考

え方はありますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 施設の代表者の方々

とは園長会を通して情報交換をしたりしていま

すので、その辺は問題ないかと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 問題がなければ数字

はゼロに私はなるんじゃないかなと思います。

ぜひゼロに向けて鋭意取り組んでもらえるよう

に期待したいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 観光政策についてでありますが、課長がおっ

しゃいました最高数値で約13万4,000人という

のが平成28年、2016年に記録されているようで

すが、これをもってしてコロナ禍の影響という

捉え方は私はちょっと筋違いじゃないかなと思

いますが、ここでピークに達して平成29年度に

また落ち込んでいったという原因はどこにある

のかお答えできますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 その落ち込みに関しては、いろいろなイベ

ントの開催等、伊藤園のイベントなり、また村

のイベントなり、そういうのが重なった場合と

かにそういう数字が出てきたとは思いますが、

このイベントの開催の回数だと認識しておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ちょっとよく分から

なかったんですけれども、イベントを多く開催

すれば入客は減るということなんですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会
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事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 いや、逆にイベントを開催すれば増えると

いうことでお答えしたつもりです。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 私が聞いているのは、

平成29年度は落ち込んでますよね。約１万人ぐ

らい落ち込んでいるのかな。30年になったらも

っと落ち込んでいくというような数字になって

いますし、もうここが何らかの原因はあるんじ

ゃないかなと思って聞いているんですよね。落

ち込む原因というのは何があったのかをつぶさ

に分析されたのかを聞いてるんですよね。お答

えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 そこまでの分析は行っておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 やはりそういったと

ころにも問題があるんではないかなと思います

ね。ただ来ればいいや、数字が来た分だけ集計

すればいいというだけで、村長が就任したとき

に、私も選挙戦でその話はずっとやり続けて、

観光客15万人構想ということを訴えてきたんで

すけれども、非常に期待も込めながら、私も後

押しをした一人であります。非常にこの数字に

は届かなかったというのは残念。数字そのもの

に意味があるかどうかというのは置いておいて、

やはり掲げた目標でもありますので、ある一定

の意味合いは私はあったんではないかなとずっ

と思っているんですけれども、しかもピーク時

の数字からしても、１万6,000人余り不足する

というような状態で、諦めムードで来たんじゃ

ないかなと思います。 

 この15万人というのははるか彼方の数字だと

いうふうに捉えているんでしょうか。もう高み

で届かない数字を訴えてきたというふうに捉え

るんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 掲げた以上は、はるか数字じゃなくて、そ

の目標に向かっていろいろ事業を仕掛けていか

なければならないというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 たしか16年前は今帰

仁の城跡は23万か24万ぐらいいっていたんじゃ

ないかなと。今もう30万恐らく超しているんじ

ゃないかなと思うんですけどね。向こうとは地

理的な条件がちょっと違うところもあって、一

概に数字だけで比べるということも難しいかも

しれませんが、やはり観光はある意味では仕掛

けしていくというところも大いにあるんではな

いかなというふうに、この議会でもいろいろと

議論されていますけれども、この数字の捉え方

について、観光協会のほうではちゃんとそれは

意識されて捉えられていますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 観光協会のほうでは、それは意識されている

と思います。今度の企業版ふるさと納税におい

ても、観光協会がどういう仕掛けをしてくるか、

まだ今始まったばかりなんですが、それを中城

城跡に誘導してくる仕掛けは観光協会のほうで

は練っているとは思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 どうも担当課と観光

協会の呼吸が合ってないような感じがしてなら

ないんですけれども、そんなことはないですか

ね。中城村にとって観光というのをどう捉える

かというのはいっぱい議論があったと思うんで

す。もともとは教育委員会が所管していたもの

ですけれども、やはり観光にも目を向けていこ
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うということで、観光に関するセクションもつ

くって、観光協会もつくって力を入れてきたん

ですけれども、特に中城城跡との観光は切って

も切り離せない、もうほとんどのウエートは中

城城跡が占めているというふうに私も認識して

いますけれども、お隣の北中城村とのやり取り

の中で連携していくことについて、これまでの

やり方と今後の在り方というのを検討している

部分があるのか、ないのかお答えいただけます

か。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 おのおのというか、中城村の観光協会は観

光、北中城村の観光協会は観光協会というふう

な形で動いている可能性はあるんですが、そこ

からそういった意思疎通ができていなければ、

北中城の観光協会と共に中城の城跡に来客数を

いかに呼べるかという事業を一緒に考えていき

たいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 負担割合であります

とか、収益の割合も９対１という関係を今維持

しているみたいですけれども、そろそろその関

係についても膝を交えて私は話合いをして、も

との５対５に戻してもいいんではないかなと。

向こうも５割負担してもらって、５割はお互い

利益を共有しましょう。その代わり全力を尽く

して観光について考えていきましょう、開発し

ていきましょうという考え方にもう一度立ち返

るという考え方はないですか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 貴重な御意見ありがとうございます。 

 今から北中城の観光協会の担当者と話し合っ

ていきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひ知恵も２倍にし

ていただいて、お互いで広域で協力をしていく

という関係、兄弟村という立ち位置で考えるな

らば、確かに本村が城跡のいろんな修繕費等を

捻出してきたという過去の背景は分かります。

しかしながら、未来に向かっていくときには、

そういったところを少し立ち止まって、それは

今後はお互いで負担をしていくような環境をつ

くれないものか、ぜひ観光政策で膝を交えて話

し合っていくという課長レベルの話に持ってい

っていますけれども、ぜひ新しいまた村長が来

られるときには、それを提言していくという考

え方はありますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 先ほどの答弁と重複しますが、一緒になっ

て考えてきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひ私は提案してい

きたいと思います。５対５に戻すべきだという

ふうに私は思っていますので、しっかりと北中

城側にも５割は負担してくださいという考え方

に基づいて、共に発展させていこうという気概

で臨んでいただきたいというふうに思っており

ます。 

 そして、（３）番の城跡線からの入場する構

想を、これも全ては県に起因するというふうな

考えでしょうか。休憩。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１０時２９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 城跡線については、村の事業としては完了
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していると思いますが、今県営公園の入り口ま

では来てはいますが、県の整備がまだできてい

ない状況でいますので、それができなければ私

たちも動きようがないというふうな考えは持っ

ています。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 じゃ、沖縄県はこの

16年間何をしていたというふうに捉えてますか。

ただ黙っていて仕事をしなかったという考え方

なんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 現在、城跡線の公園用地境界までは村のほう

で整備を行っており、そこから先が公園用地と

なっていて、一部まだ園路が続くような形の設

計にはなっていて、ここも県が設計をして、用

地取得の関係で少し難航していたというのは伺

っております。その問題が解決したので、今年

度この残りの正門までの園路を、園路というか

道路ですね、進入路を発注して施工する予定だ

ということを伺っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひじゃこの計画を

示していただきたいと思いますので、実際に城

跡線側から観光客が現に入場できる時期はいつ

になるかお答えいただけますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今沖縄県から伺っ

ているのは、今年度のこの進入路の部分であり

ます。ただ、その正門の駐車場とか、そういう

図面も頂いてはおりますので、今後また県にど

ういう計画でこれから先進めていくのか調整し

てまいりたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 ぜひ私が言っている

ゴールはどこなのかということを明確に答えて

もらいたいということを期待しているんですよ。

村民とか観光客はここのルートから入場ができ

るという期待があったはずなんですよね。中城

村側から中城城跡には入れると。そこでチケッ

トも購入できるという形を夢見てきて16年間来

たんですよ。しかしながら、実現しなかった。

しかし、今も私、今年度は工事後どうのこうの、

用地取得がどうのこうのというのはうち聞いて

ないですよ。それは当たり前ですよね。用地取

得しない限りは工事が進むわけないし、工事あ

るいは駐車場の整備もしないと入場ができない

というのは分かってますよ。 

 しかしながら、私が一番聞きたいのは、そこ

からゴールとなる入場ができる期日はいつなの

かということを聞いているんですよね。これ県

のほうではなぜこういう話まで詰めていかない

んでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今、議員のおっし

ゃいます入場ができるかどうかというのは、入

場はできます。基本設計までできていますので。

ただ、その後の工事が全てこの入場できて開通

できるというのはまだ伺っていないので、これ

も県の担当者と調整しながら、いつ開通なのか

というのは今後また調整してまいります。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 早急に明確に答弁で

きるように準備していただきたいというふうに

思っています。今後またこの話については質問

に取り上げていきたいと思います。 

 村長、最後に、この城跡線の城下町構想とい

うのを夢見て、いろいろと施策、公約を訴えて

きたというふうに私も認識はしているんですけ

れども、村長が構想したこの城下町構想、どう

いうイメージだったのか、いま一度もう一度お

話いただけますか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 あくまでも今の中城側から

正門が開いて、そして道路が完成して、そのと

きにはもう土地利用の見直しも行われているだ
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ろうという、当時16年前の我々が、議員も御承

知のとおり、議員時代からあそこが開くと中城

は物すごく楽しいところになるねという夢を語

ったことが議員も記憶にあると思いますが、全

ての条件が整った上であれば、あの土地利用の

うちの山側なのか、公園側なのか分かりません

が、そこに店舗が建ち並んで、県営公園、現在

県営公園は非常に活況を呈しておりますけれど

も、ああいう活況があって、その近辺にも商店

街というか、そういう商的なものもできてにぎ

わいがあるだろうなというようなイメージで

我々はそこで政策もつくっていったと記憶はし

ております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 私も同感であります。

沖縄ではなかなかそういう城下町とか門前町と

いうのは見られないかもしれませんが、他県に

行くと、昨年も私、福岡県、教育長も一緒に行

きましたけれども、太宰府の参道にたくさんの

観光客が押し寄せて、沖縄のお正月よりもにぎ

わっているような光景を目の当たりにしました

けれども、恐らくああいうイメージがこの城跡

線でそれのミニ版がつくれるんじゃないかとい

うイメージで私も非常に頭に描いていたんです

けれども、残念ながらそこまでは全く至らなか

った。至らなかったどころか、開通さえも実現

できなかったということは、未来にやはり課題

を残したということになるかと思います。 

 今村長がおっしゃったイメージを課長はお２

人とも捉え切れてますかね。そこを商店街的な

ものに持っていくという構想、それは今後もイ

メージとして描けるようなもの、現実なのか、

それとも絵に描いた餅的なものなのかどうなの

かをちょっとお伺いしたいなと思います。お１

人ずつ答えていただけますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 イメージとしては、本当に中城城跡に上がっ

ていく、こっちにだんご屋さんがあったり、お

茶屋さん、お茶を飲むところがあったり、そう

いう城下町なイメージとして私は捉えておりま

す。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 都市建設課として

は、現在、中城村・北中城村共同まちづくり計

画を策定した中では、やはり中城城跡を核とし

た両村でのこの中城城跡、両村側から入れるよ

うには今後なることになるので、やはりその共

同まちづくりを基にした何らかの城跡線の周り

のこの城下町構想、そういうのができないかと

いうのを今後検討していきたいとは思っており

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 イメージは自由に私

も含めてできると思いますが、いかんせん、現

実的な規制であるとか法的な問題とか、条件が

いろいろと出てくると思いますね、現実社会で

は。そういったものは商店街的なもの、土産品

が建ち並んで飲食ができるような町並み、先ほ

ど私が言いました大宰府の町並みのようなミニ

版が果たしてこの場所に法的な問題をクリアし

て可能なのかどうなのかを含めてお答えいただ

けますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えいたします。 

 現在、市街化調整区域の中ではもちろん厳し

いとは思いますが、今後非線引きに移行してい

く中では、いろいろ土地利用とか考えていける

とは思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣博正議員。 

○１３番 新垣博正議員 そうですよね。土地

利用の問題というのをハードルとしてクリアし

ていかなければならないものだというふうに私
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も認識してますし、やはり計画書の中にもこれ

を落とし込んでいって、ピンポイントでこの土

地はこうしたいというふうに政策的に乗っけて

いかなければ、実現はあとまた20年とか経過し

ても現実はあまり変わらなかったというふうな

結果になりやしないかなというふうに思ってい

ます。ぜひ観光についてどのような位置づけで

今後持っていくのかということを鋭意真剣に捉

えて、考えていただきたいと思いますし、この

辺はもう政治の政策に直結する部分が大きいか

なと思っていますので、事務方の課長にこれ以

上聞くことはこれで終わりたいと思っています。 

 残り少しありますけれども、終わりたいと思

います。一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣博正議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

 15分間休憩します。 

休 憩（１０時４２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５８分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、安里清市議員の一般質問を許し

ます。 

 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 おはようございます。

６番、安里でございます。 

 これより議長の許可を得まして、一般質問を

いたします。 

 大枠の１番で、給食費の無償化について。 

 ①小学校と中学校の給食無償化に係る予算の

試算額は。 

 ②県は2025年度から中学生のいる世帯の給食

費を支援するとし、給食費を無償化する市町村

に対し費用の２分の１を補助するとしています

が、中城村においては実施可能でしょうか。 

 ③この件について県の説明会が実施されまし

たが、村は出席されましたでしょうか。その概

要を伺います。 

 ④学校給食は食育との観点から、小学校を含

めた対象拡大が望まれます。今後の村の対応を

伺います。 

 大枠２です。待機児童の解消について。 

 ①新年度における待機児童数は。 

 ②施設として収容する能力があるのに保育士

不足で受入れできない状況の有無。 

 ③令和５年度における保育士の処遇改善策の

実施状況・結果は。 

 ④昨年度（令和５年度）、学童クラブが抱え

る課題と解決を求める要望書として、学童施設

の認定園化に向けた請願があり、議会では採択

となりましたが、村当局は新年度において認定

園としての認可を見送りました。認可に至らな

かったのは何らかの不備によるものでしょうか。 

 ⑤認可に至らなかったことは待機児童の発生

と関連しているのではありませんか。 

 ⑥認可の学童を希望しながら入所できず、認

可外に入所せざるを得ず、結果的に待機児童に

カウントされない状況について伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 安里清市議員の御質問にお

答えをいたします。 

 大枠１番につきましては教育委員会、大枠２

番につきましてはこども課のほうでお答えをい

たします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠１の学校給食の無償

化については、先日、大城議員の質問にも答弁

しましたが、給食費は保護者が負担しているの

は材料費だけで、人件費や燃料費などは実質村

が負担しています。現在のところですけれども、

無償化にする予定はございません。 

 詳細については教育総務課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 
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○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠１の①から

④についてお答えいたします。 

 ①について、令和６年度の収入見込み額は、

小中学生の給食費総額１億189万8,500円から、

準要保護児童生徒就学援助費2,396万9,000円を

差し引いた残り7,792万9,500円が学校給食費無

償化に必要な予算となります。 

 ②について、給食費の無償化を行うためには、

財源の確保が非常に重要と考えていますので、

事業実施については沖縄県の動向を踏まえつつ

検討したいと考えています。 

 ③について、説明会へは企画課長、財政係長

が出席しています。説明会での内容については、

中学生の給食費を無償とする市町村に対し、そ

の費用の２分の１相当を補助するという説明が

ありました。ですが、現在は市町村が２分の１

を負担しなくても県は補助する方針へ変更され

ております。 

 ④について、②と重複しますが、財源確保が

非常に重要と考えていますので、様々な方法を

模索し検討したいと考えています。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 大枠２、①について

お答えいたします。 

 ①４月１日時点で、１歳児16名、２歳児３名、

合計19名の待機児童がおります。 

 ②複数の施設であります。 

 ③保育士の処遇改善等については毎年度実施

しております。職員の賃金改善につながってい

ると認識しております。 

 ④不備によるものではございません。 

 ⑤令和６年度は令和５年度と比べ、約50名申

込者が増えておりました。６月１日現在は定員

に既に空きがある学童がございます。 

 ⑥認可外に入所している児童は、待機児童の

定義から外れるため、カウントしていない状況

です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 答弁ありがとうござい

ます。大枠の１番のほうから少し再説明をお願

いいたします。 

 この件については、初日に大城議員のほうか

らも提案がございましたので、大体は了承はし

ておりますが、今回、この２分の１の無償化に

ついて、県が行うと。これは当初は実施する市

町村にということでございましたが、その後、

全市町村にという内容に変わってきているとい

うふうに思います。 

 その中で、例えば今、中城村は無償化を実施

する方向性にはないとおっしゃっていますが、

その場合のこの県からの補助金は、しなくても

補助金として入るという形になるんでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 昨日も述べましたが、当初は無償化する市町

村に２分の１の補助をするということでありま

した。ですが、いろいろ市町村との意見交換を

重ねる中、無償化にしなくても、県としては公

立学校の中学生に対しては２分の１相当の補助

をしていくということで方針を切り替えていま

す。あとは調査等を行うということなので、今

後その分についての細かい規定が決められてい

きます。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 給食費の無償化ですの

で、やらない市町村に対しても、それを支援す

るという何か根拠が非常に乏しいのかと思うん

ですが、そこら辺いかがでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 当初からいろいろ市町村からの反対の意見の

中で、無償化するためには、残り２分の１につ

いて村の一般財源を活用しないとできません。

ですので、この一般財源で負担するのは平等性
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に欠ける点があると思いますので、各市町村か

ら反対があり、県もそれに基づき、無償化にし

なくても補助するという方針に変更しておりま

す。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 そこが少し分かりにく

いというか、無償化をしなくても県は補助金を

出すという解釈でよろしいんですか。はい、分

かりました。 

 というようなことであれば、先ほど財源の確

保が非常に難しいというお話がございましたけ

れども、じゃ、例えば２分の１は県からの補助

金で賄えると。あと２分の１ですね。その２分

の１全体を村がということではなくて、例えば

４分の１は村が負担します。あとの４分の１は

御父母の負担をお願いしますという形で無償化

へ向けた段階的な取組ということも考えられる

ことなのでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 基本的には給食費につきましては、学校給食

法上も保護者の負担ということになっておりま

す。他の市町村においては無償化を行っている

ところもありますが、一般財源を活用しないと

いけません。その財源の検討もしないといけな

いですし、現在につきまして、中城村において

は第３子の学校給食の無償化も実際行っており

ます。ですので、現段階においては完全無償化

についての検討はまだその段階には至ってない

ということになります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 現段階では試算という

か、無償化に向けて取り組めるような状況では

ないという御返答だったと思いますが、先ほど

小中学校の件で、必要な予算について7,792万

円ということで、それの２分の１ということで

よろしいですか。もし先ほど私がお話をしたよ

うに、県が２分の１、村が残りの４分の１とい

うようなことであれば。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 最初に答弁しました給食費の無償化に必要な

予算につきましては、小中学校全体での予算と

なっています。現在県が示しているのは中学校

の生徒に対する給食の２分の１を補助するとい

うことで、無償化ではないです。給食費の２分

の１相当額を補助する方針に切り替えています

ので、現在それを無償化に向けてその取組をし

ていく第１段階として、令和７年度におきまし

ては２分の１相当額を補助するという方針です。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 そういうことであって、

提案をいたしましたのは、その残りの２分の１

について、４分の１は村だというふうなことで、

段階的な取組を令和７年度において、あるいは

近い時期においてやっていく方針を示すべきで

はないかと思うんですが、いかがですか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 現在この令和７

年度の事業に向けての説明会も行われている中

で、県のほうもまだきちんと固まっていない状

況であります。残りの２分の１について財源化

するのは、また今後その先のことかと考えてお

ります。また、今、県の方針としては公立学校

の中学校のみということで補助の対象というふ

うに示しています。 

 今後は小学生の部分であったり、また、県立、

国立等も、私立等も対象の方針が示されていな

い中、公立だけに一般財源を投じるのは不公平

感があると考えていますので、その辺もよく精

査しながら検討していきたいと考えています。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 はい、分かりました。

給食費の無償化については、本議会でも何回か
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取り上げられてきたことではございますが、今

回玉城デニー知事の御発言でそれが動き始めて

きているような感じがございます。県の実施方

針発表の後でいろいろマスコミの報道などによ

りますと、今後かなりの紆余曲折が予想されま

す。そういうような中で、実際実施するという

ようなふうなことになった場合において、保護

者の皆様の負担の軽減、そのために無償化の対

応について、他の市町村と比較して遅れがない

ような対応の御準備をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、大枠の２のほうで質問をさせていただ

きます。 

 待機児童の解消についてお伺いをしておりま

す。先ほどの新垣議員の質問と重複しますが、

待機児童が発生した理由について再度御答弁を

お願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほどの待機児童の

発生の原因につきましては、複数の施設におい

て保育士不足による受入れ定員縮小が一番の原

因だと考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 先ほどの説明の中で、

４月の段階での１歳児15名、２歳児４名、合計

19名の待機児童の数字がありますが、これは６

月段階では解消されたということでよかったで

しょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 はい、解消されてお

りません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 これは希望する保育園

に入れない、そういう方に対しては無認可の保

育園も含めてこども課としてあっせんをして、

指導されているとお聞きしているんですが、そ

れでも解消されない、そういうのですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 １歳児の16名に関し

ましては、コロナ禍で育児休暇を延長する保護

者もいらっしゃれば、認可外保育施設のリスト

を御案内しますので、認可外保育施設に申込み

をしている方もいらっしゃると思います。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 待機児童の解消にはな

っていないんですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 先ほど申しましたと

おり、待機児童の解消には至っておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 保育士不足の状況につ

いて、先ほどもお話をしていますが、待機児童

がそのまま残っているという状況、それから、

保育士の方も１歳担当で３名、２歳児１名、合

計４名がという御返答がありました。これも解

消されていないということでよかったでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 保育士の４人欠員と

いうことで、待機児童が発生しているというこ

とは変わっておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 そういう子を持つ御父

兄は非常に悩みながら生活をされているのかな

というふうに思います。 

 質問を続けますが、保育士の処遇改善につい

て先ほど伺いましたけれども、その中で県外保

育士の誘致事業補助金、これが令和５年度では

76万円の予算を組んであります。これについて

何名の方が応募されて、現在活躍されているの

かお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 県外保育士の誘致事

業につきましては、令和５年度は申込者がいら

っしゃらなかったので、なしになります。予算

もそのまま不用額として残っております。 
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○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 同じような項目で、正

規雇用化促進事業補助金180万円もございます

が、それについても同様な数字でしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 お答えします。 

 令和６年度につきましては、正規雇用になっ

た方が２人、そして非正規から正規になった方

が１人、合計３名の実績がございます。 

 修正します。令和５年度につきましては、３

名の方が利用されております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 そのほかに保育士就職

応援金50万円について、これは保育士になられ

る方について、１件５万円か10万円の支給をさ

れるという制度だとお聞きしていますが、何名

の方がお受けになりましたか。１件いくらでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 保育士応援金につき

ましては、令和５年度の12月補正にて予算を計

上しましたが、こちら村内の保育施設に保育士

として復職した場合、お１人10万円の応援金と

いうことで予算計上させていただきましたが、

令和５年度は申込者がゼロでした。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 制度はあるのになかな

か応募していただけないという状況がこれで分

かってきたのかなというふうにも思います。 

 さらに保育士の処遇改善臨時特別事業につい

ては、令和５年度で廃止をされている状況もあ

ります。この事業への応募の総数が少ない状況、

原因として、やはり保育士の処遇と非常に関連

しているのではないかと思います。 

 応募の総数が少ない状況に応じて、例えば令

和５年度に100万分組んであったのを、令和７

年度には人数が少ないから50万円にしようとか

というふうな状況があるのではないかと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 令和６年度の予算に

つきましては、保育士就職応援金は50万円の５

人分の予算計上をしております。現在のところ

はまだ令和６年度６月現在では応募者、申込者

はいない状況であります。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 課長、頑張りましょう

ね。そういうような非常に厳しい状況で、採用

に向けて、保育士の確保に向けて、村のホーム

ページの活用なども行っていらっしゃると思う

んですが、そういったホームページとか、ある

いは広報紙等を活用して、保育士の処遇改善事

業への概要などについての説明はされていらっ

しゃいますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 処遇改善の事業に関

しては、施設のほうには周知しておりますが、

村のホームページに周知しているということは

実施しておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 保育士の採用について

は、お聞きしますと、公募をしてもなかなか応

募がないという状況から、関係する保育士ＯＢ、

それから、そういったお知り合いを頼りに確保

に向けて活動をしていらっしゃるというふうな

ことも聞いております。大変御苦労の多いこと

だと思います。 

 これは他の市町村の採用状況についての調査

というよりは、お聞きしたこととか、それから、

独自の中城としての保育士資格の有資格者等の

名簿等について整備されていらっしゃいますか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 他市町村の様々な施

策の情報収集は行っているところで、効果があ

るのか、ないのかということも情報収集をして

いるところでございます。  
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 有資格者リストにつきましては、その整備と

かは実施しておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 非常に保育士のみに限

らず、いろんな職種において、今、沖縄県のみ

ならず、全国的に採用が非常に困難な状況とい

うふうなことが言われております。そういう厳

しい状況、環境があるとして、処遇の問題も含

め、園児との触れ合いや成長を見守る喜びなど

も積極的に伝えながら、処遇改善も含め、中城

村の保育士になっていただくことについて頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 あと、待機学童について少し質問いたします

が、学童クラブについて、認可に至らなかった

理由について伺いましたけれども、認可の基準

と認可の判断の方法についてお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 学童クラブの認可に

つきましては、これまで待機学童が発生してな

かったということもあり、新たな認可学童を募

集するということは実施しておりません。今後、

申込者が増加するなど、待機の学童が増えるな

どの理由で必要がありましたら検討していきた

いと思っております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 質問を続けますが、こ

の審査の結果については、その申請をした方に

はそういうふうな御返答をされたわけでしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 新たな学童を認可す

るかどうかというのは検討しましたが、今回は

見送るということはお伝えしております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 今回この認可に至らな

かったことについて、今後また新たな待機児童

が発生していくというふうなことと非常に密接

に関連していくものと思いますけれども、そこ

ら辺はどんなでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 今後特に低学年の待

機児童がもし発生した場合は検討していきたい

と考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 状況を見ながらという

ふうな御返答だと思いますが、発生はもう既に

していたわけですので、発生の状況を見ながら

というようようなことではなくて、この申請の

あったところについて、また鋭意検討されてい

かれるようにお願いしたいと思います。 

 学童クラブの空き状況について、６月１日付

の資料ですけれども、２つの認可外学童で３支

援、学童の受入れ人数が60名あります。この数

字は令和５年度のみが60名というようなことで

はなくて、この数年ずっと認可外に通われてい

る、学童を利用している方が60名という数字が

ございます。ほぼ慢性化しているという状況で

すね。このようなことからも認可に向けた取組

が必要ではないかと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 認可外の学童に入所

しているお子さんも、放課後の過ごしている場

所が確保されているというふうに考えて、待機

児童の定義からは外して、カウントしていない

状況でございます。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 認可外を案内されて、

そこで施設を利用するというふうなことで、確

かに待機児童の数というふうなことからは減じ

られていくわけであります。村内の９つの学童

の空き状況を調査した資料がありますが、その

中でもまだあと２人ぐらいは児童に空きがあり

ますよというふうな施設はあるんですが、それ

のこととの関係もあるんですが、認可の学童を
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希望しながら入所できない。この対応について、

何らかの対応をするべきではないかというのが

質問の繰り返しになりますが、村民としては同

等なサービスを受けたい。にもかかわらず、申

込み順なのか、それとも何かどういった順番な

のか分かりませんが、認可学童に通える方、そ

うじゃない方というふうに分けられてしまう。

非常に不平等ではないかと思いますが、この平

等性についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 放課後の居場所が確

保されているという面では不平等ではないとい

うふうに考えておりますが、利用料の件でしょ

うか。 

○６番 安里清市議員 認可の学童に通える人

と、認可以外の学童を利用する方で利用者につ

いて不公平感があるのではないかという、そう

思っているんですが、例えばなぜ認可外の施設

を運営している方は認可を目指すのかというふ

うなことと併せて考えればいかがですか。 

○こども課長 比嘉昌子 利用料に関しまして

は、完全に平等かどうかというと、平等ではな

いかもしれませんが、放課後の居場所の確保に

ついては確保されているというふうに考えてお

ります。 

 認可外の学童クラブは２施設ございますが、

保護者の方々は認可外学童に希望されて入って

おりますので、完全に不平等とは言い切れない

というふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 認可外に行かれている

御父母の方はそういうふうに考えていらっしゃ

るという御答弁です。当初から認可外を希望し

て行かれたわけではないと思うんですよ。認可

園がいっぱいだったので、やむを得ずこども課

さんあたりと調整をしながら、どこか入れませ

んかということでの選択でやむを得ずなってい

るというところがあるのかということが１つと、

そして、そういうようなやり方というのは、村

の住民サービスとして同等なサービスを提供す

るという観点からは改善すべきではないかとい

うことについてお答えをお願いしたいと思いま

す。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 認可外学童クラブが

２施設ございますが、保護者の方々は最初から

ほかのところを希望して待機になったから、こ

こではなくて、希望してそちらを申し込んでい

るという面では、不平等などの差があるとはな

いと考えております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 この無認可の現に入所

されている御父兄ついて、今後アンケート等で

実態調査を行っていただきたいと思います。要

するにほかの園があるのに希望してそこに入っ

たのかという１点だけでもよろしいですので、

そこら辺について御答弁をお願いします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 実態につきましては

こちらとしても把握をしてませんので、精査を

していきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 課長、こちらだけで精

査というふうなことではなくて、利用している

方について、少なくとも先ほどの無認可に行っ

ている御父兄にアンケートお願いしたいという

ことです。大丈夫ですか。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 それぞれの学童の申

込者を把握しておりますので、それぞれの申込

みしている方々がまた重複しているかどうかと

いうのは、学童に対しての調査はできますので、

そちらを検討してきたいと思っております。い

わゆる施設それぞれにこっちにも申し込んでい

るのか、こっちだけ申し込んでいるのかという

のは調査ができます。 
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○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 今行かれている無認可

学童について、希望して来られているのかとい

うことについてはしっかり今後調査をやってい

ただきたいというふうに思います。 

 質問を進めますが、小学校建設の関係で、こ

れは以前、大城常良議員が御質問をされたこと

のつなぎですが、令和７年度以降の運営方法に

ついて、３月定例会で大城議員への答弁の中で、

こども課のほうで代替地を選定中で、必要に応

じて事業者と情報共有していくとありますが、

この情報共有、代替地の選定について、現在進

行状況がありましたらお伺いいたします。 

○議長 伊佐則勝 こども課長 比嘉昌子。 

○こども課長 比嘉昌子 現在のところまだ検

討中でございます。まだ決定はしておりません。 

○議長 伊佐則勝 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 小学校の工事が始まっ

て、この建設事業の進捗により、ひだまり学童

クラブの利用者の方々が行き場がないようなこ

とにならないよう、早めの対応を求めます。と

いうことで、去った３月にも大城議員がおっし

ゃっていますが、私のほうからもその要望をし

て質問を終わりたいと思います。 

 浜田村長には16年間大変ご苦労さまでござい

ました。 

 質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で安里清市議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、小橋川恵美議員の一般質問を許

します。 

 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 改めまして皆さん、

こんにちは。議席番号１番、小橋川恵美です。 

 通告書を読み上げる前に、浜田村長、16年間

たくさんの喜びも御苦労もあったと思いますが、

中城村政を先頭に立って運営していただきまし

て、誠にありがとうございました。 

 私も村民として16年間を振り返ってみますと、

子育て中の我が家にとって一番こども医療費の

無償化の段階的な拡充を毎回中城村は県よりも

早く取り組んでいただき、大変助かりました。

そのほか子供たちの教育に関する政策、ほかに

たくさんの中城村が発展していくための政策を

意欲的に実現していただき、ほかの市町村に住

む子育て中の友人からは、いつも中城村は子育

て世代に優しいねと褒めてもらっていたことを

思い出します。これからの御活躍も楽しみにし

ております。 

 それでは、通告書を読み上げていきたいと思

います。 

 大枠１、学校給食について。 

 学校給食は、児童生徒の発達段階に応じて必

要な栄養素をバランスよく取ることができ、地

域の伝統的な食文化や食に関わる人々への感謝、

食材の生産・流通・消費などを学ぶことができ、

将来児童生徒が健康で健全な食生活を営むこと

ができるよう様々な工夫がされ、学校教育活動

の一環として普及・充実が図られていることは、

子育て中の忙しい保護者には感謝しかありませ

ん。そこで、さらなる充実のために以下のこと

を伺います。 

 ①学校給食に使用される中城産の食材の月当

たりの使用量、購入金額について伺います。 

 ②地産地消コーディネーターの仕事内容を伺

います。 

 ③近年の物価高騰での食材確保も難しい状況

と思いますが、現状を伺います。 

 ④給食で提供されている牛乳の残量を伺いま

す。 

 大枠２、公共施設の予約システム導入につい
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て。 

 自治体ＤＸの取組として、職員の業務改善を

図るため、そして住民の利便性の向上を考え、

公共施設（吉の浦体育館や吉の浦会館等）の空

き状況の紹介や予約などができる予約システム

導入ができないか提案するとともに、以下の現

状を伺います。 

 ①吉の浦会館、吉の浦体育館の月当たりの予

約件数を伺います。 

 ②予約の方法を伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、小橋川恵美議員

の御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、大枠２番ともに教育委員会のほう

でお答えをいたしますが、大枠２番の予約シス

テムについては、実は全くの偶然ですけれども、

ある人を通じて知る機会がございまして、恐ら

く２週間か３週間ほど前だったと思いますが、

生涯学習課長も一緒にこういうものがあるから

ということで、レクチャーを受けて、生涯学習

課長としても、非常にこれは前向きにいきたい

というようなことまでは聞いておりますので、

後ほどしっかりその辺どうなのか聞いてみてい

ただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 こんにちは。 

 大枠１の学校給食についてですが、日本の学

校給食制度は世界的にも非常にすばらしい制度

だと考えています。栄養士が栄養のバランスを

考え、カロリー計算をして、調理員が安全に調

理して提供しています。また、学校は児童生徒

が生涯にわたって健康な生活が送れるように、

年間指導計画を作成して、食育の指導を実施し

ています。 

 今後も子供たちが健全に育っていくために、

学校給食の充実を図っていきたいと考えていま

す。 

 大枠１の詳細については教育総務課長、大枠

２については生涯学習課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠１の①から

④についてお答えいたします。 

 ①について、令和５年度の平均使用量は一月

当たり560キログラム、平均購入金額は月額13

万円となっております。 

 ②について、地産地消コーディネーターは、

給食センターと農家との間をつなぐ調整役であ

り、農家に対して、給食で必要な農作物の発注

を行います。また、随時産業振興課の営農指導

員と調整を行い、村内の農家の情報を共有し、

仕入れ価格の確認などを行っております。 

 ③について、これまで交付金等を活用し、食

材購入費の財源として補塡を行ったり、直接農

家から野菜を仕入れるなど、食材購入費を抑え

る調整等を行ってきております。 

 しかし、長期化する食材価格の高騰により、

児童生徒への必要な栄養バランスに配慮した給

食の提供が困難になったため、令和６年４月よ

り給食費の増額改定を行っております。 

 ④について、牛乳の残量につきましては、飲

み残しについては食缶に入れるため把握できま

せんが、未開封の牛乳については、中城小学校

で約30個、津覇小学校で35個、南小学校では大

体70から100個ぐらいになっております。中城

中学校は20個残されていることを確認しており

ます。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 小橋川恵美議員

の大枠２についてお伝えいたします。 

 まず①吉の浦会館、村民体育館の予約件数に

ついてですが、令和５年度の月当たりの平均は

吉の浦会館が117件で、村民体育館が238件とな

っております。 

 続きまして、②の両館の予約方法についてに
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なりますが、両方とも電話または直接事務所に

来ていただき、空き状況の確認と予約を行って

いただきます。それから使用日までに申請書を

提出していただくことになります。予約の受付

開始に関しましては、吉の浦会館が村民の方で

すと利用予定の２か月前、村外利用者は１か月

前からとなります。体育館に関しましては、村

内在住者が前の月の第３水曜日で、村外在住者

は第４水曜日からの予約受付開始となっており

ます。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 それでは、再質問さ

せていただきます。 

 この中城の地産地消で使っている主な野菜と

いうのはどんなものがありますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 年度によって変わりますが、令和５年度につ

きましてはキュウリが一番多く、次にネギで、

３番目にトウガンという順になっております。 

 答弁漏れがありましたので、すみません。ニ

ンジンとジャガイモもあります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 先ほど令和５年度の

平均使用量が、平均購入額が月13万ということ

で、思ったより何か少ないのかなというところ

もあったんですけれども、以前に頂いた資料で、

令和４年度の地元食材の使用量が22.15％で、

令和４年度は月約15万8,000円ぐらいの購入で

すが、令和５年度に関しては少し下回っており

まして、17.62％で、先ほどの答弁にもありま

したように13万ぐらいということでありますが、

この下がっている要因というのは何かあります

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えします。 

 食材につきましては、干ばつや雨が多く続い

たときによって収穫量が変わってきますので、

その際における使用する率が若干下がった部分

があります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 この地域の農家さん

と給食センターをつないでいる地産地消コーデ

ィネーターさんという役割の方ですけれども、

こちらは全県的にというか、給食センターには

必ず常駐されていらっしゃる役割の方でしょう

か。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 中城村では農家が育てる食材を活用していく

面も含め、これまでその部分が弱かった部分が

あります。これを解消するために地産地消コー

ディネーターを採用し、この使用率を高めてい

る状況であります。他の市町村については細か

くは把握しておりませんが、本村としてはその

コーディネーターを活用しています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうしましたら、村

独自の取組で採用して、農家さんとつないでい

らっしゃるということでありますけれども、そ

うですね、今後学校給食へ地産地消のこの野菜

を安定的に取り入れていくための今後の課題と

かというのはありますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 教育委員会とし

ては、できるだけ地産地消を強化していく取組

で取り組んでいるつもりであります。ただし、

今農家さんの減少傾向があったり、さらに物価

高騰により購入費もだいぶ上がってきておりま

す。その中でこの給食費の中で補える食物を探

していくのを今後、検討を強くしていかないと

いけないなと思っています。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 
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○１番 小橋川恵美議員 そうですね、やはり

今農家さんの減少というのは、産業振興課の

方々も取り組んでいるように、農業をもうちょ

っと中城村では取り組んでいこうということの

動きもいろいろされているかと思うんですけれ

ども、今後もそのようにもっと強化して、中城

の食材をぜひ学校給食に取り入れて使っていた

だきたいと思っています。 

 次に、牛乳ですけれども、牛乳アレルギーの

子の対応というのはどうされているかお伺いし

ます。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 牛乳につきましては、好き嫌いではなく、医

者より飲めないという診断書を頂いた方につい

ては、減免の申請をしていただき、減免措置を

行っております。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 この牛乳の先ほどの

残量ですけれども、これは１日当たりの残量に

なるかと思うのですが、印象を受けたのが、や

はり南小学校はお子さんの数も多いということ

ではあるのですけれども、１日70個から100ぐ

らい残量が残ってしまうということですかね。

この残量が残ったものというのは全て廃棄とい

うことになりますでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 基本的に給食における残量につきましては全

て廃棄になります。牛乳につきましては一応業

者に引き取っていただいている形になります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 牛乳についてなんで

すけれども、やはりも近年ではいろいろな食材

ですね、栄養価の高い食材などが出てきて、家

庭では幼い頃から親が牛乳を飲ませないという

家庭や、そもそも牛乳が苦手という子もいて、

最近東京都多摩市始めた選択制というものを導

入して、アレルギーなどの観点からではなく、

食品ロスの観点から選択制を導入している学校

もあるようですけれども、中城村では今後食品

ロスなどの観点から、そういう選択制などを考

えて検討していくという考えはありますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 まず食育の授業等において日本人に不足しが

ちな栄養素の１つであるカルシウムが牛乳には

豊富に含まれていることや、小魚や野菜に比べ

吸収率が高いので、より効率よくカルシウムを

摂取することができるため、牛乳を推奨して行

っております。 

 牛乳の代替になる食品としてヤクルト等々の

いろいろな製品もあることは承知しております。

ただし、牛乳の単価に比べるとかなり高額とな

ってしまいますので、現在の給食費の中で使用

していくには財源的に厳しい状況でありますの

で、まだその辺の取組は行っておりません。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうですね、なかな

かやはり牛乳を給食から選べるようにするとい

うのは栄養価の面からも難しいということは承

知はしているのですけれども、今後時代の流れ

にも合わせて対応が必要になってくるかもしれ

ませんので、情報収集など続けていただければ

なと思います。 

 あと、地産地消の取組ですけれども、教育総

務課が地域の農業の振興にも子供たちの食育に

取り組んでいく野菜が豊富でないといけないと

いうことは分かりました。 

 すみません、そこで産業振興課の課長にお伺

いしたいのですけれども、今座談会なども開催

して、農業に強く取り組んでいこうとしている

かと思うのですけれども、今後給食に地域の野
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菜を取り入れていくというところに強化してい

く考えはありますか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 やはり農家はいろいろな野菜、いろいろな

品目等は作っておりますが、契約の農家が給食

センターに出していくということはありますの

で、一概に給食だけに出していくというのは私

の中では言えないんですが、農家が市場を見て

市場に出したいとかというのがあると思います

ので、その辺は農家があって、またコーディネ

ーターとのつなぎの中での話になっていくとは

思います。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 ありがとうございま

す。今後県の給食費の半額の補助の動きなどは

大変よい政策だと思いますが、この物価が高騰

している中、限られた予算の中で質の低下、栄

養価の不足なども心配になります。学校給食で

地産地消の食材を積極的に取り入れていくこと

は、今後村の農業振興の要にもなると考えます。

産業振興課と共に連携して、農業従事者が増え

る取組が学校給食で地産地消のものを年間通し

て安定的に学校給食へ使用していくことへもつ

ながると思いますので、今後とも担当課同士連

携しながら、さらに地産地消の取組を強化して

いってほしいと思います。要望いたします。 

 では、次、大枠２の公共施設の予約システム

導入について質問させていただきます。 

 おっしゃるとおりというか、今お手元に資料

を配っているんですけれども、いろいろちょっ

と地域、各市町村の予約システムを調べてみた

のですが、これは北中城村の施設オンライン予

約システムの一部分になっています。これは大

変分かりやすくて、最初のログインとかしなく

ても、初めての方というところから日付を選ん

で、このエリア、施設を選んで利用料、利用場

所ということで、例えば吉の浦体育館を選んで

バスケットに利用するとかとなると、右側の施

設の空き状況ということで、一目でどこが空い

ているということが、マルバツで分かるように

なっています。 

 やはりみんなインターネットの利用が得意な

方々ばかりではないので、この単純な一々ログ

インですとかメールアドレスの先に会員になら

ないと見れないという感じではなくて、もう既

に自分が必要としている日付が空いているのか、

空いてないのかということをすぐ可視化できる

ようになっておりますので、ぜひこの北中城村

のオンライン予約システムを参考にしていただ

いて、早めにできたら予算化して実現していた

だきたいと思うのですけれども、今後の取組と

してどうでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、御提案ありがとうございます。近隣市

町村もウェブによる予約システムをどんどん導

入しておりまして、私どもとしましても利用者

の方々の利便性の向上と、あと、もちろん職員

のある程度の負担軽減などもございますので、

前向きに検討しているところではございます。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 もしもう予約システ

ムが導入できるとしましたら、予算化などもあ

るかと思いますので、早くていつ頃を検討され

ていますか、もし分かれば。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 予算の関係もご

ざいますので、今情報収集などもしているとこ

ろですが、もし導入するとしましたら、早けれ

ば次年度あたりを考えてはおります。 

○議長 伊佐則勝 小橋川恵美議員。 

○１番 小橋川恵美議員 そうですね、ぜひも

う前向きに検討していただきまして、やはり私
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も予約を取ったことがあるんですけれども、電

話をして、いつが空いているかという確認をし

て、そこが空いてなければ、次の候補、次の候

補ということで、結構電話をかけるだけでも時

間がかかってしまいます。そこからまたちょっ

とキャンセルするにも電話をしないといけなか

ったりとかということで、電話１本で予約はで

きるかもしれないですが、その時間を割くのに

結構ハードルが高い部分もありますので、今後

ネットで予約ができますと、24時間いつでも自

宅から夜中にでも予約ができ、住民サービスの

向上につながると思いますので、ぜひ早急に予

約システムの導入をお願いいたします。 

 以上になりますが、私の一般質問を終わりた

いと思います。 

○議長 伊佐則勝 以上で小橋川恵美議員の一

般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１３時５７分） 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは、通告書の順番に従って発言を許しま

す。 

 最初に、新垣 修議員の一般質問を許します。 

 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、皆様、改め

ておはようございます。 

 令和６年度浜田村政のこの議会の場において

は最後の一般質問になりますので、また最後ま

で前向きな答弁をよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書に従って質問させていただ

きます。議席番号７番、新垣 修。 

 大枠１番、健康づくりの支援取組。 

 健康づくりは、個人の健康維持はもちろんの

こと、医療費削減や社会全体の活力向上にもつ

ながる重要な課題であります。近年では、高齢

化社会の進展に伴い、健康寿命の延伸が重要な

課題となり、健康を取り巻く環境はますます複

雑化しています。 

 以前、健康保険課において健康づくり支援事

業の一環としてヘルスアップ教室が開催されて

いました。この教室は、専門家の指導を受けな

がら、健康に関する知識を学び、住民の健康意

識向上や生活習慣改善に大きく貢献し、大変好

評を博していたと思っていますが、現在は行わ

れていません。そこで以下の点について伺いま

す。 

 １、ヘルスアップ教室の実施期間を伺います。 

 ２、ヘルスアップ教室が終了した理由につい

て、具体的に説明をお願いいたします。 

 ３、今後ヘルスアップ教室を再開する、ある

いはそれに代わる取組の可能性はあるか伺いま

す。 

 ④現在少人数ながら、週２回健康づくりの内

容で専門家を招いて指導を自費で賄い、教室を

行っているグループがあることを知っているか

伺います。 

 大枠２番、中学生の通学バス利用における平

等性。 

 児童生徒の学び場への公共交通機関がない地

域解消を行うために、スクールバスを導入し、

改善されて多くの児童生徒が安価で利用できて

いる成果については高く評価されます。さらに

は、護佐丸バスの運行に伴い、久場地区の生徒

も中学校前まで直通便が利用できることには家

庭からも喜ばしい制度だと思われます。 

 一方で、伊集、和宇慶、南浜、北浜地区の中

学生におけるバス利用に関しては、在来線しか

利用できず、護佐丸バスを利用しようにも直通

便はなく、一旦奥間で降りて徒歩で通うしかあ

りません。そのため、生徒は護佐丸バス、スク

ールバス利用者よりも60円も高い在来線の通学

バスを利用せざるを得ない環境にあります。 

 そこで、①行政として中学生の通学における

バス利用料金の平等性を図れるような方策を考

える手だてはないのか伺います。 

 ②対象となる地域の保護者を招集し、在来バ

スの利用について、平等的利用負担ができる方

策等を示せるように協議につく考えはないか伺

います。 

 以上、前向きな回答をお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、新垣 修議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては健康保険課、大枠２

番につきましては教育委員会のほうでお答えを

いたします。 

 お尋ねの健康づくりについては、私も村長退

任後は非常に興味深い健康維持について考えて

いきたいところでございますので、議員から何

かいい御提案等がありましたが、しっかり参考

にさせていただきたいなと思っております。 
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 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 おはようございます。 

 大枠２の中学生の通学バス利用における平等

性についてですけれども、生徒の通学方法はそ

れぞれ様々で、歩いて登校する生徒、それから

保護者が送り迎えをする生徒も多くいます。教

育委員会としては、全ての生徒の通学バス料金

の平等性を考えることは大変難しいと思ってお

ります。 

 詳細については教育総務課長が答えます。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり おはようござい

ます。 

 大枠１の①から④についてお答えいたします。 

 ①について、平成18年度から平成29年度まで

12年間実施をしておりました。 

 ②について、事業を続けていく中で参加を呼

びかけても参加者を集めることが難しくなり、

リタイアする人、出席率の問題、再度保健指導

の対象となるケース、参加者が固定されてくる

という課題などもあり、国の方針が健康教育に

よる疾病予防や健康増進を図る１次予防に加え、

疾病を早期発見し、早期治療や保健指導などで

重症化を防ぐ２次予防に重点を置いたことによ

り事業を終了しております。 

 ③ついて、現段階では同じ内容での教室の再

開は考えておりません。 

 ④の健康づくり教室を行っているグループに

ついては把握をしておりませんでした。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 大枠２の①、②

についてお答えいたします。 

 ①について、通学手段については、各世帯に

おいても様々であることから、全ての生徒に対

し平等性の取れる方策は大変難しいと考えてい

ます。 

 ②について、様々な方向から精査及び調査を

行う必要がありますので、現在実施する方向で

は考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、順を追って

再質問させていただきます。 

 まず、健康保険課長のほうに質問させていた

だきます。まず、健康づくり支援事業やヘルス

アップ教室等を行った場合に得られる成果の意

義についてどのような見解をしているのか伺い

ます。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 自らの生活習慣

を振り返ることで、自分自身の課題に気づき、

改善に向けて継続的に取り組むことは、生活習

慣予防や慢性疾患の重症化を防ぐことになり、

健康寿命の延伸や医療費の抑制にもつながると

思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 意義についてもしっか

りと私も同じ見解で考えております。やはり生

活習慣病の予防とか重要化予防、それから健康

寿命の延伸、特に医療費削減への貢献というの

は十分効果が出るのかなと。それとあと、住民

の健康意識向上に大きな様々な意義が取り上げ

られると同様に考えていますけれども、今、質

問のほうで、３番のほうで健康づくりについて、

今のところは同じような考えはないとの消極的

回答というふうに受け止めたんですけれども、

以前、ヘルスアップを私も実行しました。そこ

でいろいろと学んで、私は８年前ぐらい前に実

行したんですけれども、その知識が今も身につ

いていて、この何年間で自分のほうでも体調維

持ができている状況になって、すばらしいこと

だと思っています。 

 今回何か提案できればいいなと思って、まず

考えていたことを述べてみますね。以前やって

いたものに関してましては、職員も参加してお

りまして、やはり負担も大分かかっていたよう
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に思います。今回、前のと違うような取組を考

えているというふうに考えたときに、ネットを

駆使した参加型の健康づくりを思案するとか、

あるいは主体的に健康づくりに取り取り組むた

めだけのきっかけをつくっていただいて、例え

ばネットでモニターを募集するとか、そして一

定期間、期間を定めて具体的な方法で指導や知

識を提供しながら、個々において家庭で健康づ

くりや、それから運動、それから時間の使い方

などをネット上でアドバイス、チェック管理を

行っていくやり方というのを考案したらどうで

すかというふうに提案しようと思っていたんで

すけれども、そうしたら、今日朝起きたら、こ

こにスタイルアッププログラムというのが今日

配布されていまして、まさに提案して、皆さん

でうまいぐあいにＬＩＮＥとかを使ってやって

みたらどうですかというふうに思っていた矢先

に今日舞い込んできたものですから、すばらし

い取組だというふうに思って、高く評価しまし

た。 

 そこで、ちょっと質問を変えながら、せっか

くこういうふうにモニターを募集して、20名、

７月１日から募集するんですけれども、これを

できればモニターを今回３か月間使おうと思う

んですけれども、それをこのまままた持続的な

アクションプログラムとして利用できるために、

何か別のまた次のステップも考えられています

か。１回で終わる。 

○議長 伊佐則勝 健康保険課長 島袋かおり。 

○健康保険課長 島袋かおり 今回スタイルア

ッププログラムにつきましては、事業者のほう

の実証実験に参加するという形になります。そ

れで、今年度実証実験をして、持続可能なもの

かということを見るために参加をしますが、３

か月終わった後の事業としては、今のところ取

組は考えておりません。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 まず、方向性は僕はも

のすごく良いと思っています。モニターから得

られた実践数値などを次のステップとして、こ

れは提案、質問ということで考えていたもので

すから、一般からの参加者を募集して、そこで

示した数値を基に、次なるステップとして、要

は今までママ応援ギフトとかいろんな支援ギフ

トがあったと思うんですけれども、次のステッ

プで、今度はもし３か月間モニターで、次は一

般の人を募集したときに、その達成した減量あ

るいは数値に対して、単純にいえばスタイルア

ッププログラムということになっていますので、

スタイルアップ応援ギフトとか、そういうふう

に応援ギフトやクオカードでもいいんだけれど

も、達成した参加者に３キロ減らせば1,000円

のギフト券を進呈しますとか、そういうふうに

付加価値を出して、次の一般のたくさんの人に

つながるような考え方もいいのかなと思ってい

ますので、ぜひともこの事業が一般モニターを

通して、次のステップになるように、持続でき

るようにいろいろと取り組んでほしいというふ

うに思っていますので、よろしくお願いします。 

 健康づくり支援というのは、村民の健康意識、

それから知識の向上、生活習慣の改善に大きく

貢献すると考えております。住民への持続的参

画は重要な取組だと私は考えており、きっかけ

をつくってあげることで参加率向上にもつなが

れば、医療費の抑制にも効果的期待が寄せられ

るというふうに考えております。地域住民の健

康づくりを積極的に支援する観点から、職員間

のほうでちょっとしたアイデアを出し合いなが

ら、後押ししていただけるように熱望して、こ

ういうふうな住民の健康づくりが実践できるよ

うにさらなる取組を期待したいと思います。 

 ４番目の質問の中で、今のこの少人数グルー

プの件なんですけれども、これはちょっと少し

知り得てほしいなと思ってお話しさせてもらい

ます。この講師の方は山城さんという方で、最

初にヘルスアップが18年に行われてますよね。
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その最初のときに講師を頼まれた方らしいんで

すよね。私が聞いた限りでは15年ほどやってい

ると。支援事業が終わってもう８年か７年にな

るんですけれども、そのときの一緒に受けてい

た村民の方から、ボランティアでできませんか

という依頼があったということで、それで７年

間から８年間ボランティアでずっと村民のその

少人数、今12名いるらしいんですけれども、そ

の人たちのためにわざわざ宜野湾から月曜日と

木曜日、時間を割いてそこで講師をしていると

いう先生がおりますので、これ何を言わんかと

いうと、多分それで15年も、もちろん７年か８

年間は委託でやられていたんですけれども、そ

の後から村民の要請に応じて８年間もボランテ

ィアでやるということは、やっぱり全国的な面

から見てもすばらしい活動をしていると思いま

すので、それをできれば一度見ていただいて、

そのやっている村民に、受講している村民に何

か希望ありますかと聞いてみたんですね。やは

り２階フロアで自分たちで掃除しながら、限ら

れたスペースで無償で使わせてもらっているん

ですけれども、これは体育館の職員の方の理解

があるということで貸していただいているとい

うことで、空きスペースを利用してやっている

んですけれども、それで、当初は何か希望があ

るんでしたら伝えますよというふうに言ったん

ですけれども、取りあえず今十二、三名、少人

数でこの場所で頑張ります。 

 先生に聞いたら、先生いわく、できればシニ

アあるいはミッドシニア、やっぱり60から70の

人たちの国保の住民のために健康教室に関して

は、そのシニア、ミッドシニアは健康を維持す

ることを目的として進めてもらいたい。若い人

たちは健康増進ということで、今ベリーダンス

とか何とかやっていますよね。やっているんで

すけれども、若い人たちは健康増進を図る施策

を考えていただけたらいいんじゃないですか。

だけど、仕事終わってから、夕方ね、の人たち

のために、健康維持を図れるような取組を考え

ていただければ、国保の医療費抑制にもつなが

っていきますよと。そして、１つだけ言ってい

たのは、無償でボランティアで何十年もやるの

は少しきついですというふうにありましたので、

一度向こうのほうに出向いて、労をねぎらいな

がら、希望などないか聞いてほしい思いますの

で、よろしくお願いします。 

 ヘルスアップに関しては以上で終わりといた

します。 

 続きまして、護佐丸バス、中学生のバス利用

における平等性について質問させていただきま

す。 

 まず、今、教育長からの回答でも、全てのと

いう言葉で、全ての生徒に平等にというのは大

変難しいとか、課長も同じような答弁でしたけ

れども、今回提案取り上げたのは全てというこ

とではなくて、大変難しいという言葉でしたの

で、厳しいとなると、提案するのも厳しいと思

っているんですけれども、難しいというのは、

理解を深めて紐解けば何とかやっていけるのか

なと思っていますので、そこで質問させていた

だきます。 

 この質問は教育委員会だけの質問ではなく、

行政全体への質問提起として考えておりますの

で、お願いいたします。 

 そこで企画課長に質問をいたします。護佐丸

バスを中学校まで通学に利用したいと思います。

国道329号線路線沿いで利用できる地域とでき

ない地域を伺います。 

○議長 伊佐則勝 休憩。 

休 憩（１０時２０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えします。 

 中城中学校でいきますと、久場から屋宜まで
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の生徒は最寄りバス停から中学校前までの通学

バスに乗れます。それ以外は直通はございませ

ん。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 我謝課長にお聞きいた

します。スクールバスの件なんですけれども、

スクールバスは南のほうからおりてきて、一旦

何か津覇小学校のほうに行っているような感じ

が見受けられて、津覇小学校の何かバスの回転

場で一旦降ろしてから、また中学校に向かって

いるというふうに捉えているんですけれども、

津覇小学校のバス停から津覇の学生がスクール

バスに乗れるルートはあるのかな。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 以前、幼稚園があるときについては、津覇小

学校及び中城小学校のほうまで幼稚園の送迎を

スクールバスで送迎しておりました。恐らくそ

のときだと認識しております。 

○７番 新垣 修議員 今現在津覇地域以南の

生徒がスクールバスを利用できるものなのか。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 現在、スクールバスについては、南上原から

下りてきたものについては、すぐ奥間交差点か

ら当間のほうに向かいます。要するに中学校に

向かいますので、津覇小学校の地区の生徒が利

用するということは実施していません。 

○７番 新垣 修議員 利用できない。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 利用できません。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 まず今回大枠の２の見

出しでバス利用の平等性というふうに書いてあ

りますけれども、同じ中学生が教育を受ける学

び舎に通学する費用に、南北あるいは西方面の

地域環境によって通学費用の格差が生じている

ことに対して、行政全体で考えて解消を図れる

仕組みを検討していきませんかという一応提案、

質問の趣旨になっておりますので、この平等性

という事柄の質問をさせていただきます。 

 まず、説明資料を皆さんのお手元のほうに配

付していますけれども、見ていただきたいと思

います。 

 先ほど課長からもお話がありましたように、

護佐丸バスは久場から屋宜地区の生徒は利用で

きます。この表の中で在来線の公共バス、東陽

バスしかできない地域、これ南側地域というふ

うに理解してください。生徒が負担する年間通

学費を算出したものになります。伊集、和宇慶、

南浜、北浜で、津覇のほうからは、ちょっとバ

スを利用している生徒を自分のほうでカウント

できなかったものですから、今回人数には上げ

てませんけれども、実際伊集、和宇慶、南浜、

北浜の生徒、全部で28名おります。その中で全

ての人がさっき教育長言うように、通学には

様々な形態がありますので、全てが利用してい

るということではありません。その点も御理解

をお願いいたします。 

 そして、右側の表はスクールバスを利用して

いる地区と、それから護佐丸バスを利用してい

る北側地区の生徒が負担する年間通学費を算出

したものになります。これは教育総務課主幹よ

り年間通学日数を算出して、中学校１年生、中

学校２年生、中学校３年生、204日から200日の

間で東陽バスに乗る生徒たち、初乗り運賃が

160円で２往復しますので、年間乗車金額が大

体６万5,000円から６万7,000円の平均を出して

おります。護佐丸バスを利用する、スクールバ

スを利用する生徒たち、中学校２年生を対象に

お話ししますと４万1,000円ということで、そ

の差額が２万4,600円、これは南側地域の子供

たちの家庭は２万4,600円年間負担しているこ

とになっております。 

 御存じのとおり、今回７月１日よりバス賃が

上がるということで、これは東陽バスではない
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んですけれども、東陽バスのほうに確認しまし

たら、恐らく近いうち上がるでしょうとという

ことで、確認の中で算出した金額ですね。仮に

190円で初乗りしてしまいますと、年間約７万

8,000円の通学費用が出まして、その平均値で

計算しますと、約３万7,000円の通学格差が発

生するというふうに算出しました。 

 そこで何を言わんかといいますと、さっき教

育長あるいは課長が言うように、全ての生徒に

ということは確かに難しいと思っています。や

はり現金で乗る人もいれば、車で来る生徒もい

ます。ただし、金城課長が昨日護佐丸バスの件

で真に利用するという言葉を使っていましたね。

どうしても親御さんが、中学校方面に行くこと

ができなくて、本当に授業の間200何日あるい

は180日バスを利用している子供というのはい

ると思うんですね。その子供たちが現金で今乗

っていると聞いてますけれども、それを定期で

仮に購入した場合、その分差額を負担をできま

せんかという、それが今平等性のことをちょっ

と大枠で入れたんですけれども、仮に28人がマ

ックスですよ。マックス今28名がそのままずっ

と年間利用したとしましょう。それを定期で購

入した場合、もちろん定期はちゃんと現物もあ

りますので、それで購入した証明もできます。

その分を負担したとしても67万の負担になると

思うんですね。それは教育委員会が出すとかそ

ういうことじゃなくて、行政全体で考えていき

ませんかというお話なんですけれども、そのあ

たり企画課長、どういうふうに捉えますか、お

願いします。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 少し長くなりますけれ

ども、議員から御質問いただいている平等性に

欠けるについて、２点、料金差額についてと、

あとは運行便ルートについて少し分けて御説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず、公共交通の観点で行政の役割というの

は、村内の実情に即した輸送サービスの確保と

しまして、第一義的には民間路線バスの活用と

支援で、交通業界の活性化等の支援をしていっ

た上で、民間路線バスが通ってない空白地帯へ

の公共交通の運行など、バスを通すことを考え

ることが公共交通の行政の役割でございます。

なので、民間路線バスのルートがあるところへ

公共ルートをつくるというのは、基本的には好

ましくない。許可も得られないことでございま

す。 

 修議員が護佐丸バスの中学校までの御質問で

久場地区の学生も中学校前まで直通便が利用で

きることには家庭からも喜ばしい成果というお

話でしたけれども、まずこの久場の件に関しま

しては、もともと朝便というのは下地区の子供

たちが普天間高校、中部商に行けないという課

題解消のために、下から上に行けるルートが民

間ではない。だから公共でバスを通しましょう

というところで、各関係機関、許認可をいただ

く国交省も含め、民間路線バス会社も含めた協

議会で、朝便の高校生の通学を目的に考えまし

た。 

 しかし、運行する上で最大限の活用策という

のも我々考えないといけないというところで、

広く救う計画としてルート上にある小学校、中

学校までは乗車させたいというお願いをした上

で今のルートになっておりまして、結果的に言

いますと、久場地区の小・中の乗車は副産物で

拾われているという御認識をしてていただきた

い。基本通せるものではないです。だから、津

覇地区から護佐丸バスを中城中までというのは、

許可を得られません。民間路線バスがオーケー

するわけございませんし、国からも指摘を受け

ます。基本的な考えは、民間路線バスを活用し

て、持続可能な公共交通を考える場合は、まず

は民間を盛り上げて運行してもらう。それでも

できないところは公共交通がやるというところ

での運行ルートの考えを御理解いただきたいと
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思います。 

 料金差額についてなんですけれども、まず公

共交通の観点から、居住地や交通機関などの条

件により運賃差が出ることは自然なことでござ

います。御質問の差額が出ることで平等性がな

いと捉えるのはなじまないと考えております。

差額をもって公共交通の平等が図られてないと

の認識もございませんし、手だてを考えるもの

ではないと考えます。企画課、実施計画を精査

して、予算を査定している。村としての方策と

いうところですけれども、高校生の通学を例に

取れば一目だと存じますけれども、通学にかか

る利用料に差額は当然あるもので、容認されて

いると思います。修議員が義務教育の中学生に

限っておっしゃっておりますので、中学生の通

学バスの現状について、これは本村に限ったも

のでもなく、県内ほとんどの市町村においても

発生しております。 

 調べてみたところ、近隣の西原町で、西原東

中で30円の差がございます。西原中では180円

の差額が発生しております。本村同様に公営バ

スを運営している北中城村においては、特定の

字だけに無料バスを運行しておりまして、320

円の差がございます。そういった現状の中、行

政として、通学バスの差額補助事業または差額

改善対策を実施している市町村の情報は聞いた

ことはございません。 

 行政の関わり方として、基本、公共交通の在

り方に準拠したごく当たり前の考えで、差額を

捉えて特別に行政が関わる施策との認識は持っ

ておりません。特定の地域の特定の年齢の既存

バスを使用している特定の方々だけに対する方

策は厳しいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 ちょっと話が長くて、

少し頭でまとめ切れなかったんですけれども、

今高校生とかそういったルートの話も頭にはあ

るんですけれども、今話しているのは、中学生

の通学における通学格差を少しでも解消できま

せんかというお話を前提に話をしているわけで

ありまして、先ほど言ったように、同じように

久場地区から普天間高校とか上げるためにルー

トを通ったと思うんですけれども、じゃ、今度

南側の地区から考えて言いますと、今言うよう

に、同じ民間の路線を走ると許可が出ませんと

いうふうに課長は言っていますけれども、それ

であれば、逆に和宇慶から一旦中を下ろして、

国道を走らないで、奥間から下ろして、役場前

通して中の吉の浦線と言うんですか、そこを通

して、中学校で降ろしてから、中学校で迂回し

てから奥間に上げるという、そうなるとまた護

佐丸バスのルートの話になるものですから、そ

うしたら私が今回取り上げている趣旨とまた離

れてくるものですから、そこの話をしてしまい

ますと時間がまたちょっとなくなるものですか

ら、私が今回とにかく皆様方に、行政あるいは

教育部局で、双方でその話し合う場を設けませ

んかというのは、実際この南北で久場からは同

じように東陽バスもあります。護佐丸バスもあ

ります。じゃ、南からは護佐丸バスだけが奥間

まではあるんですけれども、そこから先があり

ません。そこを本来であれば改善できませんか

という話をしたいんですけれども、その後ルー

ト的なものが出てくるものですから、その話は

今回取り上げませんけれども、それでどうして

も今一方通行的な奥間から徒歩しかありません

と。今東陽バスしか使えません。今後値上がり

も予想されるに当たって、やはり南地域の生徒

たちには、今通学格差が出てますので、そこを

教育部局、行政部局、隔てるんじゃなくて、双

方で一旦協議をして、前向きに支援する。生徒

たちの通学環境をよくするということを話合い

をしませんかということなんですけれども、そ

の辺はどういうふうに捉えますか。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 お答えいたします。 
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 修議員の観点の平等性を欠いているというの

はある意味理解はできます。議員の今の御質問

にもあった意見で、護佐丸バスが利用できない

から在来線を利用するというのは、これはあく

までも個人的意見でございまして、行政、公共

交通としては、先ほど申し上げたように、在来

線があるところというのは、在来線を活用して

いただくと。これは変えられるものでもござい

ませんし、そうしていくことが持続可能な公共

交通と申し上げましたけれども、そのあたりは

御理解いただきたいと思います。 

 確かに差額があるというのは、公共交通も通

していながらあるという御意見には個人的には

理解はできますけれども、先ほど申し上げた行

政が児童生徒の公共交通の考えからは居住地と

か運行している交通機関での差は出るもので、

行政として特別対策をしてないのはある意味憲

法で保障されている居住の自由というのがござ

います。選択してその地域に住まわれておりま

すので、自由選択によって、生活はもとより、

いろんな面で影響は出てきますし、有益、無益

などいろんな面で関わってくることでございま

すので、行政が対応しないというのはその範疇

で考えなければならないことだと認識しており

ます。 

 検討しても今言ったような村の方針として、

料金的にもルート的にもできない現状でありま

すので、修議員の提案されていることについて

は前向きな検討というのは難しいかと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 行政と教育部局のほう

が、今、課長のほうでは行政としては難しいと

いうかね、取り上げることができないという回

答として受け止めますけれども、同じ学びを受

ける中学生の子供たちが地域格差によって、先

ほど平等性と言ってますけれども、確かに私も

平等性と書いていますけれども、平等性に欠け

るということが主体じゃなくて、子供たちが同

じ１つの学び舎に登校するのに、こういう格差

が出ている問題として、それを全て援助という

か、考えてくれませんかということでもなくて、

言ったように、真にバスだけしか利用できない

子供たちがいたときに、年間３万円も４万円も

やっぱり通学格差が出ていますので、そこに対

してその分の何らかの手当をできるような方策

を教育部局も併せてその考える場を設けません

かというまず質問なんですけれども、今その入

り口にも行けない状況の回答というふうに僕は

受け止めますけれども、前向きに一旦教育部局

側とも話合いをして、どうにか対処できるよう

な話合いを持てるよう、あるいは方策が取れる

ような場をつくれることは不可能なんでしょう

か。双方にお聞きいたします。 

○議長 伊佐則勝 企画課長 金城 勉。 

○企画課長 金城 勉 今年から中城村の地域

公共交通計画の策定へ向け、今、浜の実証実験

もしております。住民アンケートも実施して、

現状を分析して、改めて中城の地域公共交通計

画を来年にかけて策定してまいりますので、修

議員からの御提案あったことも諮って、その前

には教育委員会と相談をしてまいります。入り

口から入れないではなくて、公共交通、村行政

の論法的にはこうですよと申し上げただけでや

らないということでは決してございませんので、

今計画を策定している時期でもございますので、

教育委員会と改めて相談もしながら、修議員か

らの提案も改めて聞きながら、交通協議会への

検討事項として申し上げることはやぶさかでは

ないと考えております。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課長 我謝慎太郎。 

○教育総務課長 我謝慎太郎 お答えいたしま

す。 

 教育委員会としても話合いの場については、

今後検討していきたいと考えています。この区

間だけでなく、他の地域のいろんな相談なり要

望等があります。ですので、地域限ったものに
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ついて、今現実にすぐできるというのはちょっ

と申し上げにくいところがあります。ですので、

全体的に考えながら、皆さんが納得できるよう

な方策を考えていきたいとは考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 これも前向きな回答で

ありがとうございます。 

 最後に、浜田村長に最後の質問をさせていた

だきます。 

 今、資料等あるいはやり取り等の中で、中学

生における通学費用等について説明をさせても

らいましたけれども、客観的に今のお話を聞い

て、通学費用格差が生じていると見ますか、そ

れとも生じている等に見ますか、あるいはこの

提案、質問は今後への課題となり得るのか所見

を伺います。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 最後の質問にしてはかなり

厳しい質問だと。正直な気持ちだけを吐露させ

ていただきますが、両方、行政側、私はもちろ

ん行政側ですけれども、行政側で議員の質問、

どっちも正解のような気がいたしますし、自分

に置き換えたときに、実は普天間中学校出身で

すが、私も野嵩三区というところから普天間小

学校までかなりの距離で、そこは徒歩で行った

り、送ってもらったり、自転車で行ったりとか、

いろいろありましたけれども、地域の乗り合い

で行ったのもたくさんあったんですね。お母さ

ん方、お父さんの乗り合いで。それも時代錯誤

的なことかもしれませんが、そういうことも１

つのまた協議会の場で何か乗り合い的で地域で

やっていける方法はないかなとか、今ふと皆さ

んの議論を聞きながら思い出したところでござ

います。 

 実際、議員の御質問の答えにはなっていない

かもしれませんが、非常に議論の価値は大いに

ある案件だと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 ありがとうございます。

大いに議論の価値は私もあると思って、次の新

しい村長へまた同じようにその疑問をぶつけて

みたいと思います。 

 今、村長言われるように、やはり地域、地域

で子供たちを見守って、地域、地域で今言うよ

うに送迎ができる。ライドシェア的なものが確

立できればこれにこしたことはないんすけれど

も、実際これを中城村が先駆けて、次の新しい

村長が考えて、実践できるような方策とか立て

ることができれば、中学生たちが同じ学び舎に

同じ条件で教育の場に行けるという、これが本

来の望ましい形であるというふうに理解してお

りますので、その辺もまた教育長に最後の質問

になりますけれども、先ほど全ての生徒には難

しいということでしたけれども、先ほど課長か

らは前向きな答弁をさせてもらいました。様々

な方向から精査して、あるいは調査を行うとい

う形で、その課題の克服に向けて、前向きに検

討していただきたいと思いますけれども、その

点はどうでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 私としては、実は徒歩登

校歩いて登校することを奨励したいと思います。

保護者からすればできるだけ負担軽減につなが

るようなことはとてもありがたいことだと思い

ますので、関係課と相談しながら、できるので

あればやっていきたいと思っています。 

○議長 伊佐則勝 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 久場から2.7キロ、伊

集から４キロ、和宇慶から3.5キロ、久場は近

いから徒歩でも行けると思っています。 

 令和６年度も浜田村政にとりましては４期16

年本当にお疲れさまでした。この浜田村長から

英断の決断で次の新しい村長が今回誕生しまし

たけれども、その英断には大きく感銘を受けま

したし、そして、浜田村長が僕は幸せ者だなと

いうふうに思っています。なぜかといいました
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ら、やっぱり浜田村長、政治に関わった16年の

中で、やはり後継者を見つけたというのはすば

らしいことだと思いますね。私も議員１期と２

年目なんですけれども、自分が２期務めるのか

３期務めるのか分かりませんけれども、やはり

後継者をつくって初めて自分たちも次の後輩た

ちに議会議員として譲れる。やはり後継者を見

つけることというのはすばらしいことだと思っ

ております。本当に幸せですね。 

 16年間本当に激動の中城村をいろいろと全職

員を引っ張りながら、あるいは議会といろいろ

と議論しながら行政を守っていただき、さらに

発展に導いてきたことに感謝申し上げまして、

一般質問を終わらせていただきます。本当にお

疲れさまでした。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣 修議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時００分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、新垣貞則議員の一般質問を許し

ます。 

 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 議長の許可を得ました

ので、通告書に基づいて、５番、新垣貞則の一

般質問を行います。 

 大枠１番です。中城小校区内の施設整備。 

 ①戦後上陸碑は、東海産業敷地内から東海産

業そばの海岸に移動したが、その目的と、戦後

上陸碑周辺の海岸は雑草が多く茂り、景観は悪

化しているが、今後の維持管理と生徒たちへの

平和学習の取組について伺います。 

 ②日の出園の周辺の吉の浦線の道路は、５月

の大雨のときには道路に水がたまり、生活道路

に支障を来しましたが、対策は。 

 ③泊地区の公民館の潮垣線周辺の道路は、雨

降り後は水がたまり、車が通りにくい状況です。

課題解決の取組は。 

 大枠２番です。 

 スポーツキャンプを誘致して競技力を強化し

て人材育成。 

 ①サッカーキャンプ目的及び中城村へのメリ

ット・デメリットについて伺います。 

 ②サッカーキャンプを平成24年度から令和５

年度誘致して、中城城跡の入場者数・観光誘致

事業の合計額の説明をお願いします。 

 ③サッカーキャンプを誘致しての平成24年度

から令和５年度までの歳入の施設使用料の合計

額と歳出予算の報酬・賃金・芝管理委託料・水

道料・備品などの合計額の説明をお願いします。 

 ④陸上競技場の芝管理を業者に委託している

が、年間の委託料は。平成24年度から令和６年

度までの予算の合計額及び今後の芝管理の取組

について伺います。 

 ⑤サッカーキャンプを誘致後、中城中学校の

サッカー部の令和１年度から令和６年度までの

年間の生徒数の説明、それから中体連の成績の

説明をお願いします。 

 ⑥スポーツキャンプを誘致して、競技力を強

化して、地域活性化を図る取組について伺いま

す。 

 以上、簡潔に答弁お願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 新垣貞則議員の御質問にお

答えをいたします。 

 大枠１番につきましては教育委員会と都市建

設課、大枠２番につきましては産業振興課と教

育委員会でお答えをいたします。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 大枠１の①戦後上陸碑の

維持管理についてですけれども、教育委員会と

しては、児童生徒の平和学習に差し支えのない

範囲で草刈りなど維持管理をしていきたいと考
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えております。 

 詳細についてと大枠２の③、④については生

涯学習課長が、⑤については教育総務課主幹が

答えます。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 新垣貞則議員の

大枠１の①、あと大枠２の③、④についてお答

えいたします。 

 まず、大枠１の①戦後引揚者上陸碑を移設し

た目的についてですが、以前は東海産業敷地内

にあった頃ですが、大型車両が行き来するため、

見学者の安全性に問題があったということと、

休日は門が閉められており、見学はできないな

ど、不便であったため、東海産業に隣接する海

岸に移設しました。 

 上陸碑の雑草についてなんですが、回数は限

られるんですが、業務に支障のない範囲で年に

数回草刈り等を行っております。生徒たちの平

和学習についても、教育総務課、あと中学校と

連携して活用を図っていきたいと思っておりま

す。 

 続きまして、大枠２の③平成24年度から令和

５年度までのサッカーキャンプに関する施設使

用料の合計についてですが、331万7,700円とな

っております。サッカーキャンプに関連する歳

出については特にございません。 

 ④平成24年度から令和６年度の芝管理委託に

関する予算の合計額ですが、あくまでも予算で

すが、１億1,080万9,000円となっています。芝

管理の今後の取組につきましては、今後も適切

な芝管理を行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 新垣貞則議員の大

枠１番の②、③についてお答えいたします。 

 大枠１番の②現在、日の出園から海側に向け

て農道73号が通っており、農道整備において側

溝を設置する計画を行っております。この整備

により大雨時に直線的に雨水が流れるため、道

路冠水の軽減が期待されます。 

 大枠１番の③泊公民館付近の村道潮垣線は、

道路面の沈下により雨水がたまる箇所がござい

ます。現在のところ道路改修の計画はありませ

んが、雨水がたまる箇所については、維持管理

の範囲で路面を補修するなどの対応を行ってま

いります。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 新垣貞則議員の大枠２の①についてお答え

いたします。 

 サッカーキャンプを通じて地域活性化や観光

地としての魅力発信を図ることを目的として事

業を展開しております。 

 村へのメリットとして、中城村の地理的特徴

や恵まれた自然、温暖な気候、特色ある地域・

文化・産業とスポーツを関連づけ、J１チーム

であるスポーツクラブ等を誘致することにより、

地域経済の活性化につながる取組が実施できる

ことです。 

 デメリットとしては特にありませんが、課題

として、新型コロナの影響による実績が落ち込

んだプロ及び大学などのキャンプ回復などが挙

げられます。 

 続きまして、②についてです。平成24年から

令和５年度までの中城城跡の入場者数は121万

1,090人です。観光客誘致事業の合計額ですが、

1,911万1,000円になります。 

 続きまして、⑥についてですが、アスリート

を指導者としたスポーツイベント及びスポーツ

教室の開催や地元飲食店とのコラボしたスタン

プラリーの開催を行っております。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 大枠２の⑤につ

いてお答えします。 
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 令和元年度から令和６年度までの中城中学校

のサッカー部の生徒数は、令和元年度が13名、

令和２年度が16名、令和３年度が16名、令和４

年度14名、令和５年度18名、令和６年度15名と

なっています。 

 中頭中体連の結果につきましては、令和元年

の結果は聞き取りを行いましたが、確認できま

せんでした。令和２年度は新型コロナウイルス

感染拡大防止のため中止になりました。令和３

年から令和５年につきましては、中城中学校の

生徒は全力を尽くして試合に臨みましたが、県

大会出場には至りませんでした。今年度、令和

６年度につきましてはベスト８という結果を残

しております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それでは、大枠１の戦

後上陸碑の維持管理について質問します。 

 戦後上陸周辺は、教育委員会管轄です。海岸。

昨日見に行ったらきれいにされていました。平

和学習をやる場合に護岸とか草が生えていたら、

教育に支障を来すなと思っている。昨日行った

らきれいにされているが、残念なことに、それ

以外のところがまだ草が生えています。それは

どんな形で整備するのか。 

 それと、なぜこの問題が解決しないのかなと

不思議でなりません。毎年私はこの草刈りを要

請しています。それで１つ、県に要請の文書を

出しましたか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず、去った日曜日が慰霊の日ということで、

それに関連して見に行く方がいらっしゃるかな

ということで、先週金曜日草を刈ったところで

はあります。範囲に関しましては、私たちはこ

の上陸記念碑を活用できる範囲で草刈りをやっ

ておりますので、全面的にあの一帯ということ

はちょっと厳しいです。前もお話ししたように、

大体その上陸碑から左右前後10メートルぐらい

の範囲で草を刈らせていただくということでお

話ししております。 

 あと、管理者が県になりますので、その依頼

文を出したかということですが、まだ依頼文は

出しておりません。ただ、中部土木になると思

うんですが、そちらの管理する部署に関しては

口頭のほうでお話ししていこうかなとは思って

います。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 毎年こんな形で一般質

問で護岸はきれいにしてくださいと。維持管理

はどこでやりますか。毎年言ってますよね。そ

れは地域住民の声を行政に言っております。問

題が解決するために、要請文書を出してくださ

いね。もう四、五年ぐらい言って、県の管轄だ

ということで、だって当たり前のことをやって

ない。行政の皆さんが県に維持管理の要請文書

を必ず出してくださいね。私たちは目的は村民

の健康づくりと中城の健康振興を図るために、

護岸整備をしています。県がやらないから僕ら

がやっている状況です。誤解がないように。要

請文書を必ず出すようにお願いします。 

 県も村もやらないから久場のボランティアの

皆様が、戦後上陸碑から屋宜まで約５キロを整

備しています。村民の健康づくりと中城の観光

振興を図るため。毎月第１日曜日、仕事が休み

の日に午前８時から10時ぐらいまで、久場のボ

ランティアが戦後上陸碑を清掃します。それで

一緒に皆さんも行政でできないでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 私たち生涯学習課は土日のイベントが多いの

で、全部は参加できないんですが、ちょっと参

加できる範囲は考えていきたいとは思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 
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○５番 新垣貞則議員 僕の考えていることは、

前の企業の皆さんに声をかけたら参加すると思

うんです。行政だけじゃなくて、行政、住民、

企業、周りを巻き込んだらすぐきれいになると

思います。ここを整備するのに１週間かかりま

すがみんなでやればすぐできると思っています。

久場のボランティアや企業の皆様に協力依頼し

て、行政と、一緒にやりましょう。ぜひみんな

できれいにして、子供たちのために、平和学習

はきれいなところに子供たちは育つ。周りが汚

れていたら素晴らしい教育もできないかなと思

っていますので、ぜひみんなできれいにして、

子供たちのためにやっていきたいなと思ってい

ます。よろしくお願いします。 

 それで、今世界ではソ連とウクライナ戦争や、

イスラエルやガザ地区の戦争、沖縄でも中国と

台湾の軍事衝突に備え、宮古島、石垣島それか

ら先島諸島へ自衛隊員が増員されています。平

和の大切さを教える平和学習が重要だと思って

いる。戦後上陸碑は平和の象徴の１つです。中

城村終戦50周年、世界平和を祈念して、平成８

年に建設された。中城村の近代史を語る上で重

要な移民の文化施設だと思っています。 

 それで、ちょっとお聞きしたいことは、この

平和学習はいつ頃予定していますか。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 平和学習につき

ましては、６月を中心に、小学校、中学校は取

り組んでおります。もう実施した学校もありま

す。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 この実施のタイミング

も慰霊の日とか、その前にやるとか、そういう

ことをやってもらいたいなと思っています。平

和の慰霊の日とか、その前に子供たちに平和の

大切さを教えたほうがよい。具体的に平和の取

組ができる。そこでも調整をしながら、目的、

目標を持ちながら、どの方法が効果があるかな

というのをやったほうがより慰霊の日の前にや

るとか、６月にやるといってもきれいじゃない

といけませんので、そういうことでよろしくお

願いします。 

 それじゃ、次、２番のほうにいきます。 

 ２と３は関連しますので、一括で質問します。

前回も日の出園周辺の吉の浦線の道路は大雨で

道路に水がたまり、生活道路に支障を来しまし

たので、排水路を浚渫をしたら改善しましたが、

また大雨のときには排水路線の道路に水がたま

ります。前の仲松産業振興課長は、議会の答弁

では、日の出園から南側の農道について側溝を

整備します。村道側の排水路の取り付けは都市

建設課と協議をしたいと思いますと答弁してい

るが協議した内容をちょっと説明をお願いしま

す。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 日の出園周辺の十字路は村道拝所線を国道上

からの排水が流れてきて、吉の浦線で直角に曲

がる流域になっているため、集中した豪雨には

冠水してしまいます。排水を直線的に流すため

に、農道73号への側溝設置を産業振興課と協議

して今年度施工する予定となっております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、都市建設課長がお

っしゃったように、伊舎堂の区民から真っすぐ

あったものが右に曲がってからそこから水があ

ふれている。今、課長がおっしゃったように、

真っすぐやったら排水路の改善がされるなと思

っていますので、早めに取り組んでもらいたい。

区民の要請です。 

 それじゃ、次、泊地区公民館の下の潮垣線周

辺の道路は、水がたまり、車が通りにくい状況

です。課題解決を図るために、潮垣線道路横の

排水路の浚渫をやっています。それで、今後排

水路、縦の浚渫の計画はありますか。 

 それから、拓南製作所の海側の排水路は砂、
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砂利がたまって水が海に流れない状況でありま

す。当時の都市建設課長が拓南製作所の海側の

所に排水路にヒューム管を入れて設置したら、

水がスムーズに流れています。同じようにそこ

にヒューム管を設置する考えはありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 お答えします。 

 御指摘の箇所につきましては、海面との高低

差があまりないため、集中的な豪雨の際には冠

水などが起こりやすい地域となっていますが、

排水路などの浚渫を継続して行いながら、対策

などを検討してまいりたいと思います。 

 ヒューム管については、現地を確認して、そ

れが有効なのか、また設置が可能なのかを検討

していきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 都市建設課長がおっし

ゃったように、海側のほうは土砂とかたまって

陸地が少なくなっている。土砂が排水路にたま

っている。屋宜からこの辺は全部そういう状況

ですので、ヒューム管を入れたほうが改善につ

ながるかなと思っているので、検討してやられ

てください。 

 それじゃ、次、２番目のスポーツキャンプ誘

致で競技力強化の人材育成について再質問しま

す。 

 産業振興課長はデメリットは特にありません

と答弁していますが、私はサッカーキャンプに

ついては非常にデメリットがあると思っていま

す。その理由は、サッカーキャンプの準備のた

め、11月から２月まで陸上競技場が使えません。

使用禁止です。中城中学校の陸上部や小学生の

陸上部エンドレスですとか、大人の皆さんが陸

上練習に支障を来しています。また、中城村の

陸上大会に一般の方が円盤投げ、やり投げを練

習しようとしたら、芝が荒れるからやるなと言

われたそうです。その方から、サッカー練習や

練習試合でスパイクなどでグラウンドが荒らさ

れる。なぜ投てき練習はできないんですか。不

満の声がありました。 

 それから、皆さん、ハードル、何年かかった

と思います。ハードル。設置に４か年かかりま

した。サッカーゴールを倉庫に入れたから外に

ハードルを出したものだからさびて使えなくな

りました。サッカーゴールを30万の２つ買いま

したよね。30万。何で備品の芝刈機は500万す

るでしょう。ハードル20万じゃないの。子供た

ちは、沖縄一位になるために一生懸命頑張って

いるでしょう。なぜハードルに４年かかるのか。

非常に疑問ですね。私たちは子どもたちに夢を

与えて、沖縄一にさせるためにハードル買って

くれと毎年要請。４年かかってようやく設置し

ました、10台。だからそういう不満があります

ので、デメリットはないというのは絶対おかし

いと思います。 

 それで、今サッカーキャンプの練習を終わっ

てから陸上競技場の門が閉まります。なぜ門を

閉めますか。その理由を説明してください。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 貞則議員の御質問にお答えいたします。 

 サッカーキャンプ期間中は芝管理のコンディ

ションを整え、快適な練習環境を保つことを目

的に陸上競技の投てき練習等は控えていただい

ております。 

 また、陸上競技場の門を閉めているのはキャ

ンプを実施するチーム、備品等などの管理の面

から門を閉めていましたが、今後は陸上競技場

の利用者が快適に利用できるよう、施設管理者

と相談の上、陸上競技場を開放するよう体制を

見直していきたいと考えています。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 目的は陸上競技場は子

供たちや大人の皆さん利用しています。門を閉

めたら、あなた方使うなということでしょう。
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だから開放して、村民の健康づくりを図るのが

教育委員会の仕事と思っています。キャンプも

いいけれども、村民が迷惑になるようなことは

やめてもらいたい。いかに村民の利用しやすい

ような施設整備をやる。それが目的だと思う。

施設を開放して健康が図れるなと思う。今課長

がおっしゃった所を開けてやると非常にいいこ

とだなと思ってます。そこを開放してぜひやら

れてください。 

 それでは、ホテルがないというのもデメリッ

トの原因の１つだと思っていますので、それで、

ホテルなどの大型施設が村にはないために、選

手関係者や県内外からのサポーターなどが村外

に宿泊している状況です。例えば中城モール周

辺の土地にホテルを誘致したら、雇用が生まれ、

農家の野菜などを活用でき、海洋スポーツが盛

んになり、中城城跡や村の観光振興につながる

と思っています。それで経済効果が波及されて

いく。中城村の経済効果を図るためにホテル誘

致ですね、それは考えられないでしょうか。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 お答えします。 

 観光振興を図る上で宿泊施設は必要だと考え

ております。ホテル等を建設する上で、土地利

用上様々な法的規制をクリアする、どのような

方法で誘致していくか。また、ホテルを建設す

る業者をどのようにして募っていくかという上

でも、関係機関と観光協会、商工会と意見交換

しながら検討したいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 宿泊施設がないという

ことは、中城村のためにサッカーとかいろいろ

なキャンプを誘致するにはホテルを造ることに

よって経済の雇用とかいろいろ生まれます。そ

こで造る方法を考えてやって下さい。 

 それで、次、サッカーキャンプの入場者数の

件で質問します。 

 サッカーキャンプを誘致して、中城城跡の入

場者数ですね。平成28年度は13万人に達したが、

令和２年、３年、３万5000人、令和４年度は９

万5,000人で、減少している状況です。その中

城城跡の入場者数を増やすために今後どういう

取組を考えていますか、伺います。 

○議長 伊佐則勝 産業振興課長兼農業委員会

事務局長 仲村武宏。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長 仲村武

宏 中城城跡の入場数を増やすには、中城城跡

の最大限のＰＲと中城城跡の夜間開放事業と中

城城跡ハンタ道などを絡めた新たな観光コンテ

ンツの開発、中城公園計画にリンクした中城城

跡環境整備が必要だと考えております。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 いろいろな事業を計画

して、そこに観光客を増やすのは非常にいいこ

とだなと思っている。昔私たちが小学校のとき

には遠足で中城城跡へ行って、そこで遊んだ経

験がある。いろいろな方法があると思います。

子供たちに遠足とか、城跡に行くのも一つの手

段だなと思っています。ぜひ世界遺産の宝物を

みんなでいろいろな方法で増やすような取組を

考えてください。 

 それで、次、サッカーキャンプでの平成24年

から５年は歳入は300万余りですね。歳出は１

億1,000万。歳入の施設使用料は300万です。そ

れで歳出の予算、賃金、報酬とかいろいろあり

ますが１億1,000万の金額、ちょっともう一回

教えてもらえますか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 サッカーキャンプに関してしか資料をそろえ

ておりませんで、なので、ちょっとお答えでき

ないんですが、芝管理に関してだけ言いますと

１億1,064万8,640円。13年間ですね。平成24年
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から令和６年度までの金額がそういうふうにな

っております。先ほどお話あったように、賃金

とか水道料金とか、そういうのは公園全体の管

理になっていますんで、サッカーキャンプだけ

を切り分けるということはちょっとできません

ので、御理解いただきたいと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 今、生涯学習課長が言

うように、大体１億5,000万ぐらい10年間で歳

出がかかっていると思っています。賃金とか全

部入れたね。それぐらいの予算を投入している

ような状況です。 

 それで、３点一括で質問しますので、サッカ

ーキャンプ誘致して平成24年から令和５年まで、

歳出の合計額と歳入の施設合計額を引いたら、

多分１億ぐらいの支出が多いはずです。１億

5,000万から300万の歳入ですので、１億余りの

予算が使われています。それで、令和６年度、

芝管理業者に年間1,155万円を支払っています。

それで質問です。何名に払っているのか。この

方は、芝管理技術資格は３級、２級、１級あり

ますけれども、何級ですか。 

○議長 伊佐則勝 生涯学習課長 渡久地 真。 

○生涯学習課長 渡久地 真 お答えいたしま

す。 

 まず芝管理の方からですが、常時毎日常駐し

ているのはお１人で、芝が傷んだときは４名と

か、随時その都度増やしたり、通常は１人です。 

 すみません、資格に関してはちょっと聞いて

おりませんで、申し訳ありません。 

 あとは平成24年度からの差引に関しましては、

先ほども話ししましたように、サッカーキャン

プ全体で考えていたもので、芝刈りに関しまし

ても、決してサッカーキャンプだけのための芝

管理ではなくて、養生期間とかサッカーキャン

プ以外の期間もほぼ土日、祝日埋まっておりま

して、そういう方たちの活用面も含めての芝管

理となっておりますので、ちょっと差額に関し

ては今お答えできないです。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 そういう制度がありま

すので、その芝管理の件で非常に疑問がありま

す。業者に1,150万を毎年支払っていますので

ね。それで、今までに大体１億1,000万か3,000

万ぐらいの予算が投資されています。前も僕、

言いましたけれども、西原町はその管理を村内

の方にお願いして、２人採用して、それで東浜

とか陸上競技場も、この２人できれいにしてい

ます。それでお金は550万、２人雇ってですね。

何でそういういいところをまねしないのかねと

いう。 

 ただ、その芝管理の資格が３級、２級、１級

ありますよね。西原の人は３級がやっているみ

たいですよ。だから、できるんですよ。良好な

芝は地元の人たちでもやろうと思えばできるん

ですよね。そういった予算を何で業者にさせる

のか、非常に疑問。村民の人たちにそこを学ば

せて、２人雇えますよね。若い人。その２人が

サッカーとか、５時後指導するんです。これほ

どすばらしいことないよ。この方々はサッカー

専門ですので、そういう人を雇って、５時まで

は芝の管理、５時後子供たちの指導。サッカー

もどんどん増えると思います。強くなるんです。

これは西原がやっています。だから、そういう

ことで、そういう西原みたいに予算の削減、芝

管理を中城村も村民の人を雇って、公募とかや

って、そういうことを考えられないですか。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 10年間サッカーキャンプに携わってきました

ので、僕自身が誘致をしてきましたので、あえ

て答弁させていただきますけれども、今の芝管

理の面は全くもってもう逆です。専門でしっか

りした実績がないと、冬芝、夏芝をしっかり管

理できるものではないですし、西原がどうこう

という１点だけを捉えての質問はいかがなもの
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かと思います。 

 我々が今委託をやっていただいているところ

は非常に格安で、大阪の吹田スタジアムも彼ら

が管理しているような。何といいましても、や

はりけががない。けがないように仕上がってい

る。けがのないキャンプ地として中城は非常に

有名になって、沖縄の観光の一端も担ってきて

いますし、あえてメリット、デメリットな話を

するから、僕は登場してしまいましたけれども、

デメリットは一切ないです。 

 沖縄県も、この議会でも何度もお話ししてい

ますけれども、私はホテル誘致だとか、中城に

何かお金が落ちるのかとか、一切考えないです。

沖縄県のためになるのか、沖縄県の観光を担っ

ての一端を担っているという、20億の経済効果

の一端を担っているという大きな自信と誇りが

あります、中城は。だから、今後は土地利用の

見直しでホテルの誘致も可能になってくるでし

ょうし、いろんな施設が建ってくるものだと思

いますが、否定をされるようなものではないと

いうのは強く言いたいと思いますし、子供たち

の自信と誇りにもつながっていますし、中城村

民の自信と誇り、ましてや結果も出てきて、タ

イトルを10冠以上持ってきてくれているという、

非常に大きな成果も出てきておりますので、そ

こ１点だけを捉えての否定の意見はいかがなも

のかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それで、村長に伺いま

す。西原の東浜とか、それの現場を見たことは

ありますか。それと、あと一つ、中学校の子供

たちが県大会へ今度行きましたが、それ以外は

全部県大会へ行けないんです。だから、サッカ

ーキャンプ、子供に夢を与えるためにやってい

るはずだから、なぜできないんですか。子供た

ちが勝てない。理由の説明お願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 中体連のことは結果が出な

いから施設が悪いとか、サッカーキャンプをや

ったのに結果が出ないとかというものとは全然

違う話ですよ。ましてや中城はこれからもサッ

カーをもっともっと恐らく子供たち、夢を持っ

て、もしかしたらＪリーガーが出てくるかもし

れませんけれども、子供たちの結果が出ないか

らサッカーキャンプが駄目という、そういう理

論ではないというのは１つ言っておきます。 

 それと、西原町で申し訳ないけれども、あま

り言いたくはないんですが、西原の話をするか

らあえて言いますけれども、全然違います。僕

は何度もそこには行って、土の硬さ、芝の硬さ、

砂をどういったものでやっているのか。あえて

この話をどうして私がやるかというと、設計の

段階から私は全達携わっているから、今そうい

う話をさせていただいております。 

 議員にぜひお願いをしたい。否定でもって話

をするんじゃなくて、これからもっとよくなる

から、こういうことで子供たちに夢を与えてい

きましょう。だからもっともっと頑張りましょ

うという御提言をいただきたいなと思います。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 このサッカーキャンプ

の目的は子供たちに夢を与えるというのも１つ

の狙いですよね、村長ね。子供たちに夢を与え

るというのが、例えばオリンピック選手になり

たい、Jリーガーになりたいとか、それができ

ないから、夢を子供たち、そういうことですの

で、中体連も結果が出てない。子供たちは沖縄

一になりたいという夢があって、そこに努力さ

せないといけないというのが現状だと思ってい

ます。それができてないので、なぜかねという

ことで質問します。 

 それで、次、サッカーキャンプ誘致して、令

和３年度、先ほどの説明、中学校のサッカー部

です。令和３年、僕の統計で７名です。それで、

令和４年度が今14名とか、令和５年度18名。そ
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れで、令和６年度は15名の僕の資料ではありま

す。それで、ほかの部活動は20名とか30名とか

いる。もし15名、３年生が抜けたら、サッカー

部は11名しかいないです。誰かがけがしたら大

会に出られないんです。それで、中頭中体連で

サッカーで優勝とか準優勝したのがありますか。

それを伺います。 

 今後そのサッカー部員を増やすための取組、

サッカーの競技力の向上を図る取組の説明をお

願いします。 

○議長 伊佐則勝 教育総務課主幹 森本雅人。 

○教育総務課主幹 森本雅人 お答えします。 

 まず優勝、準優勝の件につきましてです。サ

ッカー部の生徒は優勝を目指してチーム一丸と

なって対戦をしましたが、優勝、準優勝までの

結果を得ることができませんでした。サッカー

部員の強化に関しましては、近隣中学校等との

試合と、また部員の交流で強化はできると思い

ます。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 このサッカーキャンプ

がないときには、体協のサッカー部の皆さんと

中学生のサッカー、小学生の子供たちも集まっ

て、正月にサッカーの交流をやりました。だか

ら、そういう仕掛けが必要だと思っています。

体協との連携を取りながら、サッカー部の体協

部長のほうが高校生とか中学生、小学生も呼ん

でサッカーの交流。そして、父母がそばとか作

ってやったり、それで、サッカー部も増えて、

そういうのも一つの手段だなと思う。そこの連

携が今できてない。体協の皆さんも喜んで子供

たちのためにはやると思うので、組織の連携を

取ることで、子供たちの競技力の強化につなが

ります。それを皆さんとタイアップやって、サ

ッカーの育成をやる。前回はそういうのもあり

ます。そこも増やす努力というのをやられたほ

うがいいんじゃないか。連携を取ってサッカー

の普及に努めてもらいたいなと思っています。

そういうことで連携を取ってやってください。 

 それで、次、教育長にこれはお伺いします。

スポーツキャンプを誘致したら子供たちに夢、

目標を与えて、その目標に向かって挑戦して、

努力することを指導しなければなりません。指

導は導きだと思っています。令和６年度に中城

中学校の中体連、野球部が準優勝し、女子はバ

スケットが３位、県大会には男子バスケット、

サッカー、男女バドミントンの部活動の生徒が

県大会に出場します。中城中学校で部活動を強

化すること、高校や大学で沖縄１位を目指して

練習します。卒業後は地域の代表の選手として

村大会、中頭大会に選手として活躍して地域活

性化が図れます。仲村武宏産業振興課長の弟の

仲村直人さんが中学校のときに、沖縄県一にバ

スケットで優勝しました。高校ではインターハ

イで準優勝し、大学卒業後、プロバスケット選

手として活躍して中学校の子供たちに夢を与え

てくれました。非常にすばらしいことだなと思

っています。それで、現在、聡税務課長が、幸

龍さんがバスケットの外部コーチとして顧問の

先生と連携をして、生徒たちの強化に努めてい

ます。今年は男女とも県大会出場で、沖縄一位

を目指して、皆さん、練習頑張っていると思い

ます。 

 それで、スポーツキャンプを誘致して、子供

たちにオリンピック選手、プロ野球やプロバス

ケットの選手を育成するために今後どんな形で

キャンプを誘致して、子供たちの強化を図る考

えですか。教育長の思いとか聞かせてください。 

○議長 伊佐則勝 教育長 比嘉良治。 

○教育長 比嘉良治 中学校の部活に関しては、

いろんな条件が必要だと思っています。長年部

活に関わってきましたけれども、まずやっぱり

指導者じゃないかなと思っています。私として

は中頭教育事務所のほうに指導力のある先生を

配置して下さいというお願いを毎年やっていま

す。 
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 もう一つは、生徒の意欲の問題、いかにやる

気を起こさせるか。そして保護者の協力の問題、

さらに一流、本物に触れる機会を増やすという

ことで、先ほどサッカーキャンプの話もありま

したけれども、過去にはガンバ大阪の選手が中

学生にサッカーの指導をしてもらう。小学生に

サッカーの指導をしてもらうということとか、

中日の与田監督を招いて、少年野球の指導して

もらったり、３ｘ３のプロの選手を招いて指導

してもらったり、ＮＢＡのコーチをしていた方

が中学校にバスケットボールを指導してもらっ

たり、そういう形で一流に触れる機会をできる

だけ増やしていくことによって、子供たちが夢

を持って、意欲を持って取り組んでいくんじゃ

ないかなと考えています。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 教育長も中城中学校の

体育の先生のときに非常に荒れた学校でしたけ

れども、中頭地区陸上０点というのがありまし

て、そこから学校の先生方と地域の人たちと連

携を取ることによって生徒達が強くなりました。

スポーツを通しながら学校がよくなったら、地

域もよくなると思いますので、教育長、ぜひ頑

張っていい指導者を取って、中学校に配置して

下さい。そこら辺をぜひお願いしたい。 

 吉の浦の総合スポーツクラブ事業は、当初は

中城中学校の顧問の先生方と連携して、トップ

アスリートを育成するために、オリンピック選

手の為末大、400メートルハードルの選手、谷

口浩美オリンピック選手などを招いてスポーツ

講演会をしました。中城中学校の部活動の強化

が図れ、校長室の優勝旗は12本もありました。

問題傾向の多い学校の生徒たちが活気あふれる

学校になり、中頭地区でもスポーツだけでなく、

文化面でも生徒たちは優秀な成績を収めている。

この生徒たちが高校、大学、競技を続けて沖縄

トップアスリートになります。そして、大学卒

業後では中頭郡体協夏季大会で選手として活躍

している。中城村体協では総合２位の成績を収

めている。スポーツキャンプを通して人材育成

を図るには行政、学校の顧問、地域の指導者、

父兄、生徒たちの皆さんと連携することが重要

だと思っています。今後とも学校、行政、地域

の指導者と連携をしながら、スポーツを通して

地域活性を図るために頑張っていきましょう。 

 それで、これまで浜田村長には４期16年、役

場庁舎、消防庁舎、現在、学校建設に尽力して

います。今回で退職しますが、長年村民の福祉

向上に努めて、中城村の発展に貢献されまして

ありがとうございます。お疲れさまでした。こ

の行政で学んだ経験を地域活性化を図るために、

御指導、御鞭撻をお願いします。 

 以上、私の一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で新垣貞則議員の一般

質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、玉那覇 登議員の一般質問を許

します。 

 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 皆さん、こんにちは。 

 ただいま議長の許可を得ましたので、これよ

り通告書に沿って一般質問を行いたいと思いま

す。議席番号２番、玉那覇 登でございます。 

 大枠１、津波警報時の検証や課題について。 

 １、去った４月３日に起きた台湾付近を震源

とする震度６強を観測する地震で、沖縄本島地

方、宮古島・八重山地方に津波警報が発令され、

多くの人たちが避難行動を取る中、避難の在り

方について様々な課題が浮き彫りになっていま

す。本村においても多くの課題が出たと思われ

ますが、課題をお伺いします。 
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 ２、様々な危機回避の方法がありますが、ど

のように住民に情報伝達を行うか伺います。 

 大枠２、災害対策について。 

 国道29号線沿い、津覇小学校北側の何戸数の

裏山は中城村地域防災計画で、急傾斜地に指定

され、土砂災害防止法の施行令第２条基準該当

区域になっている。その裏山と住宅裏側の側溝

が山側からの土圧の影響と思われるが、約半分

ぐらいに細くなっている。梅雨時期や大雨や、

今後台風や大雨の場合、土砂崩れや氾濫が心配

されます。早急な対応をお伺いいたします。 

 大枠３、河川管理について。 

 和宇慶土地改良区内の河川や和宇慶川が藻場

で排水が悪く、あふれる手前の状態である。も

う今回あふれましたが、さきの議会でも除草や

泥の取り除きなどお願いし、了承を得ておりま

すが、現在どのような状況かをお伺いいたしま

す。 

 大枠４、交通安全対策について。 

 県道29号線南上原のドラッグストアモリ付近

の横断者が多く、危険である。信号機の設置は

できないかお伺いします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 玉那覇 登議員の御質問に

お答えをいたします。 

 大枠１番につきましては総務課、大枠２、大

枠３につきましては都市建設課、大枠４につき

ましては住民生活課のほうでお答えいたします。 

 お尋ねの大枠３の河川管理についてのその河

川については、私も地域住民からの御指摘で現

場を見させていただいた箇所だと認識をしてお

ります。これは早く手だてが必要だなと思った

ところでございまして、担当課からその手だて

についての御説明があるようですので、また後

ほど詳細は担当課のほうで答弁をさせていただ

きます。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、玉那覇 登

議員の大枠１と２についてお答えをいたします。 

 ４月３日に起きた台湾東部地震の影響で、13

年ぶりに沖縄本島などに一時的に津波警報が発

令、避難指示も出されました。沖縄県各地の道

路で高台に避難する人たちの車で道路の渋滞が

発生したことは記憶に残るものとなっておりま

す。 

 本村においても幹線道路の渋滞が確認されて

おりまして、今後の避難時の渋滞対策について

検討しなければならないものとして認識をして

いるところでございます。 

 次に、２でございます。 

 災害発生時における情報伝達といたしまして

は、本村は村防災行政無線、登録制メール、Ｌ

ＩＮＥです。ホームページ、Ｌアラートを活用

し、各種情報、避難通知、避難所の開設につい

て、災害発生状況ごとに周知を行っております。

また、今年度を予定している防災行政無線の機

能強化事業において、スマホ等へのアプリ取得

において、防災行政無線の情報が通知されるシ

ステムを予定しております。そのほかに沖縄県

防災情報ポータルサイトとして防災で～びると

いうのが災害時の情報を掲載をしているところ

でございます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 玉那覇 登議員の

大枠２番、大枠３番についてお答えいたします。 

 大枠２番、当該箇所につきましては、随時中

部土木事務所と調整を行っているところではご

ざいますが、中部土木事務所の見解としまして

は、平成25年度に大規模な地滑り対策として、

上面部に抑止ぐいを設置しており、現状動いて

いる箇所は抑止ぐい以外の表面滑りだと考えら

れ、現在のところ大きな滑りの影響が出ている

とは言えないため、現時点では事業化して工事

することは難しいとの回答でありました。 
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 ただし、今後も里道や擁壁及び側溝などを注

視していくとのことでありましたので、中城村

としましても中部土木事務所と連携しながら対

応を検討していきたいと考えております。 

 大枠３番につきまして、現在施工業者と調整

を進めておりまして、日程が決まり次第着手す

る予定であります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 それでは、御質問

の大枠４についてお答えします。 

 南上原ドラッグストアモリ付近の信号機の設

置については、宜野湾警察署より信号機の設置

は渋滞を増加させる可能性があることから設置

できないとの回答がありました。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 それでは、再質問を

順次行いたいと思います。 

 今回の避難の在り方というふうなことで沖縄

県全体でも、県内でももう大渋滞が起こってい

ます。村内でも国道、県道、農道まで起こって

いたようです。特にホーメル方面、屋宜の下で

あるとかその辺は工場地帯からの避難の方々が

多かったと思われて、もうホーメル辺りは相当

の農道まで渋滞していたというふうなことを聞

いております。私は国道と県道しか見てなかっ

たんですけれども、やっぱり津波における大き

な課題というのは、いかに避難を円滑にスムー

ズにさせるかというふうなことが大きな課題だ

と思います。総務課長もこういった交通渋滞に

ついての解消について今後取り組んでいくとい

うふうなことでありますが、これは村の防災計

画の中で、避難計画の策定の中であらかじめこ

れは想像できることだろうと思いますが、そう

いったやがて出来上がるというふうなことも聞

きましたが、この村の防災計画の中でもそうい

った津波による避難計画等の策定での渋滞緩和

に関することは計画はありますか。お願いしま

す。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 昨年から繰越しをして事業を進めております

村の防災計画の見直しにつきましては、やはり

今回の地震をもって交通渋滞、基本的には津波

避難につきましては徒歩による避難ということ

で設定をしているところですが、改めていろい

ろな課題、情報をいろいろ確認をしております

ので、その部分についてこれから追加できるか

どうか検討していきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 基本的には皆さん健

康な人、歩ける方は徒歩で避難したほうがいい

かと思うんですが、やはりほとんどの人が車を

出して避難をするというふうな現状、実情は大

体車による避難が多いだろうと思います。です

から、そういった今後また起こっても、こうい

うまた今回と同じような状況になりかねないと

思います。 

 やはりそういったものを解消していくために

は、もちろん沖縄県をはじめとして、こういっ

た避難の在り方についての広報であるとか、村

もそういった現状を見て、そういう広報をやる

というふうなこと以外にはないのかなと。それ

以外にも日頃から避難訓練をして、この避難訓

練の中ですみ分けをすると言うんですかね、徒

歩で逃げる人と、どうしても車椅子であるとか

独り暮らしのお年寄りであるとか、避難を支援

しないといけないという方々とのこういったす

み分けをすることによって、日頃からそういう

訓練をすることによって、体験的にといいます

かね、そういうことをやる以外にはないのかな

と、手だてはですね、そういうふうに思われま

すので、その辺伊集から久場まで14字この前あ

るというふうなことがありましたが、その中に
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は自主防災組織を結成している字もあれば、そ

ういう結成してない字もあると思います。 

 やはりこういう今回みたいな課題を解消する

ために、日頃から避難訓練を行うと。これを前

回も私、お願いしましましたけれども、例えば

下地区に防災の日というふうなことがあります

が、その日に一斉にやってくださいというふう

なことで呼びかけを行うとか、行うことによっ

てやる地域もあれば、どうしてもできない地域

であれば、それはそれでいいかなと思うんです

けれども、そういうふうに村からの呼びかけ等

を行うことによって、避難訓練もやっていける

のかなと思いますので、その辺のこの呼びかけ

等、広報等もお願いしたいと思います。 

 やっぱり独り暮らしのお年寄りとか、避難の

支援を要する避難の方、車椅子とか、そういっ

た独り住まいのお年寄りとか、そういった方の

ための情報もやっぱり共有しないといけないと

いうことで、昨日、おとといも出てましたけれ

ども、個人情報ということで、なかなかこれら

の今作業をしているというふうなことでありま

すが、やっぱり必要ではないかなというふうに

思います。 

 ぜひ今回のような大渋滞が起こるようなこと

を解消するために、また地域と行政と協力して、

次もまた同じことが起こったというふうなこと

がないように、お互いで協力して頑張っていけ

たらなと思っております。よろしくお願いしま

す。 

 それから、２番については、防災行政無線と

いうのはもう大きな伝達手段だと思いますが、

やっぱりこういった災害というのは、大雨が降

ったりとか、風もあったりとか、そういったこ

とですので、やっぱり家の中にいても窓を閉め

ているとかドアを閉めているとかであった場合

に、そういった防災無線が聞こえないというこ

ともあり得ます。また、現在も何か所か、何地

域かで聞き取りにくいという地域もありますの

で、やっぱりこれには今回地域防災行政無線強

化何とか事業というふうなことで、アプリを使

ってできるようにするというふうなことがあり

ますが、それも非常にいい取組で、できれば私

の希望としては、前回もお話ししましたけれど

も、せっかくホームページに聞き逃しというバ

ナーもありますので、それの活用もしてほしい

なと。今放送していたのは何だったかなとか、

さっき放送していたなというふうなことをホー

ムページを開いて見れるというふうなことで、

ホームページはちょっとまたなかなか見れない

という方も、お年寄りもいるかなと思うんです

けれども、スマホの普及率をちょっと調べてみ

ましたら、ＮＴＴドコモの研究所がスマホの普

及率というのを調査しています。これ16歳から

79歳までの方を対象にしていますが、スマホの

普及率が2010年には４％だったと。５年後の

2015年に50％で、６年後の2021年に90％、昨年

2023年度には96.3％ということで、ほとんどの

方がスマホを持っているというふうなことで、

そういったスマホを持っていればスマホでホー

ムページに入って聞き逃しバナーとか、そうい

ったのを活用を、予算がかかることですので、

その予算ができる範囲内で、そのバナーを使っ

て聞き逃したものをここから見れるようにやっ

てほしいなと。その中には各字のバナーもつく

って、自分の字の自治会長が何を放送していた

のかなというふうなことも見られればいいかな

と思いますので、それを希望しております。お

願いします。 

 このアプリとか、今度強化事業は大体いつ頃

からやる予定でしょうか。お願いします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 予算につきましては、当初緊防債を予定をし

ておりましたが、沖縄振興予算一括交付金で対

応できるということで、申請をして決定を受け
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ているところでございます。７月、来月から入

札を行いまして、順次事業を進めていきたいと

考えております。本年度中に本体の機器と無線、

スピーカー１か所になりますけれども、整備を

進めていきたいと考えております。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 ぜひ早めにできたら

いいかなと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 時間もあと２分しかありません。続きまして、

災害対策についてお願いします。 

 この地域は、今、課長がおっしゃるように、

平成25年度に施工されたというふうなことです

よね。あれから25年というと、約11年ほどたっ

ておりますので、そろそろまた崩れそうなとこ

ろが出てきてはいないかなと。私がちょっと見

た範囲では、交番署の隣の施工された跡が少し

崩れてきているような感じも見受けられますの

で、今後ぜひ、交番じゃなくて失礼しました、

駐在所までこの辺を計画してもらえないかなと

いうふうなことをお願いします。駐在所もこの

前ちょっと擁壁にひびが入っているというふう

なことで、山川警察官と一緒に見ても、駐在所

もどうなるか分からんというふうなことをお話

ししていましたけれども、できればもう今後駐

在所までぜひこういう調査なりそういった将来

的には崩れないようにできるようにお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 次、３番、和宇慶土地改良区内河川について、

今回実施できるというふうなことでありました。

最初に私が質問したのは、令和３年の９月の議

会で質問して、そのときに了承をもらってはい

たんですけれども、やはり大がかりな予算がか

かるということと、やはりまた優先順位等もあ

るだろうというふうなことで、早めにできるこ

とを期待しておりましたので、今回実施できる

ということで、非常に喜んでおります。ありが

とうございました。 

 最後に、交通安全対策についてドラッグモリ

付近の信号機については、以前何名かの議員か

らも質問があったと思いますが、やはりこっち

は小学校への横断者が非常に多いです。今のと

ころ、交通渋滞して車が動かないような状況で

すので、車の合間を縫って渡っているというふ

うな状況が見られます。この辺を渡るにしても、

沖銀の交差点までわざわざ行って遠回り、信号

から渡るという子供たちもいないですので、信

号はもうどうしても無理だというふうなことで

あれば、せめて横断歩道の設置の要請を、今ま

で信号だけをやっていたのか、横断歩道もやっ

ていたのか、その辺の確認と、ぜひせめて横断

歩道でも引いてほしいと思いますが、どんなで

しょうか。 

○議長 伊佐則勝 住民生活課長 新垣 忍。 

○住民生活課長 新垣 忍 お答えします。 

 当該場所についての横断歩道の設置について

は、令和４年、５年と続けてやっていまして、

今年も警察の方ともちょっとお話ししたんです

けれども、設置に向けて前向きなお話があった

ので、ちょっと調整を進めてみたいなと思って

おります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 玉那覇 登議員。 

○２番 玉那覇 登議員 何回もやることは非

常にいいことだと思いますので、ぜひ横断歩道

の設置の要請をお願いしたいと思います。万が

一事故があった場合に、横断歩道の上での事故

と全く横断歩道じゃないところでの事故に対し

ては非常に過失の損失具合が変わってきますの

で、ぜひ横断歩道の要請をお願いいたします。 

 以上で終わりますけれども、これまで４期16

年間務めてこられました浜田村長、大変お疲れ

さまでございました。今後また次のステージに

行かれましても、また体に気をつけて活躍され

ることを祈願いたします。お疲れさまでした。

 これで一般質問を終わります。 
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○議長 伊佐則勝 以上で玉那覇 登議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

○議長 伊佐則勝 休憩します。 

休 憩（１３時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１０分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 続きまして、仲松正敏議員の一般質問を許し

ます。 

 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 こんにちは。ただい

まより議長から質問のお許しが出ましたので、

これから質問をしていきます。今定例会の最後

の質問者ですので、よろしくお願いします。 

 大枠１番、北浜地域、南浜地域の交通安全対

策について。 

 生活道路等においては、車の速度、時速30キ

ロメートル以下にすることが交通安全対策とし

て有効とされています。これは車と人との交通

事故の場合、時速30キロメートルを超えると歩

行者の致死率が高くなるためであります。それ

で生活道路の事故を防ぐためには、ロードハン

プあるいはバンプと言いますけれども、の設置

が有効だと言われています。それで、以下の質

問をします。 

 ①北浜地域の潮垣線においては、以前から朝

夕の交通量が増えて、交通事故も何度も発生し、

運転手同士のトラブルも起きています。子供た

ちの生命が脅かされています。北浜地区、南浜

地区の交通安全対策として、村道潮垣線にロー

ドハンプの設置ができないか。 

 ②ロードハンプを設置するための要件につい

て伺います。 

 大枠２、地震による津波対策について。 

 安心・安全の中城村民の命を守る村づくりの

ために津波災害対策の取組について伺います。

 ①地震による津波の高さ、本村に押し寄せる

波の高さは何メートルを想定しているのか。 

 ②避難道路の現状の使用方法について見直し

は必要か。 

 ③津波避難タワーの建設について。 

 大枠３、村道大瀬線の交通安全対策について。 

 村道大瀬線の中央線がほぼ消えて見えない状

況にあるが、どのように対処されるか伺います。 

 以上よろしくお願いします。 

○議長 伊佐則勝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは、仲松正敏議員の

御質問にお答えをいたします。 

 大枠１と大枠３につきましては都市建設課、

大枠２につきましては総務課のほうでお答えを

いたします。 

 私はこの演壇での発言が最後になります。こ

の場をお借りいたしまして大変お世話になりま

した。16年間お世話になりました。どうもあり

がとうございました。 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 それでは、仲松正

敏議員の大枠１番と大枠３番についてお答えい

たします。 

 大枠１番の①ロードハンプの設置については、

車速の抑制には効果的ですが、ハンプを通過す

る際に雑音が発生する問題があり、住宅地に設

置するには慎重な検討が必要だと思われます。

地域からの要望も踏まえながら検討していきた

いと考えております。 

 ②国交省のハンプの施工に関する参考資料

（案）というものがありまして、それによると、

生活道路において、次のいずれかに該当する場

合は、沿道の状況などを踏まえ、必要に応じて

ハンプなどを設置することとなっています。 

 （１）歩行者または自転車の事故が多発して

いる道路。 

 （２）自動車の速度が高い道路。 

 （３）通過交通が多い道路。 
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 （４）急減速などが多発している道路。 

 （５）その他地域においてハンプなどの設置

が必要と認められる道路。 

 以上の５つが要件となっております。 

 大枠３番、①交通安全対策事業により今後の

対応を検討してまいります。 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、大枠２、地

震による津波対策について、①から③について

お答えをいたします。 

 ①でございます。本村の津波想定高につきま

しては、８メートルから９メートルを想定して

おります。県の津波被害想定調査に基づく数値

となっております。 

 ②でございます。避難道路として指定された

道路ではありませんが、災害時は村道などを通

行し、西側の国道329号線付近の高台に向かう

経路を避難経路といたしております。避難を目

的とした新たな道路の見直し、整備等について

は考えておりませんが、既存道路での避難経路

として考えております。 

 しかし、今回の４月３日の台湾地震において、

車両での避難が多く、渋滞が各所で起こってお

りますので、その対応については今後考えてい

くべきだということで考えております。 

 ③でございます。津波タワーにつきましては、

津波による浸水が想定される地域において、津

波発生時に住民が一時的に緊急避難するための

人工の施設、一時避難所としての効果的なもの

であると認識しておりますが、津波タワーの建

設についての事業計画は現在ございません。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 それでは、大枠１番

のほうから再質問いたします。 

 大枠１番については、①、②を一括して質問

していきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 北浜地区、南浜地区では村道潮垣線沿いに多

くの住宅が建ち並び、日々日常生活を送ってい

る状況であります。この集落の村道、生活道路

でもあるし、数十年前から朝夕の国道329号の

混雑を避けるため、北は泊方面から村道潮垣線

に進入して、西原工業地帯、東浜を通って与那

原、南城市方面に抜けていきます。 

 逆に南部、与那原、西原工業地帯方面からは

南浜、北浜地域の集落を通り、沖縄市方面に通

り抜ける道となっております。 

 北浜地域や南浜地区においては、泊から津覇

間より道路の幅が狭く、日々の生活が脅かされ

ているような状況であります。道路沿いの各家

庭では、出入り口にミラーを設置して事故を防

ぐ対策をされている状況であります。それで、

交通死亡事故や車同士の大きな事故を防ぐため

に、北浜地区や南浜地区の潮垣線にロードハン

プを設置できないか、その辺伺います。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 議員のおっしゃら

れるこの潮垣線については迂回路として交通量

も多いことも承知しております。こちらの住宅

街に住まわれている方のやはり意見も参考にし

たいと思いますので、まずは自治会からの要望

書を提出していただいて、それから設置を検討

してまいりたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 この潮垣線の速度制

限30キロメートルですよね。それにもかかわら

ず、ほとんどが守られていないのが現状であり

ます。北浜地区や南浜においては車が少ないと、

恐らく40キロメートル以上で走っている車もよ

く見かけます。それだけの速度で走っていると

大変恐怖を感じます。このハンプ設置に関して

は、北浜区民99％が設置に賛成の同意書をもら

っております。この同意書、99％のこの数字に

ついて課長はどのように考えるかお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 
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○都市建設課長 呉屋克行 答弁が重複をいた

しますが、北浜区民の意見と思われますので、

それを自治会で取りまとめていただいて、提出

していただきたいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 この99％というのは

１人の人が、若い人ですけれども、前によく聞

いたことがある車のシャコタン、要するに車体

を低くする。実際私もこの車を見たことがある

んですけれども、確かにこの人はハンプを設置

すれば大変もう不便だなという感じはします。

先ほど課長が要望書を自治会から提出して、そ

れから何か設置に関して進められるような考え

方を持っているみたいですけれども、この同意

書を提出すれば、要望書、警察署とのやり取り

は進められるかどうか、その辺。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 要望書を提出して

いただいて検討を行うんですが、今おっしゃら

れたこの潮垣線については要件を満たしている

と考えていますので、警察とも協議しながら設

置に前向きに取り組んでいきたいと思っており

ます。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 要望書に関しては、

これからまた自治会で話し合ってやっていきた

いと思います。 

 現在、この中城村内においてハンプが設置さ

れている地域ですね、これがありましたら、知

っているんだったらよろしくお願いします。ど

こか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 自治会からの要望

書を提出して検討して設置した箇所が奥間と南

上原で２か所ございます。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 私が知っている限り

では、たしか県営団地にも設置されていると思

うんですけれども、津覇ではですね。その県営

団地に関しては、村との関わりは、設置に関し

て関わりはないんですかね、県営団地に関して

は。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 県営住宅として県

が管理していると思いますので、多分県が設置

したのではないかと思われます。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 それでは、村外の市

町村についてちょっとお聞きしますけれども、

私が調べたところ、御存じの方もおられると思

いますが、与那原のオリオン通りから大里嶺井

区から、それから古堅に行く道に設置されてい

ると調べて分かったんですけれども、その設置

状況ですが、たしか35メートルから40メートル

間隔でハンプが設置されております。設置され

た経緯は、調べてみると、与那原の大里入り口

から嶺井間の県道77号線の混雑を避けるため与

那原のオリオン通りから大里嶺井区に通り抜け、

古堅区間が逃げ道として使われ、交通混雑を起

こし、生活に大変支障を来していたと。地域住

民からの要望で設置されて、その後、交通量も

減り、生活環境もよくなったということで、そ

ういう例もありますので、北浜地区、南浜地区

においては、設置に向けて要望書を提出したら、

課長、設置の方向に向けてぜひ頑張っていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 次に、大枠２番の地震についての避難関係で

すけれども、先ほど玉那覇 登議員からもあり

ましたけれども、私も準備しましたので、取り

あえず質問していきたいと思います。 

 中城村の下地区においてですけれども、地震

によって津波が発生した場合、住宅地域に津波

が到達する時間というのはどのくらいの時間を

要するのか。それと東海岸の形状等を考えての

ことでよろしいですけれども、課長、どのくら

いの時間を要するのか。 
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○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 村の調査ではございませんが、沖縄県が想定

する資料からいたしますと、南西諸島海溝、琉

球海溝というのが東側にございます。そこから

の津波到達といたしましては、津波の高さが先

ほども申し上げたとおり、８メートルから９メ

ートル、到達時刻としましては、南浜、北浜地

区で27分ということで、県の資料より示されて

おります。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 津波の高さに関して

は８メートルから９メートルあたり、時間にし

ては20分ぐらい。 

○総務課長 大湾朝也 27分です。 

○１１番 仲松正敏議員 27分ぐらい。これは

数年前から大体そのような時間で、変わってお

りせんけれども、最近調べたことでも大体その

時間でよろしいですか。 

 海岸からどのくらいの距離で津波が発生した

か、また海の形状によっても津波の到達時間と

いうのは違ってくると思います。波の高さもそ

うですね。地震調査委員会が発表した資料を調

べてみたら、私のほうで３メートルの津波が発

生した場合は、最短で３分、５メートルの高さ

の津波で４分、10メートルで19分と調べてみた

らそのように予測されております。 

 以前、北浜公民館で津波の専門知識を持って

いる方を呼んで講義を受けたことがありました

が、海岸近くが深くなっているところでは高い

津波が発生し、また、遠浅の地形では津波の高

さは低くなるようなことを聞いたことがありま

す。そのようなことで、課長、ぜひ下地区に津

波が発生したことを想定して、今の津波の到達

時間、高さ、これを下地区の住民に周知をもっ

と徹底して知らせるような、そういう周知のや

り方もやっていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 次、②のほうに移りますけれども、４月３日

の津波警報が発表された時間というのは何時頃

だったのか、課長、今でも覚えていますか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 地震発生につきましては、４月３日の８時58

分、台湾付近でマグニチュード7.7の地震が発

生しております。与那国島では震度４というこ

とで発表されております。津波警報が発表され

た時刻については９時過ぎ、９時１分に警報が

発令されております。沖縄本島地方に第１波が

10時に到達するということで、最大３メートル

の警報が出ておりました。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 確かにそうですね、

９時前後ですね。その４月３日、その時間です

けれども、私そのときは安里のほうでちょっと

用事があって行ったんですけれども、最初警報

を聞いたときには、本当なのか、それとも訓練

なのか、最初は疑ったんですけれども、安里に

いて、家族とは携帯電話でやり取りして、どう

いうふうにするかというで、私の自宅と安里で

は距離がありますので、それを行ったりするの

は時間かかり過ぎるということで、お互いで避

難しようということで、私の場合、幸い安里か

ら新垣に避難したときには、10分足らずで新垣

のグラウンド方面まで行くことができました。 

 ただ、後日、北浜の健康体操があって、それ

で参加した人たちに聞いてみると、車で避難、

先ほどもあれでしたけれども、ほとんどがもう

車での避難で、これが国道まで約40分から50分

間。ニューマンとハートライフに避難したと言

うけれども、ニューマンのほうではあまりにも

車の数が多くて、入車を断ったという話も聞き

ました。避難の途中でおばあちゃんが両方に荷

物を持って歩いて避難しているのを見かけて、
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本来なら乗せたいんだけれども、車が進まない

からかえって迷惑かなと思って、そのような車

の状態が発生し、先ほども全県的に大変な渋滞

を起こしているということがテレビでも報道さ

れました。 

 それで、やはり以前は車で避難しても、車を

片方に寄せて鍵をつけて避難するとかありまし

たけれども、どうも話を聞いてみると、車から

離れる人がいなかったみたいです。その辺が避

難の在り方についての課題かなと思うんですけ

れども、先ほどもありましたけれども、この車

での避難の在り方に関しては、住民に対してこ

れからどのように対応していくのか、もう一度

課長、考えをお聞きします。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 先ほどから申し上げているところではござい

ますが、津波避難につきましては、徒歩による

避難が原則とされておりますが、今回の車両に

よる避難で、渋滞が各地域で発生し確認をされ

ているところでありますので、その地域の地形

や形状によっても車利用の対応も必要であるか

どうか十分に議論をした上で、各地域への周知

について、早急に対応していかなければならな

いんじゃないかというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 いろんなことを考え

られると思うんですけれども、ぜひ本当に津波

とかが発生した場合、今の状況では多くの命が

奪われる状況になりますので、もっと検討して、

いろんなことを考えてやっていただきたいと思

います。 

 次に、③の避難タワーについてですけれども、

先ほど課長は計画は考えていないとおっしゃい

ましたけれども、実際、沖縄県でこの避難タワ

ーが整備されているところ、自治体というのは

あるんですか。どうですかね。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 避難タワーということで設置をしている自治

体については、記憶の中であれば今はないと思

います。各自治体においては避難ビルというこ

とで、民間企業のビルであったり、マンション

であったり、協定を結んで避難タワー、避難ビ

ルとして設定をしている自治体もあります。そ

れが多いのではないかと認識をしているところ

であります。あと、民間企業においては、沖縄

市の海邦町にある企業が独自で避難タワーを設

置しているところもあるということは聞いてお

ります。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 恐らく県内でほとん

どないと思います、避難タワーが整備されてい

る自治体というのは。今おっしゃった沖縄市の

泡瀬方面あるいはまた北中の県営団地、横の。

それから、与那原方面の埋立地に大きいビルが

たくさん建っております。あちらのほうに関し

ては津波はあまり問題ないと思うんです。この

中城の下地区においては、距離はあるし、大き

な建物はない。実際避難タワーを造るのは大変

厳しいと思うんですけれども、でも、やはり下

地区の多くの住民のことを考えると、命を考え

ると、私は必要かなと。予算的にも大変厳しい

とは思うんですけれども。 

 全国で2022年４月までに20都道府県で502棟

の避難タワーが整備されております。2011年の

東日本大震災前の11倍に増えたことが内閣府の

調査で分かっております。高知県内の津波避難

タワーは2021年度末までに117基造られ、全国

で静岡県に次いで２番目に多く造られているそ

うであります。全国では津波避難タワーが増え

てきているのに、なぜこの沖縄県で津波避難タ

ワーが整備されないか、その辺のことは課長の

考えはどうですかね。 
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○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 沖縄県で津波避難タワーがなぜ造られてない

のかという確認、認識についてしておりません

が、県外において設置が進んでいるものは地域

の状況、地域の地形的なもので最優先で考えら

れていることではないかなということで考えま

す。事業予算、土地利用の占有で、タワーの設

置についての占有することになりますので、そ

ういう面からしても検討が遅れているところで

はないかというふうに感じております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 佐賀県の浜町町とい

うところですけれども、そこでも避難タワーが

設置されてなくて、もう津波が来たら高齢者は、

もう自分たちはここで逃げることができない。

もう若者が生き延びればいいかなという地域住

民にそういう話がよく出たそうであります。し

かし、そこでも津波避難タワーが設置されると、

高齢者の皆さんはこれで私たちももっともっと

長く生きることができると。そういうことで、

この避難タワーに関して、設置されてすごく希

望が出た。命が助けられるという今そういう住

民の感想がいっぱい寄せられているそうであり

ます。それからしても、この中城でも整備され

ればそういう住民の考え方も違ってくると思い

ますので、ぜひ避難タワー。これ避難タワーの

整備する補助金というのがたしかあると思うん

ですけれども、課長、分かりますか。どういう

補助金でされているのか。 

○議長 伊佐則勝 総務課長 大湾朝也。 

○総務課長 大湾朝也 それでは、お答えをい

たします。 

 補助金がありますかということで御質問があ

る中で、頭に浮かんでいるものは緊防債、起債

関係ではないかなということで考えられます。

緊防債につきましては、緊急に対応しなければ

いけない地域について、その対応するべく起債

として国の予算が設けられておりますので、そ

れではないかなというふうに考えております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 私が調べたところ、

高知県の黒潮町、こちらの情報防災課の担当の

職員が単独で、津波避難タワーを整備するには

事業費があまりにも大きくて、単独での設置は

厳しいということで、いろいろ調べてみたら、

国から緊急防災・減災事業債というのがありま

して、これが７割ですね。残り３割は県からの

交付金、これで賄って避難タワーを整備したと

いうことがありますけれども、これについても

課長、調べてみて、そういうのを活用できない

か。活用して避難タワーを造れないか。確かに

相当額の金額かかると思いますので、村の予算

というのは大変厳しいと思うので、それを調べ

てみて、ぜひ中城村の下地区の村民の命を守る

という意味で、その辺もしっかり調べて考えて

いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 次に、大枠３番、また建設課の課長、もう１

点お願いします。 

 この大枠３の大瀬線、これはゴルフ場から登

又を通っている道ですよね。この大瀬線の白線

がもうほとんど消えている状態で、ある下地区

の住民から、前から私、この方を知っているん

ですけれども、もともとは野嵩に住んでいる方

で、よく野嵩のほうに親戚や兄弟がいるという

ことで、行き来していると。そのときに、雨の

ときや夜なんか、この白線が全く見えない状態

と。私も調べてみたら、やはり目視で白線を見

るのは大変厳しいかなと。ほぼ見えない状態。

何か本人によると、前の話ですけれども、役場

のほうには話はしたんだけれども、全然通らな

いということで、話が一向に進まないというこ

とで、それで知り合いである私のほうに話が来

たんですけれども、実際下地区でも白線に関し
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ては話が前にありましたけれども、この白線を

引くのには、予算的にも今大変厳しい状況です

か。どうですかね。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 私もこの大瀬線の

中央線に関しては確認しております。現在、交

通安全対策事業でこういう白線とか路面標示を

その交付金の配分内で村内各地、こういう事業

で白線の引き直しとかをやっている状況であり

ます。今年度もこの交付金の配分内で既に６月

に発注しておりまして、この大瀬線もこの白線

に関しては含まれております。 

 ただ、この大瀬線に関しては高速道路高架橋

下のゼブラ白線や横断歩道白線、こちらだけに

なっております。あと、村内のほかの横断歩道

とか注意喚起の路面標示など、そういうのを危

険性の面から考えると優先しております。今後

またこの中央線の白線については、また交通安

全対策事業を活用して検討してまいりたいと思

っております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 確かにおっしゃると

おり、交差点のほうが危険度が大きいというこ

とで、優先順位で考えても、交差点のほうをし

っかり整備してから、この中央線の白線、これ

は予算のみで例えば白線を引くことを進められ

る状況にありますか。 

○議長 伊佐則勝 都市建設課長 呉屋克行。 

○都市建設課長 呉屋克行 今後も村内道路の

消えている白線とか、それの引き直し、また路

面標示、ただ、やはり優先順位を考えると、横

断歩道とか、そういうものを優先している状況

ではございますが、この交通安全対策事業の交

付金を使って、今後も進めていきたいと思って

おりますので、中央線も今後また検討していき

たいと思っております。 

○議長 伊佐則勝 仲松正敏議員。 

○１１番 仲松正敏議員 やはり道路の幅員が

大きければ、中央線があるべき姿だと思います

ので、ぜひ設置に向けて頑張っていただきたい

と思います。 

 これで私の質問を終わりますけれども、浜田

村長、私からも一言。これまでの16年間の実績

等を考えると、引退しても中城村の発展、村民

のため、十分側面から力がもらえるような村長

ですので、これからも中城村のためによろしく

お願いします。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長 伊佐則勝 以上で仲松正敏議員の一般

質問を終わります。 

 皆さん、少々お待ちください。 

 本定例会、浜田村長が今日で議場への着席は

最後の日となります。議員時代を含めて20年余、

この旧庁舎から新庁舎の議場に出入りされてお

ります。この間の浜田村長のありったけの発言

を許します。よろしくお願いいたします。時間

無制限でございます。どうぞ登壇してください。 

○村長 浜田京介 大変議長から急な申し付け

でございますが、先ほども正敏さんの一般質問

を少しお借りしてお話ししましたけれども、本

当に議員の皆さん方、大変お世話になりました。

もうここを出ていきますと、22年間議場で務め

てきた務めが終わることになりますので、最後

に一言だけ、本当に中城発展のために皆さんの

協力を得ながら頑張ってきたつもりでもありま

すので、どうぞ新村長も一生懸命また頑張って

いただけるものだと思います。どうぞ皆さん一

緒になって両輪の、石原昌雄さんの御質問にも

お答えしましたけれども、両輪のごとくひとつ

頑張っていただけますよう、私もしっかり１村

民として見させていただきますし、またでき得

る限りの協力もさせていただきたいと思います。

職員ともどもどうぞ皆さん、これからもよろし

くお願いいたします。16年本当にお世話になり

ました。ありがとうございました。 

○議長 伊佐則勝 大変お疲れさまでございま
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した。 

 以上で本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

散 会（１４時５２分） 
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        ことを求める意見書 

第 ７ 陳情第５号 乳幼児の「命と健康を守る」為の寄り添い支援体制についてに関する陳情 

議 事 日 程 第 ５ 号 の 追 加 

日  程 件              名 

第 １ 意見書第４号 人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する意見書 

第 ２ 決議第２号 人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する抗議決議 
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○議長 伊佐則勝 おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

（１０時００分） 

 お諮りします。屋良照枝議員及び小橋川恵美

議員、新垣博正議員から、意見書第４号 人間

の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する意

見書及び決議第２号 人間の尊厳を踏みにじる

米空軍兵の蛮行に対する抗議決議が提出されま

した。これを日程に追加し、追加日程第１及び

追加日程第２として議題にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認め、意見

書第４号 人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の

蛮行に対する意見書および決議第２号 人間の

尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する抗議

決議を日程に追加し、追加日程第１及び追加日

程第２とし、これを議題とします。 

 これより追加日程第１ 意見書第４号 人間

の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する意

見書及び追加日程第２ 決議第２号 人間の尊

厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する抗議決

議については、関連しますので、一括議題にし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、追加日程第１及び追加日程第２

については一括議題といたします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 おはようございます。

読み上げて提案いたします。 

 

 

意見書第４号 

 

令和６年６月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員  屋 良 照 枝 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  小橋川 恵 美 

中城村議会議員  新 垣 博 正 

 

人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 本村議会は、村民、県民の生命、財産を守る立場から今回の米軍兵における事件に対し厳重に抗
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議するとともに、今後このような犯罪を起こさないため、全ての米軍兵の外出禁止及び日米地位協

定の抜本的改定が速やかに実現されるよう強く要請するため、この意見書を提出する。 
 

 

 

人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する意見書(案) 

 

 沖縄県は、戦争から79年が経過しても、人権が蹂躙され、日本政府によって隠ぺいされる状況下

にあるとみるよりほかない。16歳未満の少女が、防げるはずの事件の被害者となったことに憤りを

禁じ得ない。 

 今回の事件については、まず何よりも被害者と周囲の方々に配慮することが最大限重要で、まし

てや被害者を責めたり、貶めたりすることは、絶対にあってはならない。沖縄県民が求めているこ

とは綱紀粛正ではない。 

 日米地位協定の改定により、県民の主権が確認され、基本的人権が尊重され、平和のもとに暮ら

すことができる、まさに日本国憲法の三大原理が脅かされている現状からの脱却である。 

 沖縄復帰50周年記念式典において、天皇陛下は、「沖縄には、今もなおさまざまな課題が残され

ています。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望すると

ともに、今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれる

ことを心から願っています」と述べられた。 

 まさにそうなることを沖縄県民も望んでいる。しかしながら、かけ離れた日本政府の行為に最大

限の抗議を表明し、以下強く要求する。 

 

記 

 

１、被害者への謝罪並びに丁寧な精神的ケア、被害者バッシングに対する法的措置の確立をするこ

と。 

２、犯罪を起こすという異常な現状から脱却し、米軍兵士による犯罪ゼロを実現するまでの具体策

提示まで外出禁止とし、即応性のある実務者協議の場を設けること。 

３、事件発生から、起訴、沖縄県が認識し、報道に至るまで半年もの時間が経過しており、この

間、隠ぺいが続けられたとしか考えられない事態に対し、明瞭な説明を行うこと。 

４、日米地位協定を抜本的に改定すること。 

５、建白書の実現、米軍基地の整理縮小、沖縄のさまざまな課題を解決し、誇りある豊かな沖縄を

実現すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 

令和６年６月27日 

沖縄県中城村議会 

 

宛先 

内閣総理大臣   内閣官房長官   防衛大臣   外務大臣   沖縄及び北方対策担当大臣 
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沖縄防衛局   外務省特命全権大使(沖縄担当) 

 

 

○８番 屋良照枝議員 続きまして、関連しま すので。 

 

 

決議第２号 

 

令和６年６月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員  屋 良 照 枝 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  小橋川 恵 美 

中城村議会議員  新 垣 博 正 

 

人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する抗議決議 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 本村議会は、村民、県民の生命、財産を守る立場から今回の米軍兵における事件に対し厳重に抗

議するとともに、今後このような犯罪を起こさないため、全ての米軍兵の外出禁止及び日米地位協

定の抜本的改定が速やかに実現されるよう強く要請するため、この抗議決議を提出する。 
 

 

 

人間の尊厳を踏みにじる米空軍兵の蛮行に対する抗議決議(案) 

 

 沖縄県は、戦争から79年が経過しても、人権が蹂躙され、日本政府によって隠ぺいされる状況下

にあるとみるよりほかない。16歳未満の少女が、防げるはずの事件の被害者となったことに憤りを

禁じ得ない。 

 今回の事件については、まず何よりも被害者と周囲の方々に配慮することが最大限重要で、まし

てや、被害者を責めたり、貶めたりすることは、絶対にあってはならない。沖縄県が求めているこ

とは綱紀粛正ではない。 
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 日米地位協定の改定により、県民の主権が確認され、基本的人権が尊重され、平和のもとに暮ら

すことができる、まさに日本国憲法の三大原理が脅かされている現状からの脱却である。 

 沖縄復帰50周年記念式典において、天皇陛下は、「沖縄には、今なおさまざまな課題が残されて

います。今後、若い世代を含め、広く国民の沖縄に対する理解がさらに深まることを希望するとと

もに、今後ともこれまでの人々の思いと努力が確実に受け継がれ、豊かな未来が沖縄に築かれるこ

とを心から願っています」と述べられた。まさにそうなることを沖縄県民も望んでいる。 

 よって本村議会は、村民及び県民の生命、財産、安心安全、生活環境を守る立場から、今回の事

件に対し厳重に抗議するとともに、下記事項がすみやかに実現されるよう強く要請する。 

 

記 

 

１、被害者への謝罪並びに丁寧な精神的ケア、被害者バッシングに対する法的措置の確立をするこ

と。 

２、犯罪を起こすという異常な現状から脱却し、米軍兵士による犯罪ゼロを実現に至る具体策提示

まで外出禁止とし、即応性のある実務者協議の場を設けること。 

３、事件発生から、起訴、沖縄県が認識し、報道に至るまで半年もの時間が経過しており、この

間、隠ぺいが続けられたとしか考えられない事態に対し、明瞭な説明を行うこと。 

４、日米地位協定を抜本的に改定すること。 

５、建白書の実現、米軍基地の整理縮小、沖縄のさまざまな課題を解決し、誇りある豊かな沖縄を

実現すること。 

 以上、決議する。 

 

令和６年６月27日 

沖縄県中城村議会 

 

宛先 

駐日米国大使   在日米軍司令官   在沖米四軍沖縄地域調整官   在沖米国総領事 
 

 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから意見書第４号及び決議第２号の趣旨

説明に対する質疑を行います。質疑ありません

か。 

 休憩します。 

休 憩（１０時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１３分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

○８番 屋良照枝議員 訂正して読み直しいた

します。宛先、駐日米国大使、在日米軍司令官、

在沖米四軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事。

以上です。 

○議長 伊佐則勝 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 これで質疑を終わります。 
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 続いて、ただいま議題となっております意見

書第４号は、会議規則第39条第３項の規定によ

って、委員会付託を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、意見書第４号は委員会付託を省

略します。 

 これから意見書第４号に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから意見書第４号 人間の尊厳を踏みに

じる米空軍兵の蛮行に対する意見書についてを

採決します。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定

することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、意見書第４号 人間の尊厳を踏

みにじる米空軍兵の蛮行に対する意見書につい

ては、原案のとおり可決されました。 

 続きまして、ただいま議題となっております

決議第２号は、会議規則第39条第３項の規定に

よって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 これから決議第２号に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから決議第２号 人間の尊厳を踏みにじ

る米空軍兵の蛮行に対する抗議決議についてを

採決いたします。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、決議第２号 人間の尊厳を踏み

にじる米空軍兵の蛮行に対する抗議決議につい

ては、原案のとおり可決されました。 

（「議長、これは郵送するの。文書だけ報告す

るの。郵送だけやってるから。意見とかは

行ったほうがいいと思うけれどもな」と言

う声あり） 

○議長 伊佐則勝 今後検討しましょう。今回

は一応郵送対応ということで、させていただき

たいと思います。 

 日程第１ 発議第３号 中城村議会委員会条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 ５番 新垣貞則議員。 

○５番 新垣貞則議員 それでは、おはようご

ざいます。 

 

 

 

発議第３号 

 

令和６年６月21日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 
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提 出 者 

中城村議会議員  新 垣 貞 則 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  安 里 清 市 

中城村議会議員  新 垣 博 正 

 

中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第２項の規定により提出し

ます。 

 

提案理由 

 中城村課設置条例の改正により、委員会条例内容の改正を行う必要がある。 
 

 

   中城村議会委員会条例の一部を改正する条例 

  中城村議会委員会条例（昭和62年中城村条例第13号）の一部を次のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （常任委員会の名称、委員定数及びその所管）  （常任委員会の名称、委員定数及びその所管） 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

第２条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 建設常任委員会 ５人  (2) 建設常任委員会 ５人 

 産業振興課、都市建設課         及

び上下水道課に関する事項 

 産業振興課、都市建設課、まちづくり推進課及

び上下水道課に関する事項 

 (3) （略）  (3) （略） 
  

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 全員協議会で中城村委員会条例の一部改正す

る条例については、改正後、改正前、新旧対照

表をお目通しください。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 ただいま議題となっております発議第３号は、

会議規則第39条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。御異議ありませ
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んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第３号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから発議第３号 中城村議会委員会条例

の一部を改正する条例を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第３号 中城村議会委員会

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 日程第２ 発議第４号 中城村議会議員の請

負の状況の公表に関する条例を議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 ７番 新垣 修議員。 

○７番 新垣 修議員 それでは、読み上げて

発議第４号をお願い申し上げます。 

 

 

発議第４号 

 

令和６年６月21日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員  新 垣   修 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  屋 良 照 枝 

中城村議会議員  玉那覇   登 

 

中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第２項の規定により提出し

ます。 

 

提案理由 

 地方自治法第92条の２の規程改正により、これまで当該普通公共団体からの請負が認められてな

かったが、政令で定める一定額300万円までの請負の規制が対象から除かれたことにより条例を制

定する必要がある。 
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中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、中城村議会議員（以下「議員」という。）が中城村に対し請負（地方自治法

（昭和22年法律第67号）第92条の２に規定する請負をいう。以下同じ。）をする者又はその支配

人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もっ

て議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 

 （報告） 

第２条 議員は、毎年６月１日から同月30日までの間（当該期間内に任期満了又は議会の解散によ

る任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び

議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間）

に、当該６月30日の属する会計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号エにおいて同

じ。）における中城村に対する請負（当該前会計年度において支払を受けたものに限る。）につ

いて、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。 

 （１） 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 

    ア 請負の対象とする役務、物件等 

    イ 契約締結日 

    ウ 契約金額（契約金額が定められている請負に限る。） 

    エ 当該６月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額 

 （２） 前号エに掲げる総額の合計額 

２ 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け

出なければならない。 

 （報告の一覧の作成及び公表） 

第３条 議長は、前条第１項の規定による報告（前条第２項の規定による訂正があった場合にあっ

ては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公表しなければならない。 

 （報告等の保存及び閲覧等) 

第４条 第２条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起

算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を

請求することができる。 

 （委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日に始まる会計年度における請負から適用す

る。 
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 前回、全協のほうで請負に関する公表条例案

を、目的、報告並びに報告等の閲覧等を説明し

ておりますので、御参照ください。以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 ただいま議題となっております発議第４号は、

会議規則第39条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第４号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから発議第４号 中城村議会議員の請負

の状況の公表に関する条例を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第４号 中城村議会議員の

請負の状況の公表に関する条例は、原案のとお

り可決されました。 

 休憩します。 

休 憩（１０時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２５分） 

○議長 伊佐則勝 再開します。 

 日程第３ 発議第５号 中城村議会議員の請

負の状況の公表に関する条例施行規程を議題と

します。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 ６番 安里清市議員。 

○６番 安里清市議員 おはようございます。

発議第５号を読み上げて御提案申し上げます。 

 

 

発議第５号 

 

令和６年６月21日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員  安 里 清 市 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  新 垣 博 正 

中城村議会議員  新 垣 貞 則 
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中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第２項の規定により提出し

ます。 

 

提案理由 

 中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定に伴い、条例施行について必要な事項及

び様式等を定める必要があるため。 
 

 

 

中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、中城村議会議員の請負の状況の公表に関する条例（令和６年中城村条例第13

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 （報告） 

第２条 条例第２条第１項の規定による報告は、請負状況等報告書（第１号様式）又は電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものに

より行わなければならない。 

２ 条例第２条第２項の規定による訂正は、訂正届（第２号様式）又は電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなけれ

ばならない。 

 （報告の一覧の訂正） 

第３条 議長は、条例第３条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部

分を読むことのできるように字体を残さなければならない。 

 （報告等の閲覧） 

第４条 条例第４条第２項の規定による閲覧（以下この条及び第６条において「閲覧」という。）

は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場

所において、議長が指定する時間中にすることができる。 

２ 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。 

３ 閲覧に係る報告及び訂正は、第１項に規定する場所以外に持ち出すことができない。 

４ 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならな

い。 

５ 議長は、第１項及び前２項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を

禁止することができる。 

 （報告等の写しの交付等） 

第５条 条例第４条第２項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書（第３号様式）又は電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定める
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ものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求を

した者の負担とする。 

 （期限等の特例） 

第６条 条例第２条第１項の規定による報告をすべき期限が、中城村の休日を定める条例（平成３

年中城村条例第15号）第１条に規定する休日（次項において「休日」という。）に当たるとき

は、その日の翌日をもってその期限とみなす。 

２ 第４条第１項の規定により閲覧をすることができる最初の日（以下この項において「閲覧開始

日」という。）が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この規程は、公布の日から施行し、令和６年４月１日に始まる会計年度における請負から適用す

る。 
 

 

 施行規程の案と附則を添付してございますの

で、御参照お願いいたします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 ただいま議題となっております発議第５号は、

会議規則第39条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第５号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから発議第５号 中城村議会議員の請負

の状況の公表に関する条例施行規程を採決しま

す。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第５号 中城村議会議員の

請負の状況の公表に関する条例施行規程は、原

案のとおり可決されました。 

 日程第４ 発議第６号 中城村議会の個人情

報の保護に関する条例施行規程の一部を改正す

る規程を議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 ８番 屋良照枝議員。 

○８番 屋良照枝議員 それでは読み上げて提

案します。 

 

 

 

発議第６号 

 

令和６年６月21日 
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中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員  屋 良 照 枝 

 

賛 成 者 

中城村議会議員  玉那覇   登 

中城村議会議員  新 垣   修 

 

中城村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第14条第２項の規定により提出し

ます。 

 

提案理由 

 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則（令和５年個人情報保護委員会規則

第５号）による個人情報保護法の規則改正に対応するため規程を改正する必要がある。 
 

 

    中城村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

  中城村議会の個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年中城村議会規程第２号）の一部を次

のように改正する。 
  

改正後 改正前 
  

 （要配慮個人情報）  （要配慮個人情報） 

第４条 条例第２条第３項の議長が定める記述等

は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記

述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するも

のを除く。）とする。 

第４条 条例第２条第３項の議長が定める記述等

は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記

述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するも

のを除く。）とする。 

 (1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障

害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害があること。 

 (1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障

害（発達障害を含む。）その他の心身の機

能の障害があること。 

  ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）別表に掲げる身体上の障害 

  ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

号）別表に掲げる身体上の障害 

  イ 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）にいう知的障害 

  イ 知的障害者福祉法（昭和35年法律第37

号）にいう知的障害 

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法   ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法
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律（昭和25年法律第123号）にいう精神障

害（発達障害者支援法（平成16年法律第

167号）第２条第１項に規定する発達障害

を含み、イに掲げるものを除く。） 

律（昭和25年法律第123号）にいう精神障

害（発達障害者支援法（平成16年法律第

167号）第２条第１項に規定する発達障害

を含み、イに掲げるものを除く。） 

  エ 治療方法が確立していない疾病その他の

特殊の疾病であって障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第４条第１項の

政令で定めるものによる障害の程度が同項

の主務大臣  が定める程度であるもの 

  エ 治療方法が確立していない疾病その他の

特殊の疾病であって障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第４条第１項の

政令で定めるものによる障害の程度が同項

の厚生労働大臣が定める程度であるもの 

 (2)～(5) （略）  (2)～(5) （略） 

 （個人の権利利益を害するおそれが大きいも

の） 

 （個人の権利利益を害するおそれが大きいも

の） 

第５条 条例第11条の個人の権利利益を害するお

それが大きいものとして議長が定めるものは、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

第５条 条例第11条の個人の権利利益を害するお

それが大きいものとして議長が定めるものは、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 不正の目的をもって行われたおそれがあ

る議会に対する行為による保有個人情報

（議会の事務局の職員が取得し、又は取得

しようとしている個人情報であって、保有

個人情報として取り扱われることが予定さ

れているものを含む。）の漏えい等が発生

し、又は発生したおそれがある事態 

 (3) 不正の目的をもって行われたおそれがあ

る保有個人情報            

                   

                   

                   

           の漏えい等が発生

し、又は発生したおそれがある事態 

 (4) （略）  (4) （略） 

２ 議長は、条例第11条本文の規定による通知を

する場合には、前項各号に定める事態を知った

後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本

人の権利利益を保護するために必要な範囲にお

いて、次に定める事項を通知しなければならな

い。 

２ 議長は、条例第11条本文の規定による通知を

する場合には、前項各号に定める事態を知った

後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本

人の権利利益を保護するために必要な範囲にお

いて、次に定める事項を通知しなければならな

い。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれ

がある保有個人情報（前３号に定める事態

については、同号に規定する個人情報を含

む。）の項目 

 (2) 漏えい等が発生し、又は発生したおそれ

がある保有個人情報          

                   

   の項目 

 (3)～(5) （略）  (3)～(5) （略） 
  

   附 則 
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 （施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 資料に関しましては、21日の全員協議会のほ

うで、つけられておりますので、改正前と改正

後、変わったところは、担当大臣が主務大臣が

定めるというその一言を変えてありますのでよ

ろしくお願いします。以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで提出者の趣旨説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 ただいま議題となっております発議第６号は、

会議規則第39条第３項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第６号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから発議第６号 中城村議会の個人情報

の保護に関する条例施行規程の一部を改正する

規程を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、発議第６号 中城村議会の個人

情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正

する規程は、原案のとおり可決されました。 

 日程第５ 陳情第３号 訪問介護費の引き下

げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に

行うことを求める陳情書及び日程第６ 意見書

第３号 訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報

酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める

意見書については関連しますので、一括議題に

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、日程第５及び日程第６について

は一括議題といたします。 

 本件について委員長報告及び趣旨説明を求め

ます。 

 総務常任委員会 新垣博正委員長。 

○総務常任委員長 新垣博正  

 

 

令和６年６月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

総務常任委員会 

委員長 新 垣 博 正 

 

委員会審査報告書 

 



─ 189 ─ 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の

規定により報告します。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第３号 
令和６年 

６月21日 

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護

報酬引き上げの再改定を早急に行う

ことを求める陳情書 

採択 

 

 

 

○総務常任委員長 新垣博正 続きまして。  

 

 

令和６年６月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

総務常任委員会 

委員長 新 垣 博 正 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された意見書を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第１項

の規定により報告します。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

意見書第３号 
令和６年 

６月21日 

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護

報酬引き上げの再改定を早急に行う

ことを求める意見書 

原案可決 

 

 

 

 

意見書第３号 
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令和６年６月27日 

 

中城村議会 

 議長 伊 佐 則 勝  殿 

 

総務常任委員会 

委員長 新 垣 博 正 

 

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 陳情第３号における委員会審査の結果、採択となり別紙意見書を提出する。 
 

 

 

 

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見書（案） 

 

 「訪問介護事業所がなくなれば住み慣れた家で暮らしていけない」、「親を介護施設に入れざる

を得ない」。３年に１度の介護報酬の改定で、訪問介護の基本報酬が４月から引き下げられたこと

に怒り不安の声が広がっています。身体介護、生活援助など訪問介護は、とりわけ独居の方をはじ

め要介護者や家族の在宅での生活を支えるうえで欠かせないサービスです。このままでは在宅介護

が続けられず「介護崩壊」を招きかねません。 

 介護報酬は介護保険から介護事業所に支払われますが、今回の引き下げで訪問介護事業所、とり

わけ小規模・零細事業所が経営難に陥り、在宅介護の基盤が壊滅的になる恐れがあります。すでに

23年の訪問介護事業所の倒産は67件と過去最多を更新し、ほとんどが地域に密着した小規模・零細

事業所です。 

 厚生労働省は引き下げの理由として、訪問介護の利益率が他の介護サービスより高いことをあげ

ていますが、これはヘルパーが効率的に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市部の大手事業所

が利益率の「平均値」を引き上げているものであり、実態からかけ離れています。 

 訪問介護はとくに人手不足が深刻です。長年にわたる訪問介護の基本報酬が引き下げられた結

果、ヘルパーの給与は常勤でも全産業平均を月額約６万円も下回ります。ヘルパーの有効求人倍率

は22年度で15.5倍(厚労省調べ)と異常な高水準です。 

 政府は訪問介護の基本報酬を引き下げても、介護職員の処遇改善加算でカバーできるとしていま

すが、すでに加算を受けている事業所は基本報酬引き下げで減収となり、その他の加算も算定要件

が厳しいものが多く、基本報酬引き下げ分をカバーできない事業所が出ると予想されます。今回の

介護報酬改定では介護職員の処遇改善のため報酬を0.98％引き上げるとしています。これにより厚
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生労働省は職員のベースアップを24年度に月約7,500円、25年度に月約6,000円と見込みます。しか

し財源の根拠が不明確でベースアップが確実に実行される根拠はありません。このままでは介護人

材の確保はますます困難になるだけです。 

 沖縄県内でも休廃止する介護事業所が急増しており、保険料を払っても必要な介護が受けられな

くなる事態は何としても避けなければなりません。 

 以上の趣旨から、下記事項につき、実施を国に求めます。 

 

１ 訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行うこと 

 

 地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

令和６年６月27日 

沖縄県中城村議会 

 

宛 先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 
 

 

 以上です。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告及び趣旨

説明を終わります。 

 これから陳情第３号及び意見書第３号の委員

長報告及び趣旨説明に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから陳情第３号に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第３号 訪問介護費の引き下げ

撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に行

うことを求める陳情書を採決します。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。 

 この陳情は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、陳情第３号 訪問介護費の引き

下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急

に行うことを求める陳情書は、委員長報告のと

おり採択することに決定しました。 

 続きまして、ただいま議題となっております

意見書第３号は、会議規則第39条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、意見書第３号は委員会付託を省

略します。 

 これから意見書第３号に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから意見書第３号 訪問介護費の引き下

げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早急に

行うことを求める意見書を採決いたします。 
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 お諮りします。本件は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、意見書第３号 訪問介護費の引

き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再改定を早

急に行うことを求める意見書は、原案のとおり

可決されました。 

 日程第７ 陳情第５号 乳幼児の「命と健康

を守る」為の寄り添い支援体制についてを議題

とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 文教社会常任委員長 安里清市議員。 

○文教社会常任委員長 安里清市議員 それで

は、陳情第５号につきまして御報告を申し上げ

ます。 

 

 

令和６年６月27日 

 

中城村議会議長 伊佐 則勝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 安 里 清 市 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第１項の

規定により報告します。 

 

記 

 

番  号 
付 託 

年月日 
件     名 審査の結果 

陳情第５号 
令和６年 

６月21日 

乳幼児の「命と健康を守る」為の寄

り添い支援体制についてに関する陳

情 

採択 

 

 

 

 以上でございます。 

○議長 伊佐則勝 これで委員長報告を終わり

ます。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「質疑なし」と認め、質疑

を終わります。 

 これから委員長報告に対する討論を行います。

討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「討論なし」と認め、これ

で討論を終わります。 

 これから陳情第５号 乳幼児の「命と健康を

守る」為の寄り添い支援体制についてを採決し

ます。 
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 この陳情に対する委員長報告は採択です。 

 この陳情は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、陳情第５号 乳幼児の「命と健

康を守る」為の寄り添い支援体制については、

委員長報告のとおり採択することに決定しまし

た。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により、

本定例会において議決の結果生じた条項、字句、

数字、その他の整理を要するものについては、

その整理を議長に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 伊佐則勝 「異議なし」と認めます。 

 したがって、条項、字句、数字、その他の整

理を要するものについては、議長に一任するこ

とに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本定例会を閉会いたします。御苦労さ

までした。 

閉 会（１０時４８分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

      中城村議会議長 伊 佐 則 勝 

 

      中城村議会議員 新 垣 貞 則 

 

      中城村議会議員 安 里 清 市 

 


